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第
四
章

現
行
制
度

|
|
省
庁
別
委
員
会
を
中
心
と
し
て
|
|

現
在
、
主
な
調
査
委
員
会
と
し
て
、
省
庁
別
委
員
会
(
的
己
巾
2
n
c
B
P

ヨ回同同町市
M
Z
E
H町
内
同
円
。
。
。
〈
句
ロ
ヨ
町
田
片
り
2
v
u
w
ユ
白
内
ロ
5
・。内【)恒三呂町ロ
S-ω
色町円片

【U
O
居
間
ユ
丹
門
巾
巾
印
)
と
特
別
常
設
委
員
会
(
∞
宮
己
丘
一
w
E
E口
問
。
。
ョ
百
四
口
市
巾
)

が
あ
る
の
本
章
で
は
、
省
庁
別
委
員
会
を
中
心
に
現
行
制
度
を
概
観
、
検

討
す
る
の

イギリス庶民院における調査委員会制度 (3・完)

第
一
節

一
九
七
九
年
改
革
の
経
過

一
九
七
八
年
議
事
手
続
委
員
会
望
豆
は
、
一
九
七
九
年
二
月
一
九
日

(
2
)
 

か
ら
二
十
日
に
か
け
て
、
庶
民
院
本
会
議
に
お
い
て
討
議
さ
れ
た
。
そ
の

討
議
に
お
い
て
、
特
別
委
員
会
改
革
に
対
し
て
議
員
の
聞
か
ら
広
汎
な
支

持
が
表
明
さ
れ
た
が
、
労
働
党
院
内
総
務
(
戸

g
含「
O

ご
宮
司

E
叩
巾
)
で

あ
る
フ
y

ト
(
豆
円

F
E
-
3
2
)
は
省
庁
別
委
員
会
導
入
に
慎
重
な
姿
勢

(3) 

を
見
せ
た
。
討
議
後
、
議
事
手
続
委
員
会
は
特
別
報
告
書
を
議
院
に
提
出

し
、
委
員
会
に
よ
る
勧
告
の
う
ち
、
特
別
委
員
会
改
革
が
最
も
優
先
さ
れ

(
4
)
 

る
べ
き
旨
を
表
明
し
た
。
同
年
五
月
、
キ
ャ
ラ
ハ
ン
(
』
白
宮
市
目
。
白

-
Z
S
E
)

労
働
党
政
権
は
総
選
挙
に
敗
北
し
、
サ
ッ
チ
ャ

1
(
F由
民
岡
田
『
巳
叶
吉
宮
町
内
「
)

保
守
党
政
権
が
誕
生
す
る
こ
と
で
、
状
況
は
一
変
し
た
。
保
守
党
は
、
選

挙
綱
領
(
百

E
5
2
)
に
お
い
て
特
別
委
員
会
改
革
を
選
挙
公
約
と
し
て

打
ち
出
し
て
い
た
。
六
月
一
八
日
、
省
庁
別
委
員
会
設
置
を
定
め
る
議
院

規
則
制
定
に
係
る
動
議
が
政
府
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
、
六
月
二
五
日
、
庶

(
5
)
 

民
院
本
会
議
に
お
い
て
討
議
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
席
上
、
保
守
党
院
内

総
務
で
あ
る
セ
イ
ン
ト
・
ジ
ョ
ン
・
ス
テ
ィ
ヴ
ァ
ス

(
Z
O
「
g
g
g』
CE1

2
2
g
)
は
、
省
庁
別
委
員
会
の
導
入
を
「
今
世
紀
の
最
も
重
要
な
議
会

(6) 

改
革
を
構
成
し
得
る
一
連
の
改
革
」
と
述
べ
、
そ
の
目
的
を
、
「
選
挙
を

通
じ
て
庶
民
院
に
遂
行
を
託
さ
れ
た
職
務
を
、
よ
り
有
効
に
行
い
得
る
よ

(
7
)
 

う
に
権
力
の
均
衡
を
回
復
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
た
。
同
日
、
当
該

(8) 

動
議
は
可
決
さ
れ
、
省
庁
別
委
員
会
が
設
置
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
。

註(
1
)
第
三
章
第
一
一
節
第
三
款
(
北
大
法
学
論
集
四
四
巻
六
号
[
一
九

九
四
年
]
一
八

O
九
頁
以
下
)
参
照
。

(2)
句。

ω
回
わ
り
ぬ
F
'

円
。
一
日
・
品
仏
民
(
回
。
司
巾
σ
H
匂
寸
⑤
)
・
。
め

ω
z
n
u巾『・

円。-∞

N
J
1
め同町・

(
N
O

司。
F
H
m
w
斗
匂
)

(
3
)
フ
ッ
ト
自
身
が
特
別
委
員
会
改
革
消
極
論
者
だ
っ
た
。

(
4
)
品
川
ミ
出
-
n
a
N
G
寸(同句、吋∞
l

叶一
w
Y
E「山片山刀巾2mw-m巾旬。「円四『
D
百
円
『
巾
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的巾】巾円円

noBE芹門町内可。巴可「
O門司己
E「巾・

(5)
句
。
∞
固
め
・
0
巾
σ
-
g
z・ωω
『
円

(
N
印』ロロ
H
m

当。)・

(
6
)
注
目
再

no-ω
印

(
7
)
迂

鬼

門

D-ω
。・

(8)Hta
回同

nog-N21N印
N・
分
列
表
決
定

5

gロ
)
の
結
果
は
賛
成

二
四
八
票
、
反
対
二
一
票
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、
以
前
か
ら
存
続

し
て
い
た
特
別
委
員
会
の
う
ち
、
歳
出
委
員
会
、
厨
営
企
業
特
別

委
員
会
、
科
学
技
術
委
員
会
が
廃
止
さ
れ
た
(
科
学
技
術
委
員
会

は
貴
族
院
官
。
E
路

氏

E
E
L
の
科
学
技
術
委
員
会

Z
2口
忠

告
品
、
吋

R
E
o
-
a可
P
E
E
-宮
市
]
に
任
務
が
受
け
継
が
れ
、
一
九

九
二
年
に
な
っ
て
省
庁
別
委
員
会
の
一
つ
と
し
て
復
活
し
た
)
。

第

節

省
庁
別
委
員
会
制
度

(
8
a
)
 

省
庁
別
委
員
会

(
a
)
構
成

省
庁
別
委
員
会
は
、
そ
の
名
が
示
す
通
り
、
所
管
が
中
央
政
府
の
主
要

(
9
)
 

省
庁
に
対
応
し
て
い
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。
現
在
、
一
六
委
員
会
か
ら
構

成
さ
れ
る
。
内
訳
は
、
①
農
業
(
〉
伺
ユ

2
-
Z『
巾
)
、
②
国
防
(
り
え

2
2
)
、

③
教
育

(
E
E
2
5ロ
)
、
④
文
化
遺
産

(Z白押
H
O
E
-
z
g
g岡
市
)
、
⑤
科
学
技

術

(ω22円何回
E
C
n
E
C
Z間
三
、
⑥
一
一
雇
用
(
開
目
立
ミ
ヨ

E
C
、
①
環
境

(開口三「。ロヨ

g
c
、
⑧
外
務

(
2
5何
回
〉

E
5
)
、
⑨
内
務
(
出
O
B
?
E
E
Z
)
、

⑩
通
商
産
業
(
叶
『
出
品
巾
自
己

Z
E
2「
可
)
、
⑪
保
健
(
出
3
1
F
)
、
⑫
社
会
保

障
(
∞

2
5
-
∞
町
内
=
『
日
々
)
、
⑬
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

(
ω
g
E
ω
F
E
E『
印
)
、
⑪

ウ
ェ

l
ル
ズ
(
巧
己
与
と
E
Z
)
、
⑬
運
輸
(
叶
『
自
国
吉
之
)
、
⑬
大
蔵
公
務

員
(
叶
『
巾
即
日
ロ
『
可
自
己

c
z
r
2
5
)
の
各
委
員
会
で
あ
る
(
国
・
め
印
。

ZDHωC(同))。

省
庁
別
委
員
会
設
置
当
初
、
司
法
権
の
独
立
に
対
す
る
侵
害
と
な
り
得

る
と
い
う
理
由
か
ら
、
大
法
官
府

(FC「
己
♀
宮
内
町
一
-c
号
。
岳
民

E
S円)

(
叩
)

と
法
務
官
府
(
「
2
0
S
2
3・
ロ
告
白
「
5
2円
)
は
調
査
対
象
か
ら
除
外

さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
九
一
年
、
内
務
委
員
会
の
所
管
事
項
に
大

法
宮
府
と
法
務
官
府
と
が
加
え
ら
れ
、
省
庁
別
委
員
会
の
調
査
対
象
と
な

(
日
)

っ
た
。
但
し
、
そ
の
調
査
事
項
は
あ
く
ま
で
司
法
行
政
に
限
ら
れ
、
①
個
々

の
訴
訟
、
②
個
々
の
裁
判
官
の
任
命
、
③
政
府
内
部
で
の
大
臣
に
対
す
る

法
務
官
の
助
言
(
国

-n-ωozcEC(N))
、
④
訴
追
政
策
は
除
外
さ
れ
て

(ロ)
い
る
。註(

8
a
)
固
め
∞

O
Z
0
5
0
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
二
年
六
月
三

O
日
の
改
正
を
受
け
て
、
改
正
さ
れ
た
議
院
規
則
の
法
文
が
公
表

さ
れ
て
い
る
(
固
め
呂
品
一

EωNl@ω
一
)
。
以
下
、
本
稿
に
お
い
て

北法45(1-2・154)154 



イギリス庶民院における調査委員会制度(3・完)

Z
0
・
z
o
を
引
用
す
る
際
に
は
、
同
・
ハ
U
H
O
A
F
(
広
ω
N
C
ω
)
に
拠
る
。

(
9
)
省
庁
別
委
員
会
の
構
成
の
変
遷
を
こ
こ
で
一
瞥
し
て
お
く
。
省

庁
別
委
員
会
は
、
設
置
当
初
、
十
二
委
員
会
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。

現
在
の
委
員
会
構
成
と
の
相
違
は
、
①
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ウ
エ
ー

ル
ズ
の
各
委
員
会
は
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
②
教
育
委

員
会
は
教
育
科
学
芸
術
委
員
会

(
E
5
5
2・∞
2
2
2
E巳
〉
「

z

n。
呂
田
広
丹
市
乙
だ
っ
た
こ
と
、
③
保
健
委
員
会
と
社
会
保
障
委
員
会

は
社
会
福
祉
委
員
会
(
的

2
E
P
2
5∞
nD呂
田

5
2
)
と
い
う
一

つ
の
委
員
会
だ
っ
た
こ
と
、
④
文
化
遺
産
委
員
会
、
科
学
技
術
委

員
会
は
設
置
さ
れ
て
お
ら
ず
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
委
員
会

(
E
2喝

の
O
E
E仲

gm)
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
一
九
七
九
年
七

月
，
一
六
日
(
省
庁
別
委
員
会
設
置
の
翌
日
)
に
ヴ
ェ
ー
ル
ズ
委
員

会

S
S
固
め
り
号

g
z・ω
3
1
2
N
)
、
同
年
十
月
三
十
日
に
ス

コ
y
ト
ラ
ン
ド
委
員
会
が
設
置
、
追
加
さ
れ
た

(SN
出
n
b
m
u

g-M・
5
2
l
Z
E
)
。
②
か
ら
④
ま
で
の
変
遷
は
、
政
府
省
庁
の

組
織
改
革
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
議
員
の
聞
で
は
、

省
庁
別
委
員
会
の
構
成
は
省
庁
活
動
範
囲
の
広
狭
を
考
慮
し
て
い

な
い
と
し
て
、
主
題
別
委
員
会
の
有
用
性
も
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
。

同
町
内
玄
h
『
自
己
ロ
・
吋
EH間
的
向
5
3
h
l
S
H
V

ミ

HF向
。
問
、
日
三
重
室
町
ロ
【
山
山
ぬ
な
門
町

内
。
苦
還
と
な
hhnH¥町内、

HFぬ
HhMMUN
町
な
門
町
民
室
、
品
。
同
uhH同
「
〉
ヨ
-ucmy
町民

ω]FClω]
ニ
(Hmwψω)
・

(
叩
)
「
法
務
官
」
と
い
う
名
称
は
、
法
務
総
裁
(
〉

=
0
2
3
0の
22E-)
、

法
務
次
長

(
ω
D
2
2
2
f
P
5
5
]
)
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
務
総
裁

(raι
〉
品
〈
。

2
5
)
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
務
次
長

(
ω
o
t
z
oウ

の
g

q
白ご
C
「
ω
g己
自
己
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
。

(日
)]{ω
印
国

-n-U巾
F
n
o
z・
印
、
吋
。
。
。
∞
(
]
戸
∞
』
口
一
一
戸
句
。
同
)
・

(ロ
)
5
0
z
b
o
s
g一・
5
ω
(者
「

5
8
〉
ロ
印
垣
市
「
-
H
ζ
ミ
呂
記
)
・

(
b
)
委
員

(
日
)

省
庁
別
委
員
会
の
定
数
は
十
一
名
で
あ
り
、
定
足
数
は
三
名
で
あ
る

(ロわ
ω'0・
zo--ωC(N))
。
省
庁
別
委
員
会
委
員
は
、
委
員
選
任
委
員
会

(
(
U
O
E
B
5
2
色
彩
Z
2
5ロ
)
の
委
員
長
な
い
し
委
員
が
二
日
(
休
会
日

を
除
く
)
以
上
前
に
通
告
し
た
動
議
に
基
づ
き
、
議
院
に
よ
っ
て
選
任
さ

れ
る
(
出
h
・ω
0・
20・
5
品

(

N

)

)

。
特
別
委
員
会
委
員
は
与
党
院
内
幹
事

(の

0
5
2
2
E
S
G
)
の
動
議
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る

l
ー
事
実
上
、

二
大
政
党
の
院
内
幹
事
の
協
議
に
よ
っ
て
党
派
勢
力
比
に
応
じ
て
選
任
さ

れ
る
|
|
の
が
原
別
で
あ
る
か
ら
、
省
庁
別
委
員
会
委
員
の
選
任
は
そ

の
例
外
で
あ
る
。
習
律
上
、
従
来
の
政
府
監
視
調
査
を
任
務
と
す
る
特
別

委
員
会
と
同
じ
く
、
省
庁
別
委
員
会
の
委
員
は
平
議
員
の
み
か
ら
任
命
さ

(
は
)

れ
る
。
任
期
は
、
辞
任
し
な
い
限
り
、
議
会
期

(Eュ
-
即
日

g同
)
の
聞
で
あ

る
(
国
・
ゎ
・
ω
o
z
c
H
ω
。(印))。
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研究ノート

註(
日
)
以
前
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
定
数
一
一
一
一
名
、

定
足
数
五
名
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
九
二
年
に
他
の
省
庁
別

委

員

会

と

同

じ

に

引

き

下

げ

ら

れ

た

(NE
出
わ
り
与
-

gz-∞
N
ω
I
ω
N
品
[
ω
C
]
5
・
5
S
]
)。
な
お
、
定
足
数
に
つ
い
て
は
、

議
事
手
続
委
員
会
で
院
内
総
務
が
引
上
げ
を
示
唆
し
て
い
る
。
陵
町

民
-
n
-
H
m
E
t
H
(
]
戸川山∞
ω
l
句。)・

ω
巾
円
。
ロ
己
河
内
U
O
吋
門
町
『
。
宮
門
町
内
∞
己
巾
円
件
。
c
B

E
5
m
g
H
J
c
n
E
C「巾・斗
F
m
d弓
RrFロ
問
。
ご
F巾∞
m
Z
2
9目邑同門門司巾

∞可凹
Z
B
-
世田司副
-
N
川町印・

(
U
)
の
問
者

E
h
F
F
F
巳
古
町
・
具
体
的
に
は
、
大
臣
、
院
内
幹
事
、

大
臣
補
佐
兼
任
議
員

(Eユ
g
E
g
gミ
司
ユ
S
B
r
2
2
R可)、

影
の
内
閣
の
構
成
員
が
任
命
対
象
か
ら
除
か
れ
る
(
国
・
ゎ
・

5l-

[
冨
∞
匂
き

]
-
Sミ
B
S
Z
5・
呉
宮
『
即
日
誌
)
。

(

C

)

委
員
長

選
任
方
法
は
、
他
の
特
別
委
員
会
と
同
様
に
、
委
員
に
よ
る
互
選
で
あ

り
、
委
員
長
が
有
す
る
権
限
に
つ
い
て
も
、
他
の
特
別
委
員
会
委
員
長
と

(
日
)

異
な
ら
な
い
。

註(
日
)
委
員
長
に
関
す
る
制
度
に
つ
き
、
第
一
章
第
一
節
第
二
款
三
・

阻
(
北
大
法
学
論
集
四
四
巻
五
号
[
一
九
九
四
年
]
一
二
四
五
頁

以
下
)
参
照
。

(
d
)

任
務
と
権
限

省
庁
別
委
員
会
の
任
務
は
、
委
員
会
が
所
管
す
る
省
庁
と
関
係
公
法
人

の
「
歳
出
、
行
政
及
び
政
策
を
調
査
す
る
」
こ
と
で
あ
る

(
z
h
・ω・0
・

Z
0
・H
ω
C
(
巴
)
。
つ
ま
り
、
省
庁
別
委
員
会
は
、
政
府
監
視
を
目
的
と
し
て

執
行
府
の
政
策
と
行
政
活
動
全
般
と
に
つ
い
て
包
括
的
・
体
系
的
に
調
査

す
る
調
査
委
員
会
制
度
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
省
庁
別
委
員
会
は
、
我

が
国
や
ア
メ
リ
カ
連
邦
議
会
の
常
任
委
員
会
と
異
な
り
、
法
案
や
予
算
案

の
決
定
過
程
に
関
与
し
な
い
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

省
庁
別
委
員
会
は
、
特
別
委
員
会
に
一
般
に
認
め
ら
れ
た
権
限
の
他
、

次
の
権
限
を
有
す
る
。
第
一
に
、
外
務
、
内
務
、
大
蔵
公
務
員
の
各
委
員

(
凶
)

会
は
、
一
つ
の
小
委
員
会
を
設
置
す
る
権
限
が
あ
る
(
国

-n-∞・
0
・
zo--ω
。

(

ω

)

)

。
第
二
に
、
各
委
員
会
は
、
証
人
召
喚
権
、
及
ぴ
、
文
書
提
出
要
求
権
、

休
会
中
に
会
議
を
開
く
権
限
、
会
議
場
を
変
更
す
る
権
限
、
報
告
書
を
議

(
げ
)

院
に
随
時
提
出
す
る
権
限
を
有
す
る
(
固
め
ω
O
Z
0
・Hω
。(品
)

(

O

)

)

。
但
し
、

証
人
召
喚
権
や
文
書
提
出
要
求
権
を
省
庁
別
委
員
会
が
行
使
す
る
こ
と
は

(
同
)

滅
多
に
な
い
。
省
庁
別
委
員
会
の
調
査
活
動
は
、
公
式
の
手
続
に
拠
ら
な

い
形
、
す
な
わ
ち
、
我
が
国
で
言
う
参
考
人
招
致
や
非
公
式
の
文
書
提
出

要
請
の
形
で
専
ら
行
わ
れ
る
。
そ
の
他
、
各
委
員
会
は
、
①
専
門
助
言
者
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を
任
命
す
る
権
限
(
国
固
め
・
ω
0
2
0
・5
0
(品
)
(
寸
)
)
、
②
小
委
員
会
に
お
い
て

収
集
し
た
証
拠
を
議
院
に
報
告
す
る
権
限
(
出
。

ω・0目
Z
0
・5
0
(品)(の))、

③
共
通
の
関
係
事
項
に
つ
い
て
公
会
計
委
員
会

R
O
B
E
-円

5
0『
司

5
r

〉
円

8
5
Z
)
や
他
の
委
員
会
と
証
言
及
び
記
録
を
相
互
に
伝
達
し
あ
う
権

限
(
図
。

ω・0
・
Z
0
5
0
2
)
(
仏
)
)
、
④
審
議
や
証
人
喚
問
、
報
告
案
の
検
討

の
目
的
の
た
め
に
他
の
委
員
会
と
会
議
す
る
権
限
(
国
-n-∞
-O'zc-zc

(
品
)
(
ぬ
)
)
を
有
す
る
。

イギリス庶民院における調査委員会制度 (3・完)

註(
日
)
外
務
委
員
会
は
海
外
開
発
担
当
小
委
員
会
、
内
務
委
員
会
は
人

種
関
係
及
び
移
民
担
当
小
委
員
会
、
大
蔵
公
務
員
委
員
会
は
公
務

員
問
題
担
当
小
委
員
会
を
設
置
し
て
い
る
。

(
口
)
前
三
者
に
つ
い
て
は
小
委
員
会
も
同
じ
権
限
を
有
す
る

(固め・∞・
0
・
zoHω
。(品))。

(
国
)
詳
細
に
つ
き
、
第
一
章
第
二
節
四
(
北
大
法
学
論
集
四
四
巻
五

号
[
一
九
九
四
年
]
一
二
五
七
頁
以
下
)
、
本
章
第
四
節
第
一
一
款
参

n
口
H
O

(

e

)

議
事
手
続

(
凶
)

通
常
の
特
別
委
員
会
の
議
事
手
続
と
同
じ
で
あ
る
。
省
庁
別
委
員
会
に

お
い
て
も
、
超
党
派
的
な
合
意
形
成
を
中
心
と
す
る
審
議
形
式
が
採
用
さ

れ
て
い
る
。

註(
凹
)
詳
細
に
つ
き
、
第
一
章
第
一
節
第
二
款
五
(
北
大
法
学
論
集
四

四
巻
五
号
[
一
九
九
四
年
]
一
二
四
六
頁
以
下
)
参
照
。

ニ
連
絡
委
員
会

①
特
別
委
員
会
の
運
用
に
関
す
る
一
般
的
事
項
を
検
討
す
る
、
②
庶
民

(
初
)

院
協
議
会
(
国
2
2
0向
。
。
呂
田
。
ロ
的
打
O
B
E
3
5ロ
)
の
求
め
に
応
じ
て
特

別
委
員
会
の
運
用
に
つ
い
て
助
言
を
行
う
、
と
い
っ
た
目
的
の
た
め
、
連

絡
委
員
会
(
「
3
3
5
n
o
E
B
5
2
)
が
庶
民
院
規
則
に
基
づ
き
設
置
さ
れ

る
(
出

n
m
o
z
o
Z
Z
H
)
)
。
こ
の
委
員
会
は
、
ほ
と
ん
ど
の
特
別
委
員

会
委
員
長
と
反
対
党
(
野
党
第
一
党
)
党
首
を
除
く
野
党
代
表
者
と
か
ら

(
幻
)

構
成
さ
れ
、
定
数
は
約
二

O
名
で
あ
る
。
定
足
数
は
六
名
で
あ
る
(
出
の
∞
-O

Z
D
・5
H
(印
)
)
。
権
限
と
し
て
、
①
証
人
召
喚
権
と
文
書
提
出
要
求
権
、
②

休
会
中
に
会
議
を
開
く
権
限
、
③
報
告
書
を
議
院
に
随
時
提
出
す
る
権
限

を
有
す
る
(
戸

(
u
m
-
o
z
o
z
z
g
)
。
連
絡
委
員
会
に
は
歳
出
予
算
定
例

日
(
何
回
t
自
己

g
ロ
ミ
)
の
う
ち
一
一
一
日
間
の
議
事
を
自
由
に
処
理
す
る
権
限

が
あ
り
(
国
わ
印
。

Z
D
・5H(N))
、
省
庁
別
委
員
会
報
告
書
に
関
し
て
議

(
幻
)

院
が
審
議
す
る
機
会
を
提
供
す
る
。
ま
た
、
連
絡
委
員
会
は
省
庁
別
委
員
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会
制
度
の
運
用
に
関
す
る
報
告
書
を
し
ば
し
ば
提
出
し
、
そ
の
運
用
に
係

る
評
価
と
勧
告
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

註(
却
)
一
九
七
八
年
庶
民
院
(
管
理
)
法
(
同
0
5巾
え

P
B自
S
∞

(
〉
品
呂
田
口
互
「
同
門
戸
口
口
)
〉
円
円
巴
叶
∞
)
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
庶
民
院

内
部
の
管
理
機
関
。
構
成
員
は
、
①
庶
民
院
議
長
、
②
庶
民
院
院

内
総
務
、
③
反
対
党
党
首

(
F
Z
ι
R
C同
仲
町
内

O
E
C岳
写
ロ
)
に
よ

っ
て
任
命
さ
れ
た
議
員
(
一
名
)
、
④
議
院
に
お
い
て
選
任
さ
れ
た

議
員
(
三
名
)
で
あ
る
(
第
一
条
)

0

(幻

)zz-同
円
。
印
向
山
田
議
院
規
則
に
は
定
め
が
な
い
。

(
詑
)
詳
し
く
は
、
本
章
第
四
節
第
四
款
参
照
。

第

節

省
庁
別
委
員
会
制
度
の
運
用

第
一
款

委
員
及
び
委
員
長
の
選
任
と
交
替

委
員
の
選
任

(
a
)

党
派
勢
力
比
に
基
づ
く
選
任

省
庁
別
委
員
会
委
員
の
選
任
は
、
委
員
選
任
委
員
会
か
ら
提
出
さ
れ
た

動
議
に
基
づ
く
。
こ
の
よ
う
な
選
任
方
法
を
採
用
す
る
の
は
、
省
庁
別
委

員
会
か
ら
可
能
な
限
り
院
内
幹
事
の
影
響
を
排
除
し
て
、
委
員
会
運
営
の

非
党
派
性
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
る
。
確
か
に
、
省
庁
別
委
員
会
設
置
当

初
は
非
党
派
性
に
配
慮
し
た
委
員
の
選
任
が
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
現

在
、
委
員
の
選
任
に
お
け
る
こ
大
政
党
の
院
内
幹
事
の
影
響
力
は
、
他
の

(
幻
)

特
別
委
員
会
委
員
の
選
任
の
場
合
と
変
わ
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な

ら
、
委
員
選
任
委
員
会
の
委
員
が
議
院
の
党
派
勢
力
比
に
し
た
が
っ
て
任

命
さ
れ
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
委
員
が
各
党
代
表
と
な
り
、
院
内
幹
事
の
原

案
に
基
づ
い
て
省
庁
別
委
員
会
の
委
員
を
選
任
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

結
果
、
省
庁
別
委
員
会
委
員
が
党
派
勢
力
比
に
し
た
が
っ
て
選
任
さ
れ
る

(M) 

こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
①
平
議
員
か
ら
委
員
が
任
命
さ
れ
る
と
い

う
、
調
査
を
任
務
と
す
る
特
別
委
員
会
に
共
通
す
る
原
則
の
ほ
か
、
②
各

委
員
会
に
お
い
て
与
党
が
委
員
の
過
半
数
を
占
め
る
、
③
委
員
選
任
委
員

会
に
よ
っ
て
特
別
委
員
会
に
選
任
さ
れ
た
各
党
の
議
員
数
が
金
院
に
お
け

る
党
派
勢
力
比
を
反
映
す
る
、
と
い
っ
た
原
則
に
基
づ
き
、
委
員
選
任
委

(
お
)

員
会
は
省
庁
別
委
員
会
の
委
員
を
選
任
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

な
委
員
選
任
を
め
ぐ
る
運
営
は
少
数
野
党
の
反
発
を
し
ば
し
ば
招
来
し
て

(
お
)

い
る
。
議
事
手
続
委
員
会
も
、
委
員
選
任
委
員
会
が
院
内
幹
事
の
指
名
案

を
承
認
す
る
だ
け
の
存
在
(
『
与
F
R
広
告
弓
)
に
な
る
と
す
れ
ば
、
極
め

(
幻
)

て
遺
憾
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
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イギリス庶民院における調査委員会制度 (3・完)

註(
泊
)
例
え
ば
、
当
時
の
委
員
選
任
委
員
会
委
員
長
で
あ
る
フ
オ
ツ
ク

ス

(ω
戸『去回『ロロ日目吋
O
同
)
の
「
ど
の
議
員
を
任
命
す
る
か
を
決
定
す

る
の
は
各
政
党
で
あ
る
」
と
の
発
言
参
照
(
巳
印

z
n
u与

円。一
ωω
∞
[Hω
』

hwロ
-Hω
∞∞])。

(
出
)
印
・
口
開
印
冨
コ
z
h
w
周回目〉
N

呂田・ゎ
ozm
ゴ斗口、コ
O
Z
〉「〉
Z

ロ〉口三一
Z

一回、『同〉」「一〈何

戸
、
言

Nmw
品(め門『巾円山

Hmv
∞む)・

(
お
)
国
内
-Hmw
目
(Hmv
∞
mw'mw
〔
)
)
・
袋
、
さ
ロ
D丹市同
ω
唱
え
司
mwE-H
叶。

(
部
)
こ
の
よ
う
な
場
合
、
選
任
は
本
会
議
に
お
い
て
決
す
る
こ
と
に

な
る

o
e同
-h-m-
印
{
)
同
わ
り
巾
U
g
u
E
吋
ふ
品
目
山
(
匂

O
R
H
m
w
∞
ω)
一

印()国

-n・0
巾U
'
n
o
z
-
-
H
H
l
H
H
ω
寸
(
同
品

O
R
H
m
w
∞
ω)'
ま
た
、
二

大
政
党
は
自
党
の
委
員
ポ
ス
ト
の
一
部
を
少
数
野
党
に
分
け
与
え

て
い
る
(
の
宮
司
コ
国
除
問
戸
開
唱
え
仏
同
∞
l品
Hmw)
。

(
幻
)
出
(
V
山
ψ

日

(HU
∞匂
t
u
o
y
師
"
も
さ
ロ
C
Z
H
U
-
白押

Umw「白

H
4
∞・

(
b
)
委
員
選
任
の
遅
延
と
委
員
の
不
選
任

省
庁
別
委
員
会
委
員
の
選
任
の
時
期
に
関
し
て
、
新
議
会
の
召
集
後
、

(
お
)

委
員
の
選
任
が
遅
延
す
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
「
本
質
的

(
初
)

に
政
党
政
治
上
の
問
題
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
①
大
臣
ポ
ス
ト
の
充
足
、(

鈎
)

②
議
会
労
働
党
(
司
R
E
g
g
s
ミ
F
U
D
E
『
E
ユ
可
)
の
議
会
委
員
会

(
Eユ
E
g
g
s
ミ
(
υ
D
E
M
E
Z巾
)
委
員
の
確
定
を
待
っ
て
、
残
り
の
平
議

員
か
ら
省
庁
別
委
員
会
委
員
が
選
任
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

九
八
三
一
年
議
会
期
の
場
合
、
委
員
ポ
ス
ト
の
配
分
に
対
す
る
少
数
野
党
の

(
訂
)

不
満
噴
出
が
遅
延
の
理
由
に
加
わ
る
。
委
員
選
任
の
遅
延
に
対
し
て
は
、

そ
の
間
に
政
府
省
庁
の
監
視
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
を
理
由
と
す
る
批
判
が

あ
る
。
議
事
手
続
委
員
会
は
、
大
臣
ポ
ス
ト
等
の
「
フ
ロ
ン
ト
ベ
ン
チ

(
『

g
E
Z
R
E
)
」
ポ
ス
ト
の
充
足
を
待
つ
必
要
性
を
認
め
な
が
ら
も
、
影

の
政
務
次
官
(
∞

Z
号
君
主
E
2
B
5
5
Z『
)
の
決
定
ま
で
委
員
選
任
を
待

(
日
記
)

つ
必
要
は
な
い
と
勧
告
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
新
議
会
召
集
後
に
委
員
が
選
任
さ
れ
ず
に
、
当
該
省
庁
別
委

員
会
が
事
実
上
設
置
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
例
が
あ
る
。
一
九
八
七
年

議
会
期
に
お
け
る
ス
コ

y

ト
ラ
ン
ド
委
員
会
で
あ
る
。
理
由
は
、
総
選
挙

の
結
果
、
与
党
で
あ
る
保
守
党
が
ス
コ
ソ
ト
ラ
ン
ド
の
選
挙
区
に
お
い
て

二
一
議
席
の
う
ち
十
議
席
し
か
獲
得
で
き
ず
、
さ
ら
に
、
そ
の
う
ち
五
名

が
大
臣
に
就
任
し
た
の
で
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
委
員
会
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

(
お
)

ド
地
方
各
選
挙
区
選
出
議
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
い
う
習
律
に
照
ら
し
て
、

保
守
党
が
委
員
の
過
半
数
を
制
し
得
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
ら

(
H
A
)
 

で
あ
る
。
召
集
後
、
保
守
党
と
労
働
党
と
の
間
で
解
決
が
図
ら
れ
た
が
合

意
に
は
至
ら
ず
、
同
委
員
会
委
員
は
選
任
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ

き
、
議
事
手
続
委
員
会
は
、
①
委
員
を
選
任
し
な
い
こ
と
は
議
院
規
則
に

照
ら
し
遺
憾
で
あ
る
こ
と
、
②
監
視
さ
れ
な
い
省
庁
が
生
じ
、
省
庁
別
委

北法45(1-2・159)159
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員
会
の
欠
陥
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
、
院
内
総
務
に
解
決
策
を
探
求
し
続

(
お
)

け
る
よ
う
勧
告
し
た
。

陸(
お
)
一
九
八
三
年
議
会
期
に
お
い
て
は
、
召
集
が
六
月
一
五
日
、
委

員
任
命
が
同
年
一
二
月
一
四
目
だ
っ
た
。
八
七
年
議
会
期
に
お
い

て
は
、
召
集
が
六
月
一
七
日
、
委
員
任
命
は
同
年
一
一
月
二
四
日
(
大

蔵
公
務
員
)
と
一
一
一
月
二
日
(
そ
の
他
)
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
。

九
二
年
議
会
期
に
お
い
て
は
、
召
集
が
四
月
二
七
日
、
委
員
任
命

が
七
月
一
三
目
だ
っ
た
。
M
U
m
-
H
O
品
回
わ
り
号
円
。
戸
田
-
N
N叩
iNN。

(
ぎ
コ
口
市
ロ
〉
ロ
印
垣
内
フ
N
C
0
2
・
凶
器
ω
)
w
戸〔
U
H
C
ム

(5∞
ω
l
句
。
)
・

臼
£
』

V
R
H
ロ
O
丹
市
阿
ω
・
回
目
い
匂
町
民
国
ω
。
。
一
N
H
H
E
n
-
口
市
σ・
円
。
-
∞
H
H
ω
l
匂
品
印

(
]
戸
臼
』

E
F
H
U
ψ
ω
)
・

(却
)
h
k
-
白
押
古
田

E-ω

。H

(
初
)
労
働
党
が
反
対
党
で
あ
る
場
合
、
議
会
委
員
会
は
「
影
の
内
閣
」

を
構
成
す
る
。

h
足

E
ユE
B
S
S
ミ
E
E
巴
『
同
u
R
ミ
ヨ
E
E口問

。
「
内
田

2
・
2
0
司
'

(
幻
)
の
同
司
2
4
z
h仲
間

4
5
・m

w

円
H

品∞・

(
M
M
)

巴・。・

5
h【
(
早
∞
ω
ー
さ
)
噂
伺
認
可
S
E
Z
E
唱
え
宮
E
ω
。
N

(お
)
h
k

・
h

R

h

M
釦

E
-
N
2
)
・
。
・
0
『
巾
喧
『
M
J
~
室
内
三
円
リ
ミ
ミ
ぎ
た
た
な
喜
色
町
白
町
時

t

F
S
R
F
H
U
E
S
3・
5
と
o
Z
F
F
h
w
u

。F2
何
回
(
巾
含
ケ
ロ
開
(
U
5
2
2口

内

D
之
内
コ
叶
口
、
H
A
D
Z
H
品
戸
町
民
H
m
N
(
N
且
巾
【
凶
]
{
ゆ
∞
ゆ
)
一
の
宮
司
司
コ
，
Z
除
問
ベ

F
F

と
古
切
な
お
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
大
委
員
会
(
P
2
5
E
C
E
E
m

no呂田口円円

Ra
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
関
連
一
般
法
律
案
、
ス
コ
ッ
ト
ラ

ω
-
E
A
 

ン
ド
関
連
歳
出
予
算
見
積
書
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
関
連
事
項
を
審
十

査
す
る
常
設
委
員
会
[
出
・
ゎ
・
∞
・
0
・
2
0
B
2
2
)
}
)

の
委
員
に
つ
い
て
は
、
日d

せ

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
地
方
各
選
挙
区
選
出
議
員
全
員
が
委
員
と
な
る
ほ

旨
が
議
院
規
則
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
(
z
h
-
m
O
2
0
・
E
Q
)
)
0
1

(
悦
)
こ
の
間
題
に
関
し
、
庶
民
院
に
お
い
て
二
回
の
討
議
が
開
催
さ

れ
た
。
そ
の
問
、
野
党
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
選
出
議
員
が
委
員
に
就

任
す
る
こ
と
を
認
め
る
妥
協
案
を
出
し
た
が
、
保
守
党
は
受
け
入

れ
な
か
っ
た
。
H
N
印
回
-
n
・
0
与

g
z
-
ω
m
w吋
1

品
N
ω
(同
ω
』

E
H
U
∞
∞
)
一

H
品
仏
国
・
ゎ
・
り
え
y

円
O
Z
ω
ω
小

l
ω
m
w
品
(
N
O
U
m
n
'
H
m
w
∞
∞
)

(お
)
z
h戸市
wl】
(
同
ゆ
∞

ω
lむ
〔
)
)
噌
旬
ミ

w
g
ロ
o
g
H
ω
、
山
仲
間
}
m
w
「
伊

-
N
4
H
'
こ
の

結
果
、
寸
設
置
を
簡
単
に
す
る
た
め
に
」
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
委
員
会

の
定
員
が
一
三
名
か
ら
一
一
名
に
引
き
下
げ
ら
れ
、
九
二
年
議
会

に
お
い
て
は
、
再
び
委
員
が
選
任
さ
れ
て
い
る

o
v
h
n
B
E
p

h--可司、白ロ
crリ
匂
-
白
円
ω
]
F
N
l
U
H
ω
・

委
員
長
の
選
任

省
庁
別
委
員
長
の
候
補
者
は
委
員
任
命
後
の
初
会
議
前
に
決
定
し
て
い

る
の
が
通
常
で
あ
る
。
委
員
長
ポ
ス
ト
の
配
分
は
二
大
政
党
の
院
内
幹
事

(
お
)

の
交
渉
事
項
で
あ
る
。
設
置
当
初
、
委
員
長
ポ
ス
ト
は
保
守
党
と
労
働
党

と
の
簡
で
等
分
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
八
三
年
議
会
期
以
降
、
保
守
党



イギリス庶民院における調査委員会制度(3・完)

が
議
席
数
を
伸
ば
し
た
の
で
、
保
守
党
の
方
が
多
く
の
委
員
長
ポ
ス
ト
を

(
幻
)

占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
配
分
に
つ
い
て
は
、
①
与
党
が
重
要
な
委
員
会

(
持
)

の
委
員
長
職
を
占
め
る
、
②
委
員
長
職
に
つ
い
て
政
党
の
「
好
み
」
が
あ

(ぬ
)

(

M

W

)

る
、
と
い
っ
た
傾
向
を
指
摘
で
き
る
。
委
員
長
候
補
は
、
委
員
長
ポ
ス
ト

が
割
り
当
て
ら
れ
た
政
党
の
院
内
幹
事
が
指
名
す
る
。
通
常
、
当
該
政
党

所
属
議
員
の
う
ち
議
員
歴
が
最
も
長
い
議
員
が
指
名
さ
れ
る
。
例
外
的
に
、

委
員
聞
で
委
員
長
と
目
さ
れ
る
者
と
院
内
幹
事
が
指
名
し
た
候
補
者
と
の

問
で
魁
麟
を
来
す
場
合
、
両
者
が
同
一
政
党
に
所
属
し
て
い
て
も
、
委
員

(
制
)

会
採
決
に
よ
っ
て
委
員
長
を
決
す
る
こ
と
が
あ
る
。

註(
却
)
の
悶
-3-↓z
h
F

悶
ロ
?
旧
民
品
N
H

(
初
出
)
八
七
年
議
会
期
に
お
い
て
は
、
一
四
委
員
会
の
う
ち
九
ポ
ス
ト

を
保
守
党
が
占
め
て
い
た
。
し
か
し
、
九
二
年
議
会
期
に
お
い
て
は
、

労
働
党
の
議
席
数
増
加
に
よ
っ
て
、
保
守
党
は
委
員
長
占
有
率
を

下
げ
、
一
六
委
員
会
の
う
ち
、
十
ポ
ス
ト
を
占
め
て
い
る
。

(
犯
)
具
体
的
に
は
、
八
三
年
、
八
七
年
、
九
一
一
年
議
会
期
を
通
じ
て
、

保
守
党
は
、
農
業
、
国
防
、
外
務
、
内
務
、
大
蔵
公
務
員
と
い
っ

た
省
庁
別
委
員
会
委
員
長
ポ
ス
ト
を
確
保
し
て
い
る
。

(
却
)
例
え
ば
、
保
守
党
は
農
業
委
員
会
、
労
働
党
は
社
会
保
障
(
旧

社
会
福
祉
)
委
員
会
と
い
っ
た
よ
う
に
。

(ω)
の
ヨ
ヨ
q
z
除

問
J
『

F
F
町
民
品
N
H
l
品
N
N

・

(
引
)
例
え
ば
、
一
九
七
九
年
の
社
会
福
祉
委
員
会
の
委
員
長
の
事
例
。

E

同
記
ぜ
己
耐
匡
印
}
Y

叫
4
E
H

ぬめ門司
S
』
め
ぬ
き
札
円

g
向
。
吉
署
H

H

町
内
向
唱
百
の
'UZ毛
田
〈

(内己)・
J

「
Z

開
Z
Eそ印何「開門↓

(UC5=↓↓目的
N
U
少
白
門

N
品
回

(
N
己巾己・

]

戸

市

w
∞
ゆ
)

三

委

員

の

交

替

議
院
規
則
は
委
員
の
任
期
を
議
会
期
終
了
ま
で
と
定
め
る
が
、
議
会
期

中
の
委
員
交
替
は
当
然
生
じ
得
る
。
委
員
交
替
の
大
き
な
理
由
は
、
委
員

が
大
臣
な
ど
の
フ
ロ
ン
ト
ベ
ン
チ
へ
昇
格
す
る
こ
と
で
あ
る
。
委
員
交
替

率
は
、
一
九
七
九
|
八
三
年
議
会
期
の
平
均
値
で
四
三
・
八
%
で
あ
る
。

(
必
)

な
お
、
交
替
率
は
委
員
会
に
よ
っ
て
か
な
り
差
が
あ
る
。
会
期
毎
の
平
均

(
必
)

交
替
率
は
一
一
%
で
あ
り
、
こ
の
傾
向
は
後
続
会
期
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

註(
M
M
)

固
め
呂
【
(
呂
∞
匂

1
8
)
-
S可
否
ロ
O
丹
市

5
・
弘
吉
「
白
叶
ω
・
最
大
値

は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
委
員
会
の
七
七
%
で
あ
り
、
最
小
値
は
教
育

委
員
会
の
一
一
%
で
あ
る
o

め
E
白
EF--DS間的↓・月開
B
E
E
-何

回
C
口
出
向
山

D
司

わ

o
z
z
c
z
目↓
Z

何
∞
開
【
h
n
4
n
c
冨豆弓叶何回判的吋問、叶何
?

?

M

W

門

叶白
σ
一巾・∞]{(〕(白門戸斗
C

)

(

]

戸

市

W

匂
ω)

(
日
)
例
え
ば
、
一
九
八
五
|
八
六
年
会
期
の
平
均
交
替
率
は
一
八
%
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で
あ
る
。
一
九
七
九

l
八

O
年
会
期
か
ら
一
九
八
五
|
八
六
年
会

期
ま
で
の
交
替
率
の
詳
細
に
つ
き
、
的
町
内
∞
。
固
め
り
巾
σ'

円
。
一
忠
告

1
2仏
(
者
コ
ロ

g
E
2
2
-
5
2ロ
山
混
合
)
・

第

款

調
査
活
動

活
発
な
調
査
活
動

統
計
上
、
省
庁
別
委
員
会
に
よ
る
調
査
活
動
は
活
発
に
遂
行
さ
れ
て
い

る
。
第
一
に
、
会
議
開
催
数
が
制
度
発
足
以
前
と
比
較
し
て
倍
に
増
加
し

(
必
)

た
。
第
二
に
、
委
員
出
席
率
も
従
来
が
平
均
六
五
%
程
度
だ
っ
た
の
に
対

(
江
川
)

し
て
、
制
度
発
足
後
は
平
均
七
五
%
程
度
に
増
加
し
た
。
第
一
一
一
に
、
議
院

(
必
)

に
報
告
さ
れ
る
報
告
書
数
が
激
増
し
た
。
第
四
に
、
委
員
の
出
張
も
活
発

(
灯
)

に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
は
、
政
府
活
動
の
特
定

分
野
に
つ
い
て
専
門
的
知
識
を
有
す
る
平
議
員
の
欲
求
に
省
庁
別
委
員
会

(
必
)

が
応
え
て
い
る
こ
と
を
一
示
す
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

設(
M
H
)

従
来
の
平
均
が
一
一
回
(
一
九
六
九
|
七

O
年
会
期
)
、
一
四
回

(
一
九
七
二
|
七
三
年
会
期
)
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
一
九
八
一

l

八
二
年
会
期
に
お
い
て
は
平
均
三
一
回
に
増
加
し
て
い
る
(
固
め
忠

[同∞∞
N
l
∞
ω]
・
?
『
印
門
河
町
}
)
O

「同町『
C
E
S
巾
F
3
3
0ロ
わ
G
E
E
-
円宮市唱

古
川
凶

E-印
)
。

(
江
町

)
3
ε
~
∞
ω
国
わ
り
与

-g-印。∞
ω
め
∞
品
(
者
コ
口
市
ロ
〉
口
出
耳

2
・

5

』白戸同市山∞。)・

(
判
)
一
九
九

O
年
七
月
ま
で
に
五
九
一
の
報
告
書
と
一
一
一
一
一
一
の
特
別

報
告
書
が
公
表
さ
れ
て
い
る

E
h・
5
-
[呂
∞
句
。

()]agvs

口。円巾

Hω
・
白
円
℃
即
『
即
日
匂
(
)
)
。

(
U
)

一
九
八
八
|
八
九
年
会
期
の
出
張
旅
費
は
三
四
万
六
五
二
七
ポ

ン
ド
で
あ
り
、
省
庁
別
委
員
会
の
全
経
費
の
約
一
割
を
占
め
る
(
芯
・

同
門
司

mwE一
也
、
吋
)
。

(崎
)

Z
』

C
E
S
S
-

。
号
制
ミ
苦
言

E

F
目
時
三
む
苦
苦
H
S
S・

5

日

ν
・
の
河
『
町
民
、
炉
開
口
間
保
乞
河
戸
開
(
巾
且
M

・7
叶民開

h
o
z
z
o
z山
口
之
口
開
問
的
円
河
口
↓
ヨ
『

同
町
、
ア
白
門
同
斗
(
)
(
H
m
v

∞∞)・

調
査
活
動
の
内
容

(a)
調
査
の
種
類
省
庁
別
委
員
会
は
、
「
主
要
政
府
省
庁
の
歳
出
、

行
政
及
ぴ
政
策
」
(
同
わ
-m・o
-
Z
0
・
50(同
)
)
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
調
査

事
項
を
任
意
に
選
択
で
き
る
。
唯
一
の
制
約
は
連
絡
委
員
会
に
お
い
て
調

(ω) 

査
事
項
の
重
複
を
避
け
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
調
査
活
動

は
広
汎
に
わ
た
る
。

連
絡
委
員
会
へ
の
教
育
科
学
芸
術
委
員
会
委
員
長
か
ら
の
報
告
に
拠
る

と
、
調
査
活
動
の
結
果
で
あ
る
委
員
会
報
告
書
の
種
類
は
次
の
よ
う
に
分
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(
印
)

類
で
き
る
。

①
「
四
、
五
年
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
期
間
〔
政
策
を
〕
検
討
し
て
い
る

政
府
に
影
響
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
主
要
な
」
調
査
、

②
「
特
定
の
会
計
年
度
内
の
政
府
政
策
及
び
歳
出
の
決
定
に
影
響
を
及

ぼ
そ
う
と
す
る
、
比
較
的
迅
速
に
〔
報
告
書
が
〕
提
出
さ
れ
る
比
較

的
小
規
模
の
」
調
査
、

③
寸
状
況
に
即
座
に
影
響
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
極
め
て
迅
速
な
」
調
査
、

④
「
政
府
の
応
答
を
要
求
す
る
た
め
で
は
な
く
、
あ
る
事
件
の
渦
中
の

者
に
公
開
の
場
に
お
い
て
証
言
を
求
め
、
適
切
な
短
い
報
告
書
を
発

行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
定
の
状
況
に
お
い
て
、
〔
後
の
何
ら
か

の
対
応
の
〕
き
っ
か
け
と
な
る
効
果
が
あ
る
と
考
え
て
行
う
」
調
査
。

(
日
)

さ
ら
に
、
⑤
特
に
歳
出
を
対
象
と
し
て
行
う
調
査
を
加
え
得
る
。

註(
叫
)
問
。
∞
・

5
z
b
〉・
4
弓
∞

5
5・ゎ
0
5
2
2
0
2
Eロ
〉

2
5

↓開〉叶【〈開戸〉喧
N
O
∞(同{)同町巾門日・
H
m
w

∞印)・

(
印
)
出
-mu
・ψ
N

(
呂
∞
N
l
∞
ω)
・
留
守
田
口
oghpkpe
白片岡】匂品、吋
l
品川山

(
日
)
の
国
司

Z
z
h昨

F
5・
巳
品
N
A
F

・
な
お
、
ド
リ
ュ

1
リ
ィ
は
、
①
②

③
の
他
、
④
議
院
へ
の
情
報
提
供
の
た
め
の
調
査
と
い
う
分
類
を

す
る
(
0
5
者
「
》
〉
室
、
百
口
C
常

ωω
・
白
門
同
印
∞
)
。

(
b
)
主
な
調
査
報
告
書

主
要
な
調
査
報
告
書
を
委
員
会
毎
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る

(
臼
)

(
一
九
九
一
|
九
二
年
会
期
ま
で
)
。

①
農
業
委
員
会

酪
農
品
の
生
産
規
定
数
量
、
土
地
利
用
と
山
林
管
理
、
輸
送
中
の
動
物
、

一
九
九

0
年
代
の
食
糧
市
場
、
飲
食
料
品
に
お
け
る
貿
易
不
均
衡
。

②
国
防
委
員
会

ウ
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
問
題
、
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
紛
争
、
南
太
平
洋
、
ベ
ル

シ
ャ
湾
の
航
行
、
戦
略
防
衛
構
想
(
∞
可
呉
市

m
R
P
Pロ
S
H
E
E
Z〈
巾
)
と

イ
ギ
リ
ス
と
の
関
係
、
ト
ラ
イ
デ
ン
ト
計
画
の
進
展
。

③
教
育
科
学
芸
術
委
員
会

高
等
教
育
に
対
す
る
補
助
金
、
中
等
学
校
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
芸

術
基
金
、
初
等
教
育
、
奨
学
金
、
監
獄
内
教
育
、
特
殊
教
育
の
必
要
性
、

一
九
九

0
年
代
の
教
師
の
供
給
、
初
等
学
校
に
お
け
る
読
解
力
の
基
準
。

④
一
雇
用
委
員
会

政
府
通
信
本
部
(
の

2
qロ
呂
町
三

P
B
E
E
-
S
E
E
P
E宮
巳
巾
吋
印
)

職
員
の
団
結
権
を
禁
止
す
る
旨
の
一
九
八
四
年
一
月
の
政
府
決
定
を
受
け

た
緊
急
調
査
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
、
一
雇
用
の
実
際
。

⑤
エ
ネ
ル
ギ
ー
委
員
会

政
府
の
原
子
力
計
画
、
北
海
池
田
、
電
気
及
び
ガ
ス
料
金
、
石
炭
産
業
、
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エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
、
電
力
事
業
の
民
営
化
の
帰
結
。

⑥
環
境
委
員
会

地
方
参
事
会
住
宅
の
売
却
、
民
間
の
賃
貸
住
宅
、
酸
性
雨
、

年
野
性
生
物
及
ぴ
田
園
法
(
者

E
E
P
S
ι
(
U
0
5
5
a
E巾
〉

2

5∞同)、

放
射
能
汚
染
、
開
発
不
服
審
査
請
求
宣
言

E
Z
昌
司
E
Z
)
、
歴
史
的
建

築
物
、
河
川
の
汚
染
、
土
壌
汚
染
。

⑦
外
務
委
員
会

カ
ナ
ダ
憲
法
の
制
定
に
関
す
る
議
論
へ
の
反
応
と
し
て
行
っ
た
英
領
北

ア
メ
リ
カ
法
(
∞
『
笠
谷

Z
R
S
〉
自
巾
コ

g
〉
え
)
に
関
す
る
報
告
、
フ
ォ
ー

ク
ラ
ン
ド
紛
争
、
グ
レ
ナ
ダ
問
題
、
南
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
飢
銭
、
英
ソ

関
係
、
ユ
ネ
ス
コ
(
己
Z
目
。
。
)
、
湾
岸
戦
争
後
の
中
束
、
マ

l
ス
ト
リ
ヒ

ト
条
約
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
中
欧
・
東
欧
に
お
け
る
民
主
化
以
後
の
問
題
。

⑧
内
務
委
員
会

「
容
疑
者
」
法

2
5
.
-
2
)
と
人
種
間
不
平
等
と
の
関
係
、
人
種
間

不
平
等
の
問
題
、
警
察
問
題
、
国
民
代
表
法
布
告
「

Z
E
E
-
2
0同
F
O目

立
巾
〉
2
)
、
再
拘
留
(
『

g
g
Eロ
2
巳
白
身
)
、
刑
事
犠
牲
者
の
補
償
問
題
、

ロ
ン
ド
ン
警
視
庁
公
安
部

(ω
胃
己
主
∞

E
口
市
町
)
、
麻
薬
問
題
、
内
務
省
入

国
管
理
国
籍
部
、
人
種
問
紛
争
、
英
国
内
パ
ン
グ
ラ
デ
ィ
シ
ュ
人
の
問
題
、

公
訴
局

(po当口問
4
2
2全口問

P
ミ
5)、
フ

i
リ
ガ
ン
。

⑨
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
委
員
会

九
)¥ 

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
け
る
青
年
の
一
雇
用
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
け

る
地
方
道
路
交
通
、
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
公
社
(
回
コ
巴
谷
間
巾
巾

-
P弓
o
Z
2
0
口)

ガ

l
ト
コ
ッ
シ
ユ
製
鉄
所
の
閉
鎖
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
け
る
病
院
設

備
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ス
コ
ソ
ト
ラ
ン
ド
の
交
通
接
続
の
将
来
。

⑩
社
会
福
祉
委
員
会

死
産
数
と
新
生
児
の
死
亡
数
、
医
学
教
育
、
高
齢
者
問
題
、
介
護
に
お

け
る
子
ど
も
、
地
域
介
護
、
社
会
保
障
制
度
の
見
直
し
、
初
期
診
療

(
胃
百
印
『
可

F
Z
P
R
R巾
)
、
エ
イ
ズ
。

⑪
通
商
産
業
委
員
会

輸
出
入
問
題
、
コ
ン
コ
ル
ド
、
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
公
社
、
自
動
車
組
立
産

業
、
ロ

l
パ
l
B
2
R
)
グ
ル
ー
プ
、
ヨ

l
ロ
y

パ
自
由
貿
易
連
合

(
開
ヨ
，
と
と
の
貿
易
。

⑫
運
輸
委
員
会
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英
仏
海
峡
ト
ン
ネ
ル
の
開
通
を
め
ぐ
る
問
題
、
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
交

通
、
英
国
内
の
空
港
の
組
織
化
・
補
助
金
及
び
監
督
、
空
港
の
安
全
、
鉄

道
へ
の
助
成
、
公
共
都
市
交
通
。

⑬
大
蔵
公
務
員
委
員
会

歳
出
予
算
の
形
式
と
内
容
、
金
融
統
制
と
金
融
政
策
、
国
営
企
業
、
公

務
員
の
給
与
、
人
員
削
減
、
公
務
員
の
外
部
か
ら
の
任
用
、
職
務
の
一
般

的
な
実
効
性
と
能
率
性
、
国
際
金
融
に
関
す
る
諸
措
置
、
国
際
信
用
、
銀



行
の
監
督
と
∞
(
U
Q
(宮
島
え

P
E芹
白

E
n
c呂
田
町
『
円
エ
ロ

E
B
E
E
S
-
)
。

⑪
ヴ
ェ
ー
ル
ズ
委
員
会

ヴ
ェ
ー
ル
ズ
に
お
け
る
一
雇
用
機
会
、
ウ
ェ

1
ル
ズ
に
お
け
る
放
送
、
ヴ

ェ
ー
ル
ズ
に
お
け
る
水
道
、
ウ
ェ

1
ル
ズ
に
お
け
る
公
共
交
通
、
沿
岸
部

の
水
質
汚
濁
、
ゥ
ェ

l
ル
ズ
に
お
け
る
観
光
事
業
、
ウ
エ
|
ル
ズ
に
お
け

る
高
齢
者
の
地
域
介
護
。

イギリス庶民院における調査委員会制度(3・完)

註(
臼
)
一
九
八
六
|
八
七
年
会
期
ま
で
は
、
の
言
明
日

h
v
F
F
ぇ

h
F
N

十
芯
∞
に
拠
る
。
そ
れ
以
降
に
つ
い
て
は
、
国
・
7
白・
ω
0
0
2
4

巾『口問岡市=仲間》ロ

Z
F
g
z
o
g
〉ロロ

E-(リ
白
押
印

-az巾
に
よ
っ
て
補
充
し
た
。

な
お
、
比
較
的
新
し
い
委
員
会
で
あ
る
①
教
育
、
②
文
化
遺
産
、

③
保
健
、
④
社
会
保
障
の
各
委
員
会
に
つ
い
て
は
割
愛
し
た
。

(

C

)

調
査
事
項
の
選
択
に
お
け
る
問
題

省
庁
別
委
員
会
の
調
査
事
項
の
決
定
は
選
択
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

①
委
員
会
に
よ
る
調
査
活
動
が
「
印
象
主
義

(E司
Z
Z
5己
∞
号
)
」
的
で

(
日
)

あ
る
こ
と
、
②
委
員
会
は
自
ら
認
識
し
た
事
件
に
反
応
す
る
に
過
ぎ
な
い

(M) 

こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
理
由
と
し
て
、
①
省
庁
の
活
動
が
大
規
模
で
あ
る

こ
と
、
②
議
員
は
委
員
会
の
活
動
以
外
の
仕
事
も
こ
な
す
必
要
が
あ
る
こ

つ
日
)

と
、
③
委
員
会
の
補
佐
機
構
や
予
算
に
限
界
が
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
調
査
事
項
決
定
の
選
択
的
性
格
を
否
定
的
に
評
価
す
べ
き

で
あ
る
と
は
即
断
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

(a)
で
述
べ
た
①
か
ら
④
の
調
査
に
お
け
る
調
査

事
項
の
選
択
に
つ
き
、
次
の
問
題
が
あ
る
。
第
一
に
、
会
会
一
致
で
調
査

結
果
を
承
認
で
き
る
よ
う
な
報
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
調

(
日
)

査
事
項
を
選
択
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
特
に
政
府
政
策
を
批

判
す
る
報
告
書
を
作
成
す
る
場
合
、
政
府
に
対
す
る
イ
ン
パ
ク
ト
を
確
保

す
る
た
め
に
は
全
会
一
致
の
報
告
書
が
必
要
で
あ
る
一
方
、
与
党
議
員
に

と
っ
て
、
政
府
政
策
を
批
判
す
る
報
告
書
に
賛
成
す
る
こ
と
は
所
属
政
党

の
方
針
へ
の
反
対
を
意
味
す
る
と
い
う
矛
盾
か
ら
生
ず
る
。
し
か
も
実
際
、

よ
り
対
立
的
な
問
題
(
重
要
な
政
治
問
題
が
多
い
)
に
つ
い
て
は
、
報
告

書
が
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
な
い
場
合
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
報
告
書

の
政
府
に
対
す
る
イ
ン
パ
ク
ト
を
確
保
す
る
た
め
に
全
会
一
致
に
よ
る
報

告
書
作
成
を
目
指
す
あ
ま
り
、
周
辺
的
な
事
項
に
対
す
る
調
査
が
行
わ
れ

(
幻
)

が
ち
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
省
庁
別
委
員
会
が
政
治
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政
府
と
国
民
に
対
す
る
省
庁
別

(
開
)

委
員
会
の
影
響
を
弱
め
る
結
果
と
な
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。

の
脇
役
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
逆
に
、

財
政
面
に
関
す
る
調
査
が
さ
ほ
と
行
わ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

(
印
)

財
政
的
調
査
に
対
す
る
関
心
は
委
員
会
に
よ
っ
て
か
な
り
異
な
る
。
財
政

第
二
に
、
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的
調
査
が
低
調
な
理
由
と
し
て
、
①
会
計
年
度
の
サ
イ
ク
ル
と
議
会
日
程

が
合
わ
な
い
と
い
う
技
術
的
理
由
、
②
財
政
の
内
容
が
技
術
的
性
格
を
有

(ω) 

す
る
こ
と
を
委
員
が
嫌
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
議
事
手
続
委
員
会
は
、

将
来
の
運
用
に
お
い
て
は
省
庁
別
委
員
会
が
恒
常
的
な
財
政
に
関
す
る
監

(
引
)

視
を
行
う
べ
き
こ
と
を
勧
告
し
て
い
る
。

註(

日

)

』

C
Z
M
O
ロ
-
皇
、
白
ロ
D
丹
市
品
∞
-
包
広

ω・

(
出
)
り
な
者
同
・
}
「
富
市
w
d

口
。
同
町

ωω
・
hw
円
回
目
。
・

(

日

)

目

νω
戸
ヂ
ロ
C
垣
間
》
〉
河
口
〉
冨
何
三
者
2
5
N
N
H
1
N
N
N岨

N
2
1
N
N

∞
(
包

巾
門
日

'

H

ゆ
∞
匂
)

(
閃
)
例
え
ば
、
一
九
八
三
年
以
降
の
環
境
委
員
会
。

(
町
)
の
宮
司
ヨ
言
除
河
ベ
「
?
白
片
品
N
印

l

品
N
。・

(
回
)
」
迂
・
白
片
品
N
A凶

(
印
)
例
え
ば
、
所
管
の
関
係
上
、
大
蔵
公
務
員
委
員
会
は
政
府
の
財

政
に
対
す
る
調
査
に
積
極
的
で
あ
る
。
平
均
値
は
、
一
議
会
期
に

各
委
員
会
一
報
告
書
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(ω)』

o
g
g
p
gミ
白
ロ
O
R
品
∞
-
三
回
吋
匂
-

(
引
)
出
・
(
V
E
-
-
(
H
m
w

∞mv
l
m
w
(
)
)

・室、

s
g
Z
5・田仲間)即日
N

。

第
四
節

省
庁
別
委
員
会
制
度
の
評
価

第

款

省
庁
別
委
員
会
の
有
効
性
評
価
の
基
準

省
庁
別
委
員
会
を
評
価
す
る
場
合
、
①
各
委
員
会
が
独
自
の
運
用
方
法

を
採
用
し
、
発
展
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
②
各
委
員
会
の
扱
う
省
庁
や
政
策

{

的

出

)

{

白

川

)

分
野
の
相
違
、
③
人
的
構
成
の
多
様
性
が
、
制
度
評
価
を
困
難
に
す
る
原

(
似
)

因
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
制
度
目
的
に
照
ら
し
て
、
運
用
の
共
通
項

と
そ
の
問
題
点
を
抽
出
し
て
評
価
す
る
試
み
の
必
要
性
は
否
定
で
き
な
い
。

本
稿
で
は
さ
し
あ
た
り
、
そ
の
た
め
の
評
価
基
準
を
、
制
度
運
用
の
当
事

者
で
あ
る
庶
民
院
が
提
示
し
た
評
価
基
準
に
求
め
て
叙
述
を
進
め
る
こ
と

に
す
る
。
一
九
九

O
年
、
議
事
手
続
委
員
会
は
『
特
別
委
員
会
制
度
の
運

(
侃
)

用
』
と
題
す
る
第
二
次
報
告
書
を
庶
民
院
に
提
出
し
た
。
同
報
告
書
は
、

特
別
委
員
会
の
有
効
性
を
評
価
す
る
に
あ
た
り
、
次
の
よ
う
な
評
価
基
準

(
白
山
)

を
設
定
し
て
い
る
。

①
〔
庶
民
院
に
対
す
る
〕
大
臣
及
ぴ
公
務
員
の
責
任

(
R
g
E
S
E
-
q
)

〔
の
確
保
〕

②
情
報
の
公
開

③
庶
民
院
及
び
国
民
に
対
す
る
イ
ン
パ
ク
ト

④
政
府
活
動
に
対
す
る
影
響
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以
下
で
は
こ
の
評
価
基
準
に
即
し
て
、
省
庁
別
委
員
会
制
度
の
評
価
に

関
す
る
議
論
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

イギリス庶民院における調査委員会制度(3・完)

註(
臼
)
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
証
人
の
職
種
、
専
門
助
言
者
が
委
員

会
に
お
い
て
果
た
す
役
割
に
遠
い
を
も
た
ら
す
。
』
O

吉
田
ロ
ロ

-gミロ

ロ
o-fm
品∞
.
m
w円

H
J可

N
.

(
臼
)
具
体
的
に
言
え
ば
、
委
員
の
構
成
や
委
員
長
に
誰
が
就
く
か
と

い
う
こ
と
に
よ
り
、
委
員
会
の
運
用
は
変
わ
り
得
る
。
例
え
ば
、

教
育
科
学
芸
術
委
員
会
に
つ
き
、
委
員
長
の
交
代
に
よ
っ
て
、
調

査
事
項
の
選
択
の
傾
向
が
大
き
く
変
化
し
た
と
い
う
事
例
が
あ
る
。

(臼

)
U
2
5・
予
話
可
白
ロ
O
Z
ω
ω

・
三
回
目
印
句
町
内
三
師
。
。
・

0
5
5・可
-
E門事

円宮内向

ss・
-
口
弘
之
宮
(
旦
)
'
Z
Z
印刷
E
G
(
U
O
Z
Z
弓叶何何回

Y
巳
印
∞

(
N
己
巾
品
目
。
∞
m
w
)

・』

z
-
H
D
P
同せ白
S
B
h
H
S一h
h
と
色
町
内
2
s苦
H
H
F
6
2
S
H弘

、
喜
志
白
日
目
白
¥
。
:
=
と
町
内
還
さ
せ
ぬ

3
3宮内町民
t
p
z
-
v
D
E
Q
h門
司

C
5
5

A
H
H
印
(
同
市
山
∞
め
)

(
伍
)
固
め
-
H
m
V
H
(
]
戸市w
∞ω
j
m
W
C
)

・
∞
巾
円
。
ロ
且
河
内
川
百
C
Z
『『
O
B
F
命
的
巾
Z
2

n
c
B
E丹丹市内

S
F
R
E
R
P
叶
F
司
君
。
「
在
口
問
。
ご
z
g
Z
2
P
E
I

E
E
m
∞
3
z
s
同
報
告
書
は
議
事
手
続
委
員
会
に
よ
る
省
庁
別

委
員
会
に
対
す
る
初
の
包
括
的
調
査
で
あ
る

(R-
国
門
官

E
ム)。

(侃

)
E
-
え
宮
『
但
・
ω
N
叶
め
R
ミ
8
0
宮
内
定
p
h
pへ
畑
幸
町
H
H
2
E
a
-
。¥同窓

V
E
H
'
H
M
W
U
1
M
W
M
U
H
尚
之
内
。
謹
吾
"
と
町
内
旬
、
之
内
吉
川
町
と
て
ぬ
ミ
R
H

ミ
H
r
内】
MWMW
。

手。円白血

g
n
S
5
5・
2
F
ρ
戸
田
件
。

ω
(
E
S
)
'

第
二
款

庶
民
院
に
対
す
る
執
行
府
の
責
任
の
確
保

問
題
の
所
在

省
庁
別
委
員
会
の
第
一
の
目
的
は
執
行
府
(
大
臣
と
公
務
員
)
の
責
任

確
保
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
①
省
庁
別
委
員
会
が
政
府
監
視
調
査
を
任

務
と
す
る
委
員
会
で
あ
る
こ
と
、
②
省
庁
別
委
員
会
の
設
置
が
歳
出
予
算

委
員
会
(
何
回
巴
ヨ
え
2
の
O
B
S
X丹
市
巾
)
や
ク
ロ
ス
マ
ン
改
革
と
い
っ
た
一
連
の

(
門
町
)

特
別
委
員
会
改
革
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
こ
れ
ら
の
改
革
が
庶
民
院
の
執

(
四
回
)

行
府
統
制
機
能
の
強
化
を
眼
目
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
理
解
で
き
る
。

省
庁
別
委
員
会
に
よ
る
調
査
活
動
と
執
行
府
の
責
任
の
確
保
と
の
関
係

は
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
。
一
般
に
、
「
責
任
内
閣
制
(
河

3
3
5
5
r

(

ω

)

(

初
)

。
。
〈
巾
「
口
目

g
円
)
」
の
内
容
の
一
つ
と
し
て
、
「
説
明
責
任
(
巾
与
E
E
Z
ミ

『町田宮口

2
E
-
q
)
」
、
つ
ま
り
、
大
臣
が
議
院
に
対
し
て
政
策
を
説
明
し
、

(n) 

情
報
を
提
供
す
る
責
任
が
観
念
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
説
明
責
任
に
よ
っ
て
、

議
会
の
監
視
に
服
す
る
(
執
行
府
に
対
し
て
、
質
問
す
る
・
異
議
を
唱
え

る
・
綿
密
に
調
査
す
る
・
批
判
す
る
と
い
っ
た
機
会
を
議
会
が
持
つ
)
習

(η) 

律
上
の
義
務
が
政
府
に
課
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
省
庁
別
委
員
会
の
調
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査
に
お
い
て
、
庶
民
院
に
対
す
る
大
臣
や
公
務
員
の
責
任
確
保
と
い
う
問

題
は
、
省
庁
別
委
員
会
の
要
求
が
あ
っ
た
場
合
、
大
臣
や
公
務
員
が
①
委

員
会
に
出
頭
す
る
、
②
証
言
を
行
う
、
③
文
書
を
提
出
す
る
と
い
っ
た
習

律
上
の
義
務
を
ど
の
程
度
ま
で
負
う
か
と
い
う
問
題
と
し
て
具
体
的
に
現

れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
、
省
庁
別
委
員
会
が
有
す
る
権
限
と
の
関
係
に
お
い
て
三

つ
の
側
面
に
分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
大
臣
の
出
頭
と
証
言
を
め
ぐ

る
問
題
、
②
公
務
員
の
出
頭
と
証
言
を
め
ぐ
る
問
題
、
③
省
庁
か
ら
の
文

書
提
出
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。

第
一
に
、
大
臣
の
出
頭
と
証
言
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
大
臣
の
出
頭

に
つ
い
て
は
、
省
庁
別
委
員
会
が
有
す
る
召
喚
権
は
庶
民
院
議
員
に
及
ば

ず
、
議
院
の
み
が
当
該
議
員
に
対
し
て
委
員
会
へ
の
出
席
を
命
令
で
き
る

と
さ
れ
る
(
一
六
八
八
年
一
一
一
月
一
六
日
庶
民
院
長
)
か
ら
、
庶
民
院
議

(
九
)

員
で
あ
る
大
臣
に
は
委
員
会
の
召
喚
権
が
及
ば
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
委

員
会
は
参
考
人
招
致
が
で
き
る
に
過
ぎ
ず
、
大
臣
の
出
頭
と
証
言
に
係
る

問
題
は
大
臣
の
「
責
任
」
の
問
題
、
す
な
わ
ち
習
律
上
の
義
務
の
問
題
と

し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。

第
二
に
、
公
務
員
の
出
頭
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
の
召
喚
権
が
公
務
員

(
花
)

に
及
ぶ
と
さ
れ
る
一
方
で
、
大
臣
責
任
制
(
呂
E
2
3同一月
2
宮
ES--H
)々

と
の
関
係
で
委
員
会
の
召
喚
権
に
限
界
が
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
つ
ま

り
、
大
臣
責
任
制
の
内
容
と
し
て
伝
統
的
に
認
め
ら
れ
て
き
た
、
省
庁
の

政
策
と
行
政
活
動
に
関
す
る
責
任
を
大
臣
に
集
中
し
て
、
公
務
員
は
公
の

監
視
に
曝
さ
れ
な
い
、
つ
ま
り
説
明
責
任
を
負
わ
な
い
と
い
う
習
律
(
公

(
町
川
)

務
員
の
匿
名
性
)
と
召
喚
権
と
の
関
係
が
主
に
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
、

同
じ
問
題
は
公
務
員
の
証
言
の
範
囲
に
つ
い
て
も
生
ず
る
。

第
三
に
、
省
庁
か
ら
の
文
書
提
出
に
つ
い
て
、
庶
民
院
の
特
別
委
員
会

が
有
す
る
文
書
提
出
要
求
権
は
、
国
王
の
命
令
に
基
づ
く
文
書
提
出
と
い

(
け
)

う
形
式
を
必
要
と
す
る
文
書
提
出
に
は
及
ば
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
省
庁

別
委
員
会
に
よ
る
調
査
活
動
に
関
し
て
は
、
国
務
大
臣

(
ω
R
Z
Sミ
え

∞Z
Z
)
を
長
と
す
る
省
庁
か
ら
の
文
書
提
出
の
場
合
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

省
庁
別
委
員
会
の
調
査
対
象
と
な
る
省
庁
の
ほ
と
ん
ど
が
国
務
大
臣
を
長

(
沌
)

と
す
る
の
で
、
省
庁
か
ら
の
文
書
提
出
に
つ
き
、
通
常
、
省
庁
別
委
員
会

は
非
公
式
の
文
書
提
出
要
請
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
省
庁

か
ら
の
文
書
提
出
の
問
題
は
、
大
臣
の
出
頭
と
証
言
に
係
る
問
題
と
同
様

に
、
習
律
上
の
責
任
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。

な
お
、
我
が
固
に
お
け
る
委
員
会
の
調
査
を
め
ぐ
る
問
題
と
の
関
係
で
、

次
の
二
点
が
向
同
意
さ
れ
る
。
第
一
に
、
特
別
委
員
会
に
お
け
る
発
言
権
を

有
す
る
の
は
委
員
に
限
ら
れ
る
の
で
、
大
臣
と
公
務
員
と
も
に
「
証
人
」

と
し
て
の
資
格
で
の
み
委
員
会
で
発
言
で
き
る
。
さ
ら
に
、
我
が
固
と
異

な
り
、
委
員
会
に
お
け
る
取
扱
に
つ
き
、
正
式
の
召
喚
を
経
た
「
証
人
」
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イギリス庶民院における調査委員会制度(3・完)

(
乃
)

と
招
致
に
よ
る
「
参
考
人
」
と
は
同
じ
扱
い
を
受
け
る
。
第
二
に
、
大
臣

と
公
務
員
の
証
言
や
文
書
提
出
の
限
界
に
つ
き
、
守
秘
義
務
と
の
関
係
は

直
接
問
題
と
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
原
則
と
し
て
証
人
は
委
員
会
が
適

(
町
山
)

当
と
考
え
る
全
て
の
質
問
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
省
庁
別
委
員
会
の
設
置
の
際
、
「
機
密
情
報
も
含
め
て
、
可
能
な

限
り
多
く
の
情
報
を
委
員
会
に
提
供
す
る
」
旨
を
院
内
総
務
が
確
約
し
て

(
創
)

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
に
述
べ
る
証
言
と
文
書
提
出
の
限
界
を
め
ぐ

る
議
論
に
お
い
て
は
、
「
責
任
内
閣
制
L

の
理
解
か
ら
生
ず
る
憲
法
上
の

限
界
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

註(
訂
)
第
三
章
(
北
大
法
学
論
集
四
四
巻
六
号
[
一
九
九
四
年
]

八
一
真
以
下
)
参
照
。

(
回
)
「
執
行
府
の
統
制
」
と
「
執
行
府
の
責
任
追
及
な
い
し
確
保
」
と

の
関
連
は
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。
但
し
、
寸
統
制
」
と
「
責

任
」
の
具
体
的
内
容
は
と
も
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
(
次
註
参
照
)
、

両
者
の
関
係
の
解
明
は
容
易
で
な
い
。
さ
し
あ
た
り
、
本
稿
で
は
、

タ
ー
バ
ン
に
よ
る
以
下
の
指
摘
を
紹
介
す
る
に
止
め
る
。
執
行
府

の
統
制
と
執
行
府
の
責
任
追
及
と
は
別
個
に
区
別
さ
れ
る
機
能
で

あ
る
。
「
統
制
」
は
執
行
府
の
決
定
以
前
に
行
わ
れ
、
「
責
任
」
は

決
定
以
後
に
追
及
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
が
密
接 七

な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
完
全
な
「
責
任

内
閣
制
」
は
次
の
よ
う
な
理
念
型
と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

①
統
制
の
制
度
に
よ
っ
て
、
政
府
活
動
の
限
界
、
政
府
の
政
策
や

指
針
が
一
不
さ
れ
る
。
②
説
明
責
任
に
よ
っ
て
政
府
情
報
が
提
供
さ

れ
る
。
③
政
策
の
失
敗
な
い
し
権
限
の
濫
用
の
責
任
は
政
府
に
帰

さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
救
済
が
な
さ
れ
る
。
ま
た
、
執
行
府
統
制

制
度
は
執
行
府
の
責
任
追
及
も
同
時
に
制
度
目
的
と
す
る
場
合
が

多
い
の
で
あ
る
。
仇
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巾
門
戸
田
)
・
叶

Z開

n
z〉
Z
2
z口
。

D
Z凹
コ
叶
巴
寸

-oz
印
「
白
門

2
1
2
(
E
E
E∞ψ
)

後
者
の
第
一
版
の
翻
訳
が
あ
る
。
コ
ー

リ
ン
・
タ
ー
バ
ン
(
小
栗
実
訳
)
「
大
臣
責
任
制
神
話
か
、
現

実
か
?
|
(
上
)
」
鹿
児
島
大
学
社
会
科
学
雑
誌
二
一
号
(
一
九

八
九
年
)
二
三
頁
以
下
、
二
六
頁
。
な
お
、
孝
忠
延
夫
「
議
会
的

統
制
権
と
し
て
の
国
政
調
査
権
」
関
西
大
学
法
学
論
集
四
二
巻
コ
了

四
号
(
一
九
九
二
年
)
一

O
一
頁
以
下
参
照
。

(
的
)
「
責
任
内
閣
制
」
は
、
①
内
閣
の
連
帯
責
任
と
②
大
臣
個
人
の
責

任
(
大
臣
責
任
制
)
の
二
つ
の
側
面
か
ら
な
る
。
但
し
、
そ
れ
ら

の
「
責
任
」
の
内
容
は
極
め
て
多
義
的
で
あ
る
。
論
者
に
よ
っ
て
は
、

「
責
任
」
の
内
容
は
一
二
に
も
分
類
さ
れ
る
お
初

-
0
5
E
F
吋
芝

、
遺
遣
さ
邑
込
ミ
ヘ
£
喝
さ
さ
と
さ
丘
言
河
内
師
、
望
的
H
E
E
?
N
H
』

匂

DF-ω
叶

ω

[53])
。
な
お
責
任
内
閣
制
に
つ
き
、
前
註
に
挙
げ
た
タ

i
パ
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ト
円

(
c
h
H
-
N
l
円
)
回
目
V
川
明
石
寸

448. 
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24. at 185 
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イギリス庶民院における調査委員会制度 (3・完)

掌
理
す
る
省
庁
の
政
策
と
活
動
に
関
し
て
、
庶
民
院
に
対
す
る
説
明
責
任

を
大
臣
が
負
う
故
に
、
大
臣
が
委
員
会
に
出
頭
す
る
こ
と
は
当
然
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
委
員
会
設
置
の
際
、
院
内
総
務
は
政
府
を

代
表
し
て
、
「
省
庁
の
大
臣
が
委
員
会
に
出
頭
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
、

ま
た
は
、
彼
の
省
庁
に
つ
い
て
の
尋
問
に
答
弁
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
と

(
お
)

い
っ
た
虞
は
な
い
」
旨
を
確
約
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
大
臣
が
省
庁
別

委
員
会
に
出
頭
す
る
の
は
、
公
務
員
の
出
頭
と
証
言
に
つ
い
て
大
臣
責
任

(
似
)

制
を
理
由
と
す
る
制
限
が
あ
る
こ
と
も
理
由
と
な
っ
て
い
る
(
本
款
三
参

昭
…
)
。大

臣
の
出
頭
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
法
務
官
(
「
室
、

O
B
2『)

の
出
頭
に
関
し
て
で
あ
る
。
省
庁
別
委
員
会
に
よ
る
招
致
が
あ
る
場
合
、

政
府
に
対
す
る
助
一
言
に
つ
い
て
の
証
言
を
求
め
る
出
頭
要
請
に
つ
い
て
は

(
お
)

拒
否
す
る
と
い
う
見
解
を
法
務
官
自
身
は
と
っ
て
き
た
。
例
え
ば
、
ウ
エ

(
泌
)

ス
ト
ラ
ン
ド
事
件
に
関
す
る
調
査
に
お
い
て
、
国
防
委
員
会
は
法
務
次
長

(mo--2g『ーの

g
q巳
)
を
出
頭
を
要
請
し
た
が
、
政
府
に
対
す
る
法
務
官

の
助
言
は
証
言
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
法
務
次
長
は
出
頭
を
拒
否
し

た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
大
法
官
府
と
法
務
官
府
に
対
す
る
内

務
委
員
会
の
調
査
事
項
が
議
院
規
則
等
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で

(
本
章
第
二
節
一

(
a
)
参
照
)
、
他
の
省
庁
別
委
員
会
が
法
務
官
を
招
致

す
る
場
合
に
も
こ
の
限
界
に
服
す
る
と
解
さ
れ
る
。

註(
回
)
省
庁
別
委
員
会
設
置
以
前
で
は
、
無
任
所
大
臣
の
招
致
が
問
題

と
な
っ
た
事
例
が
あ
る
。
一
九
七
六
年
、
ラ
ン
カ
ス
タ

l
公
領
総

裁

(
n
E
R
E旬
。
ご

Z
U
5
Z
ぇ

E
5
2
R『
)
〔
無
任
所
大
臣
〕

兼
支
払
長
官
(
司
ミ
沼
恒
印
丹
市
『
の
巾
口
市
『
主
で
あ
る
レ
イ
ヴ

7
1

(
E
R
G
-
b
「
2
巾
『
)
の
出
頭
を
歳
出
委
員
会
が
要
請
し
た
際
、
当

時
の
首
相
で
あ
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
指
示
に
従
っ
て
レ
イ
ヴ

7
1
は

出
頭
し
な
か
っ
た
。
当
時
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
出
頭
拒
否
の
理
由

と
し
て
、
無
任
所
大
臣
の
招
致
は
、
責
任
の
所
在
を
唆
味
に
し
て

内
閣
の
連
帯
責
任
を
害
す
る
こ
と
を
挙
げ
た
。
山
町
内
町
田
巧
】
戸
間
D
F

司自
Z
〉
F

↓
開
目
N
V
-
一

寸

出

開

「

〉

回

【

)

己

問

。

。

〈

何

回

Z
Z何一
4
4
H
m
w
叶九
Ha'
叶

A
Y
白
門

N
N
ω

(
H
句
、
吋

m
w
)
-

(回
)
ω
O
C
出・ゎ
aumσ
・
2
戸、日印

(
N
日]ロロ
-
H
A
W
4
ψ
)

・

(
剖
)
』
D
F
ロ印
o
p
g』可否口。

Z

A

H

M

W

ヨ
町
民
同
寸
品
ム
叶
印
・
さ
ら
に
、
ジ
ョ
ン
ソ

ン
は
、
自
己
の
省
庁
の
政
策
に
関
す
る
反
応
を
見
る
た
め
に
も
大

臣
が
省
庁
別
委
員
会
に
出
頭
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

g
・主

回
、
吋
印
)

0

(
出
)
の
宮
司
弓
z
h
r
H
N
4
5
・白押代主∞

(
部
)
詳
細
に
つ
き
、
本
款
三
及
び
註
(
肝
)
参
照
。
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研究ノート

(
b
)
証
言

第
一
四
版
以
降
の
ア

l
ス
キ
ン
・
メ
イ
に
お
い
て
、
議
員
が
招
致
に
よ

っ
て
委
員
会
に
出
頭
す
る
場
合
、
当
該
議
員
は
証
人
と
同
じ
に
取
れ
り
扱
わ

れ
る
の
で
、
委
員
会
が
適
当
と
考
え
る
全
て
の
質
問
に
答
え
る
義
務
が
あ

(
前
)

る
と
い
号
慣
行
が
存
在
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
庶
民
院
事

務
総
長

(
D
2
r
c
H
H
E
m
E
吉
田
内
)
は
、
こ
の
慣
行
が
先
例
に
よ
7

て
支

(
槌
}

持
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
実
際
の
運
用
に
お
U

て
は
、
七
九
年
の
院
内
総
務
の
確
約
に
し
た
が
っ
て
大
臣
は
機
密
情
報
を

含
め
て
委
員
会
で
証
言
し
て
い
る
c

し
か
し
、
一
般
論
と
し
て
は
、
公
益

Q
C
E
R
Eな
号
泣
)
に
反
す
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
証
言
拒
否
が
許
さ
れ

(
部
)

な
い
わ
け
で
は
な
い
G

さ
ら
に
、
責
任
内
閣
制
を
理
由
と
す
る
限
界
が
認

め
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
公
務
員
の
証
言
範
匹
の
問
題
と
併
せ
て
後
に
述
べ

る
こ
と
に
す
る
(
本
款
三
・
五
参
照
)
。

註(
訂
)
同
行
白
∞
∞
l

』
(
冨
寸
寸
1

叶∞
)
-
h足
時
、

t
E
Z
昌
司
記
官
E
匂目

(
槌
)
H
K
F
2
宮『
P
H
H
‘
メ
イ
の
現
在
の
版
で
あ
る
第
一
一
一
版
で
は
、
単

に
「
議
院
の
命
令
に
よ
ら
ず
に
調
査
に
服
す
る
議
員
は
他
の
証
人

と
同
じ
に
取
り
扱
わ
れ
る
L

と
の
み
記
述
さ
れ
、
弱
い
ト

1
ン
に

変
更
さ
れ
て
い
る
(
玄

Z-
白件。寸∞)。

(
卸
v
b同
司
百
円
司
年
河
口
p
t
h
ι
M
V・

公
務
員
の
出
頭
と
証
言

(
土
問
題
の
背
景

省
庁
別
委
員
会
の
調
査
活
動
に
お
け
る
最
大
の
問
題
が
、
公
務
員
の
出

頭
と
証
言
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
り
こ
の
問
題
は
、
政
府
監
視
の
一
環
と

し
て
の
省
庁
別
委
員
会
に
よ
る
調
査
活
動
と
大
臣
責
任
釦
の
内
容
の
一
つ

で
あ
る
公
務
員
の
匿
名
性
と
い
う
伝
統
的
習
棒
と
を

ρ
か
仁
議
整
す
る
か

{
仰
)

と
い
う
問
題
で
あ
る
c

こ
の
問
題
の
背
景
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

公
務
員
の
匿
名
性
は
、
省
庁
と
大
臣
に
与
え
ら
れ
た
権
京
叱
行
使
等
に

つ
き
、
大
臣
個
人
が
責
任
を
負
ろ
と
い
う
大
臣
責
任
制
の
内
容
の
一
つ
と

し
て
伝
統
的
に
認
め
ら
れ
て
き
た

3

大
臣
責
任
制
か
ら
公
務
員
の
匿
名
性

が
認
め
ら
れ
る
理
由
と
し
て
は
、
次
の
諸
点
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
第
一

に
歴
史
的
理
由
で
あ
る
。
大
臣
責
任
制
が
確
立
し
た
一
九
世
紀
に
お
い
て

は
、
大
臣
自
身
が
省
斤
の
行
為
の
存
在
を
知
勺
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て

許
可
を
下
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
省
庁
の
行
為
は
末
臣
の
行
為
と
さ

れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
省
庁
の
行
為
に
闘
す
る
議
会
に
対
す
る
責
任

(
引
)

に
つ
い
て
は
、
大
臣
個
人
の
責
任
を
問
題
に
す
れ
ば
足
り
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
実
質
的
理
由
と
し
て
、
公
務
員
の
置
名
性
を
認
め
る
こ
と
で
、
①

政
権
交
代
に
よ
る
大
臣
の
交
替
や
政
策
変
更
に
対
し
て
公
務
員
の
政
治
的

;lU去45(1-2・172)172



イギリス庶民院における調査委員会制度(3・完)

(
幻
)

中
立
性
を
維
持
す
る
こ
と
、
②
省
庁
の
政
策
と
行
為
に
関
す
る
責
任
を
大

臣
に
集
中
し
て
責
任
の
拡
散
を
防
止
し
、
責
任
の
所
在
を
明
確
に
す
る
の

(
幻
)

に
資
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
二
十
世
紀
に
入
る
と
、
政
策
形
成
や
行
政
活
動
に
お
け
る
変
化

に
伴
い
、
そ
こ
に
占
め
る
大
臣
と
公
務
員
の
地
位
が
変
化
す
る
。
つ
ま
り
、

省
庁
の
活
動
領
域
の
増
大
、
及
び
、
省
庁
が
関
与
す
る
経
済
社
会
問
題
の

複
雑
化
の
結
果
、
大
臣
が
把
握
で
き
る
省
庁
の
活
動
領
域
が
政
策
に
密
接

に
関
わ
る
領
域
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

(
例
)

大
臣
が
責
任
を
負
い
き
れ
な
い
領
域
の
増
大
を
意
味
す
る
。
逆
に
言
え
ば
、

政
策
形
成
に
お
け
る
実
質
的
決
定
が
公
務
員
段
階
で
な
さ
れ
る
こ
と
が
多

く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
状
況
変
化
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
単
に
大
臣
の
み
か
ら
証
言
を
得

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
執
行
府
の
説
明
責
任
が
実
効
的
に
確
保
さ
れ
る
の
か

は
問
題
と
な
る
。
つ
ま
り
、
委
員
会
に
よ
る
調
査
の
場
合
、
執
行
府
の
説

明
責
任
を
十
分
に
追
及
す
る
た
め
に
は
、
公
務
員
の
出
頭
と
証
言
が
不
可

欠
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
務
員
の
匿
名
性
と
い
う
伝
統
的
習

律
の
下
で
庶
民
院
に
対
す
る
説
明
責
任
を
負
わ
な
か
っ
た
公
務
員
の
出
頭

と
証
言
の
範
囲
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

註(
別
)
冨
田
『
各
国
E
・g
-
Y
B
E
C
Z
⑦

m
y
m凶
片
品
。
。
・

(
引
)
玄
者
ユ
四
戸
ミ
S
S
R
a
s
K
C
S
-
む
さ
き
な
-
P
E
H
H
S的
ShH
河
町

的V
S
H
M
H
皇室町的・

ω。
司
〉
同
「
〉

3
N
∞ω
-
R
N市

山

ω
l
N
G品
(
5
4
4
)

(
回
)
迂
・
巳

N
m
w
弁
口
開
∞
言
吋
Z

除
回
目
〉
N

】
何
回
噂
皇
、
さ
ロ
C
Z
N
K
H
-
m
w
門
同
∞
印
・

(
回
)
叶
三
宮

p
g守
白
ロ

o
g
。∞4
丘
町
山
品

(
叫
)
者
コ
四
戸
伺

Nhy白
ロ
O
R
E
-
巳

N
E
1
N
M
V印

(
b
)
出
頭

省
庁
別
委
員
会
は
任
意
の
公
務
員
を
指
名
し
た
上
で
召
喚
権
を
行
使
で

き
る
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
一
方
で
は
、
大
臣
責
任
制
(
公
務
員
の
匿
名

性
)
を
理
由
と
し
て
、
大
臣
が
、
委
員
会
で
証
言
す
る
の
に
適
当
な
公
務

(
M
N
)
 

員
を
選
択
で
き
る
と
い
う
長
年
に
わ
た
る
慣
行
が
存
在
し
て
い
る
。
省
庁

別
委
員
会
に
よ
る
調
査
の
場
合
に
も
、
そ
の
慣
行
が
通
常
尊
重
さ
れ
て
い

(%) 
る
。
し
か
し
、
大
臣
が
選
択
し
た
公
務
員
と
委
員
会
が
出
頭
を
望
む
公
務

員
と
の
問
に
組
艇
を
来
し
た
場
合
、
ど
ち
ら
の
公
務
員
が
出
頭
、
証
言
す

べ
き
か
に
つ
い
て
、
問
題
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
問
題
に
関
す
る
重
要
な
事
例
と
し
て
、
ウ
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
公
開
有

(
間
引
)

限
会
社
(
垣
内
己

Z
E
℃
片
)
め
ぐ
る
一
連
の
事
件
(
ウ
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
事
件
)

に
対
す
る
調
査
が
あ
る
。
こ
の
調
査
に
お
い
て
、
国
防
委
員
会
は
、
法
務
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次
長
か
ら
国
防
相
に
あ
て
た
機
密
の
手
紙
の
暴
露
に
関
わ
っ
た
と
さ
れ
る
、

通
商
産
業
省
の
公
務
員
三
名
、
首
相
首
席
報
道
官
(
わ
E
H
広
司
「
何
回
目
∞
巾
口
市

l

g
ミ
ぢ
耳
目
冨
巾

5
2
2巾
『
)
、
首
相
秘
書
官
(
司
コ
〈
釦
斥
∞
巾
円

Z
Zミ
円
。

甲
山
宮
巾
一
E
2
2
m『
)
を
招
致
し
た
。
し
か
し
、
関
係
大
臣
の
指
示
に
従
い
、

当
該
公
務
員
は
委
員
会
へ
の
出
頭
を
拒
否
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
国
防
委

員
会
は
態
度
を
硬
化
さ
せ
、
当
該
公
務
員
に
召
喚
権
を
行
使
し
よ
う
と
し

(
M
m
)
 

た
。
こ
の
結
果
、
「
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
真
の
伝
統
に
お
い
て
」
委
員
会
と

政
府
と
の
間
で
妥
協
が
成
立
し
た
。
す
な
わ
ち
、
国
防
委
員
会
が
当
該
公

務
員
に
対
す
る
召
喚
権
を
行
使
し
な
い
代
わ
り
に
、
内
閣
官
房
長
官

(
ω
R
Z
Sミ
D

ご
町
内

P
σ
5
2
)
と
通
商
産
業
省
事
務
次
官

(
U
R
B
g
g円

2
q
2
R之
が
国
防
委
員
会
に
出
頭
し
て
証
言
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

概
し
て
、
公
務
員
の
上
司
た
る
大
臣
が
公
務
員
の
代
わ
り
に
委
員
会
に

出
頭
す
る
場
合
、
省
庁
別
委
員
会
は
政
府
と
妥
協
し
て
、
召
喚
権
を
行
使

し
な
い
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
制
約
は
と
も
か
く
、
法
の
上
で

は
公
務
員
に
対
す
る
特
別
委
員
会
の
召
喚
権
は
限
界
が
な
い
の
で
あ
る
。

註(町
)
Z
-
n
-
印
∞
∞
円
(
呂
ゴ

J15
・
室
、
日
ロ
ロ
斥

3
・
民
吉

gaz-

(
間
山
)
の
国
間
ヨ
言
除
問
J

「

5
・
E
円
九
日
h

仲間山・

(
幻
)
ウ
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
事
件
は
、
寸
〔
最
近
〕
二
五
年
の
間
で
最
大
の

政
治
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」

(U-orqhv
河・〉

5
E・
3
5
5目
gk

n
s
aミ
ミ

3
5目

b
y
S
A
¥
智

恵

邑

g
t
h
H
E
F
8

F
戸
〉
司
N
C
-

巳
ω
印
{
呂
∞
寸
]
)
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
本
稿
に

お
い
て
取
り
上
げ
る
問
題
の
他
、
内
閣
の
内
部
運
営
、
大
臣
と
公

務
員
の
関
係
な
ど
と
い
っ
た
責
任
内
閣
制
の
解
釈
と
運
用
に
係
る

多
様
な
問
題
を
含
ん
で
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
分
析
さ
れ

て
い
る
。
旬
、
戸
内
h
-
U
Oロ〈巾「

hw

目出・〉=∞

S
Y
巳

4V-2-hし
の
-
V
向白『印
F
m
w
-
f

p
F
S同
円
。
き
ぬ
き
菖
室
町

S
H
色
町
宮
司
S
E豆
、
山
、
日
夕
{
戸
市
山
市
出
。
]

司
「

EKH.
同
戸
〉

5
5
.
コ
認
可
S
E豆、曲、
S吋

υ

♀
室
。

sh若
君
主

H

F
H

同ミミ・

ω
匂
わ
戸
間
》
N
A凶
m

w

(

H

U

∞
め
)
一
。
・
0
5
d弓
ミ
・
叫
d
M
H
h
b
h
¥室町内

向
き
さ
『
雪
量
笥
S
E
E
-
印∞

-vpρ
∞
N

(

呂
∞
叶
)
一
司

F
B
a
a
-

三
一
内
需
E
H』

S-弘
ふ
さ

R
Z
』
「

h
v
ω
o
n
・品
N
ω
(
呂
∞
∞

)-zaM口一

。
-
F
向〉
E
Z〉「「(旦・)・
ζ
2
目的、目白〉「河
E
3
5
5巴
コ
∞
C
(
H
ω

∞m
v
)

ウ
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
事
件
の
事
実
の
概
要
は
以
下
の
通
り
。

ウ
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
は
イ
ギ
リ
ス
で
唯
一
の
軍
事
用
ヘ
リ
コ
プ

タ
ー
製
造
会
社
で
あ
る
。
ウ
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
は
、
一
九
八
四
年
頃

か
ら
そ
の
財
政
的
困
難
が
顕
在
化
し
、
一
九
八
五
年
に
は
、
二
一

月
ま
で
に
ウ
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
に
対
す
る
財
政
的
支
援
を
行
わ
な
い

と
支
払
不
能
(
呂
田

o
-
5
5可
)
に
な
る
と
い
う
状
態
に
追
い
込
ま
れ

た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
ウ
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
と
業
務
提
携
関

係
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
製
造
会
社
の
シ
コ
ル
ス

キ
|
(
ω
戸

E
Z
S
)
は
、
シ
コ
ル
ス
キ

l
の
傘
下
に
入
る
こ
と
を
条
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件
に
ウ
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
を
救
済
す
る
こ
と
を
ウ
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
に

提
案
し
(
「
ア
メ
リ
カ
案
」
)
、
ウ
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
も
そ
の
提
案
の
受

け
入
れ
に
傾
い
た
。
一
方
、
こ
の
救
済
案
に
対
し
て
、
特
に
国
防

省
内
部
で
は
、
ウ
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
は
む
し
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
企
業

と
提
携
し
た
方
が
よ
い
と
い
う
案
が
あ
っ
た
(
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
案
」
)
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

N
A
T
O
加
盟
諸
国
が
「
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
ヘ
リ
」
を
製
造
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
と
受
注

競

争

が

で

き

る

か

ら

で

あ

る

。

さ

ら

に

、

当

時

の

国

防

相

(∞

R
Z
Sミ
え

∞

g
z
p『
U
巾『

gn乙
で
あ
る
へ

l
ゼ
ル
タ
イ
ン

(
冨
円
宮
市

-
F月
-
C
口
市
)
個
人
も
、
イ
ギ
リ
ス
は
軍
事
設
備
に
つ
い

て
ア
メ
リ
カ
に
依
存
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
見
解
を
も
っ
て
い

た
υへ

l
ゼ
ル
タ
イ
ン
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
案
を
実
現
す
べ
く
活
動
し
、

閣
議
で
も
ウ
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
問
題
を
議
題
に
し
よ
う
と
し
た
が
叶

わ
な
か
っ
た
。
八
五
年
二
一
月
一
九
日
の
閣
議
に
お
い
て
、
ど
の

救
済
案
を
採
用
す
る
か
を
決
定
す
る
の
は
ウ
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
自
体

で
あ
り
、
以
後
、
全
大
臣
は
こ
の
問
題
に
対
し
て
中
立
の
立
場
を

と
る
旨
が
決
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
へ

l
ゼ
ル
タ
イ
ン
は
こ
の
閣

議
決
定
後
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
案
実
現
に
尽
力
し
、
八
六
年
一
月
四
日
、

ウ
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
が
シ
コ
ル
ス
キ
!
と
提
携
す
る
の
は
好
ま
し
く

な
い
旨
の
指
摘
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
諸
政
府
と
関
係
法
人
か
ら
政

府
に
き
て
い
る
と
す
る
内
容
の
手
紙
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
案
の
取
り

ま
と
め
役
で
あ
り
ウ
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
の
債
権
者
の
一
つ
で
あ
る
ロ

イ
ズ
・
マ

l
チ
ャ
ン
ト
パ
ン
ク
(
巳
C
可
己
的
冨
巾
『
円
『
曲
三
回
白
ロ
宵
)
の

ホ
1
ン

S
2
5
図
。
「
ロ
巾
)
に
送
り
、
そ
の
手
紙
は
タ
イ
ム
ズ
紙
に
公

表
さ
れ
た
。
一
月
六
日
、
法
務
次
長
は
、
そ
の
手
紙
の
公
表
に
つ

い
て
機
密
か
つ
私
的
に
へ

l
ゼ
ル
タ
イ
ン
に
手
紙
を
宛
て
、
先
の

手
紙
の
内
容
で
は
全
て
の
政
府
と
関
係
公
法
人
と
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

案
に
与
し
て
い
る
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
か
ね
ず
、
政
府
に
対
す
る

賠
償
請
求
訴
訟
の
虞
が
あ
る
と
警
告
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
法

務
次
長
の
手
紙
は
、
国
防
省
に
到
達
し
て
か
ら
二
時
間
後
、
何
者

か
に
よ
っ
て
暴
露
さ
れ
た
。
一
月
九
日
、
閣
議
が
開
催
さ
れ
、
へ
ー

ゼ
ル
タ
イ
ン
は
ウ
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
問
題
を
閣
議
で
再
ぴ
取
り
上
げ

る
よ
う
サ
ッ
チ
ャ

l
首
相
に
要
請
し
た
。
し
か
し
、
要
請
は
首
相

に
無
視
さ
れ
、
同
日
、
彼
は
国
防
相
を
辞
任
し
た
。

へ
l
ゼ
ル
タ
イ
ン
の
辞
任
後
、
通
商
産
業
相
(
∞

2
2
5ミ
口
町

ω
Z
Z
向
。
「
」
「
『
白
色
巾
自
己

-
z
g丹
『
可
)
で
あ
る
ブ
リ
タ
ン

(Fgロ

F
E
S
)
が
ウ
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
の
ヨ

l
ロ
y
パ
側
債
権
者
の
一
つ

で
あ
る
ブ
リ
テ
ィ
シ
ュ
・
エ
ア
ロ
ス
ペ
ー
ス
社
(
切
『
豆
島

〉巾「

B
E円
巾
)
会
長
で
あ
る
リ
ン
ゴ
(
河
ミ
ヨ

D
E
「
百
四
O
)

と
へ

l
ゼ

ル
タ
イ
ン
の
辞
任
前
日
に
会
談
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
案
は
国
益
に
反

す
る
と
し
て
、
リ
ン
ゴ
に
圧
力
を
か
け
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
き
、
庶
民
院
に
お
い
て
質
問
が
あ
っ
た
が
、

プ
リ
タ
ン
は
当
た
り
障
り
の
な
い
答
弁
を
し
た
。
さ
ら
に
、
法
務

次
長
の
要
求
と
首
相
の
指
示
に
基
づ
き
内
閣
官
房
長
官
が
法
務
次

長
か
ら
へ

l
ゼ
ル
タ
イ
ン
に
宛
て
た
手
紙
を
暴
露
し
た
者
を
調
査
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し
た
結
果
、
そ
の
実
行
者
は
通
商
産
業
省
の
公
務
員
で
あ
る
と
判

明
し
た
。
さ
ら
に
、
暴
露
の
際
、
①
通
商
産
業
相
が
当
該
公
務
員

に
対
し
て
許
可
を
与
え
て
い
た
こ
と
、
②
通
商
産
業
省
か
ら
首
相

首
席
報
道
官
に
対
し
て
は
連
絡
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
当
事
者
で

あ
る
法
務
次
長
・
国
防
相
と
通
商
産
業
省
側
と
の
聞
に
は
何
ら
協

議
が
な
か
っ
た
こ
と
、
③
報
道
官
も
上
司
た
る
首
相
に
暴
露
に
関

す
る
事
実
を
知
ら
せ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
の
調
査
結
果
は
世
間
に
「
汚
い
策
略
」
が
あ
る
と
の
印
象
を
与
え
、

反
対
党
は
首
相
及
び
通
商
産
業
相
を
厳
し
く
批
判
し
、
ま
た
、
保

守
党
平
議
員
か
ら
も
特
に
通
商
産
業
相
に
対
す
る
批
判
が
高
ま
っ

た
。
一
月
二
四
日
の
午
後
、
引
き
続
き
在
任
す
る
よ
う
に
と
の
首

相
の
助
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ブ
リ
タ
ン
は
通
産
大
臣
を
辞
任
し
た
。

一
月
二
七
日
、
首
相
は
、
ウ
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
事
件
に
対
す
る
庶

民
院
の
質
問
を
こ
れ
以
上
受
け
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。
そ
こ
で
、

庶
民
院
は
同
事
件
の
調
査
に
乗
り
出
し
た
(
な
お
一
月
一
五
日
、

野
党
は
ウ
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
事
件
を
調
査
す
る
特
別
委
員
会
の
設
置

動
議
を
提
出
し
た
が
、
否
決
さ
れ
て
い
る
)
。
主
に
、
国
防
委
員
会

が
こ
の
問
題
に
対
す
る
調
査
を
行
っ
た
。

ウ
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
事
件
に
関
す
る
国
防
委
員
会
の
調
査
報
告
書

に
つ
き
、
足
。
・

z
-
C
-
m
H
∞
(
岡
山
沼
田
J

∞
め
)
・
叶
}
己
『
且
河
巾
匂
O
『丹]「『
o
g
p巾

り
巾
同
市
出
門
市
わ
O
自
国
芹
片
mm-
口市内冊目
m
M
m
H
g
立
庁
国
片
岡
。
ロ
目
。
内

F
m
司

=
g
円
巾
白
内

需
2
己
印
口
弘
三
円
-
一
回

-n・
2
匂
(
呂
∞
印
t

∞め)・

E
R
B
P
E
3
『「
O
B

円
z
p
rロ
円
め
の
。
日
目
H
R
2
・
当

2-自
己
主
円
一

C
O
Z
E
目。ロ片

U
O巳ー

2
0
ロ
玄
主
口
口
問
・

(
m
m
)
O
ロ
〈
巾
吋
除
〉
巴
凶
片
岡
ロ
-
h
w
H

も

S
ロD
門
巾
む
メ
国
円
ω
N
e

北j去45(1-2・176)176

(

C

)

証
言

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
証
言
が
公
務
員
に
求
め
ら
れ
る
場
合
に
、
大

臣
は
公
務
員
の
出
頭
を
許
可
し
よ
う
と
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
出

頭
し
た
場
合
で
も
公
務
員
は
証
言
を
拒
否
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に(

鈎
)

っ

き

、

「

委

員

会

に

出

頭

す

る

公

務

員

の

た

め

の

指

針

覚

書

(
富
市
同
=
。
『
白
ロ
己
己
目
。
向
。
三
品
同
口
円
巾
向
。
「

0日
間

-
2
曲
目
印
〉
刀
同
】
町
山
コ
ロ
四
回
氏
。
「
巾

∞
丘
町
内
円
。
。
国
百
四
件
門
町
巾
印
)
」
が
参
照
さ
れ
る
。
こ
の
覚
書
は
、
一
九
六
七
年
、

当
時
の
院
内
総
務
で
あ
る
ク
ロ
ス
マ
ン
(
河
田

ω・の

g
g白
血
ロ
)
を
委
員
長
と

す
る
政
府
内
委
員
会
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
起
源
を
有

し
て
お
り
、
一
九
七
二
年
に
行
政
組
織

(nz--rコ
符
巾
)
内
で
発
行
さ
れ
、

一
九
七
八
年
議
事
手
続
委
員
会
第
一
次
報
告
書
の
中
で
初
め
て
公
表
さ
れ

(
問
)

た
。
こ
の
覚
書
は
直
接
に
は
公
務
員
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ

の
内
容
は
大
臣
の
証
言
範
囲
に
も
関
連
す
る
点
が
多
々
あ
り
、
責
任
内
閣

制
に
基
づ
く
省
庁
別
委
員
会
の
調
査
の
限
界
に
関
す
る
政
府
の
見
解
を
示

す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

覚
書
は
、
従
わ
れ
る
べ
き
一
般
原
則
と
し
て
、
可
能
な
か
ぎ
り
委
員
会

に
協
力
す
る
こ
と
は
公
務
員
の
義
務
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
情
報
提
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供
を
差
し
控
え
る
こ
と
は
、
寸
よ
き
統
治
(
の

g
乱。0
5吉
田

g
円
)
」
の
利

益
ま
た
は
安
全
保
障
の
利
益
に
お
い
て
必
要
な
例
外
に
限
ら
れ
る

(宮

2
・N
O
)

。
ま
た
、
情
報
収
集
に
過
度
の
費
用
が
か
か
る
場
合
に
も
情

報
提
供
を
差
し
控
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
(
司
向
田
N

∞)。

委
員
会
に
出
頭
す
る
公
務
員
の
地
位
に
つ
き
、
覚
書
は
、
公
務
員
が
大

臣
の
代
理
で
あ
り
、
公
務
員
に
よ
る
情
報
の
提
供
と
拒
否
と
に
係
る
最
終

(
肌
)

決
定
権
が
大
臣
に
あ
る
と
す
る
(
宮
『
白
N
O
)

。
そ
こ
で
、
具
体
的
に
委
員

会
に
提
出
を
控
え
る
べ
き
情
報
を
挙
げ
て
い
る
(
宮
『
白
ω
。
)
。
す
な
わ
ち
、

証
言
を
避
け
る
べ
き
事
項
と
し
て
、

①
法
務
官
に
よ
る
助
言
(
宮
吋
国

gu)、

②
機
密
に
も
た
ら
さ
れ
た
個
人
な
い
し
機
関
の
私
的
事
項
に
関
す
る
情

報
(
宮

Z
・
8
E
)
、

ま
た
、
文
書
提
出
を
避
け
る
べ
き
事
項
と
し
て
、

③
政
治
的
に
争
い
の
あ
る
分
野
に
つ
い
て
の
質
問
(
官
民
白
山
0
2
)
、

(
印
)

④
商
業
的
ま
た
は
経
済
的
性
質
を
有
す
る
微
妙
な
情
報

(
E
E・2
〈)、

⑤
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
を
含
む
政
府
等
と
の
間
の
微
妙
な
交
渉
事
項
で

あ
る
事
項
、
ま
た
は
、
そ
の
可
能
性
が
あ
る
事
項
(
司
母
国

ω
。
三
)
、

⑥
大
臣
が
準
司
法
的

ZEM--』

Z
E
E
-
)
若
し
く
は
上
訴
的

S
E
E
Z
)

(m) 

機
能
を
有
し
若
し
く
は
有
し
得
る
特
殊
な
場
合
、
ま
た
は
、
要
求
事

(
胤
)

項
が
裁
判
所
若
し
く
は
議
会
行
政
監
察
員

(2ユS
E
E
S
ミ
(vos-

E
E
C口
市
『
向
。
『
〉
門
E
E
E『
由
巳
。
ロ
)
に
よ
る
審
理
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
特
殊
な
場
合
(
宮
『
白

ω
。

E)、
を
挙
げ
る
。

さ
ら
に
覚
書
は
、
内
閣
の
連
帯
責
任
の
原
則
を
保
護
す
る
こ
と
を
理
由

に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
公
務
員
は
証
言
す
べ
き
で
な
い
と
す
る

(宮『白・
ω
。

F

)

。
①
省
庁
か
ら
大
臣
に
な
さ
れ
た
助
言
、
②
政
策
問
題
に
関

す
る
省
庁
間
の
や
り
と
り
、
③
政
府
の
意
思
決
定
が
ど
の
段
階
で
な
さ
れ

た
か
に
つ
い
て
、
④
ど
の
よ
う
に
大
臣
が
他
の
大
臣
と
協
議
し
た
か
に
つ

い
て
、
⑤
閣
内
委
員
会

(
P
F
Eえ
の
D

ヨ
ヨ
芹
丹
市
巾
)
〔
に
お
け
る
議
事
内
容
〕

な
い
し
そ
の
決
定
に
関
す
る
事
項
。

公
務
員
の
匿
名
性
と
の
関
係
で
は
、
覚
書
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る

(宮『白

ω
仏
)
。
「
現
在
の
政
策
が
何
で
あ
る
か
を
説
明
す
る
こ
と
、
及
び
、

そ
れ
ら
の
政
策
の
対
象
や
正
当
化
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
、
行
政
に
係
る

要
素
が
政
策
の
選
択
と
そ
の
実
行
様
式
と
の
双
方
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を

及
ぼ
す
か
を
説
明
す
る
こ
と
、
以
上
の
こ
と
に
公
務
員
は
備
え
る
べ
き
で

あ
る
。
政
治
的
論
争
を
引
き
起
こ
さ
な
い
論
評
を
加
え
る
こ
と
は
公
務
員

に
任
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
公
務
員
は
、
大
臣
の
事
前
の
許
可
が
な
け

れ
ば
、
対
立
す
る
政
策
論
争
に
引
き
込
ま
れ
る
の
を
可
能
な
限
り
避
け
る

べ
き
で
あ
る
。
も
し
、
公
務
員
た
る
証
人
が
委
員
会
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の

限
界
を
超
え
る
よ
う
に
圧
力
を
加
え
ら
れ
た
な
ら
ば
、
公
務
員
は
、
質
問

が
大
臣
に
な
さ
れ
る
べ
き
旨
を
示
唆
す
べ
き
で
あ
る
」
。
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こ
の
よ
う
な
内
容
の
覚
書
は
、
省
庁
別
委
員
会
の
調
査
活
動
に
制
約
を

課
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九
八
五
|
八
六
年
会
期
に
お
い
て
、
通
商
産

業
委
員
会
は
零
細
企
業
の
倒
産
危
機
に
関
す
る
調
査
を
行
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
調
査
の
過
程
で
委
員
会
は
覚
書
を
根
拠
と
す
る
通
商
産
業
省
の

公
務
員
の
度
重
な
る
証
言
拒
否
に
遭
遇
し
た
。
結
局
、
委
員
会
は
完
全
な

調
査
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
委
員
会
は
報
告
書
の
中
で
次

の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
我
々
は
完
全
な
事
実
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
報
告
書
の
質
は
損
な
わ
れ
て
い
る
。
我
々
の
結
論

に
は
第
二
次
的
証
拠
や
推
量
に
基
づ
く
も
の
が
あ
る
。
過
ち
は
我
々
で
は

(
邸
)

な
く
大
臣
に
あ
る
L

。
ま
た
、
ウ
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
調
査
に
お
い
て
も
、
大

臣
の
指
示
に
従
い
、
五
名
の
公
務
員
が
出
頭
せ
ず
、
証
言
を
拒
否
し
た
。

(
郎
)

さ
ら
に
、
向
調
査
に
関
す
る
国
防
委
員
会
報
告
書
と
大
蔵
公
務
員
委
員
会

(
即
)

報
告
書
と
に
対
す
る
政
府
応
答
の
中
で
、
政
府
は
「
特
別
委
員
会
は
個
々

(
胤
)

の
公
務
員
の
活
動
を
調
査
す
る
の
に
適
し
た
制
度
で
は
な
い
と
考
え
る
」

旨
を
表
明
し
た
。

こ
の
よ
う
な
覚
書
の
運
用
に
基
づ
く
調
査
活
動
の
阻
害
に
対
し
て
、
大

(
附
)

蔵
公
務
員
委
員
会
は
報
告
書
を
庶
民
院
に
提
出
し
た
。
ま
ず
同
報
告
書
は
、

公
務
員
の
「
活
動

2
5
8凹
)
」
と
「
行
為

(SEE2)
」
と
い
う
類
型
化

を
行
い
、
「
活
動
」
を
「
大
臣
の
指
揮
に
基
づ
き
実
行
さ
れ
た
行
為
、
及
び
、

関
係
大
臣
の
政
策
に
一
致
す
る
行
為
」
と
定
義
し
、
「
行
為
L

を
「
活
動

の
定
義
の
外
に
あ
り
、
実
際
、
違
法
行
為

g
u
g
E
E
2
)
と
等
し
く
な
り

得
る
行
為
」
と
定
義
す
る
(
宮
『

B
E
E
-
E
)。
そ
こ
で
、
「
『
活
動
』
に
関

す
る
限
り
、
特
別
委
員
会
は
、
:
:
:
公
務
員
か
ら
日
常
的
に
証
拠
を
収
集

し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
証
言
の
た
め
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
権
限

を
関
係
大
臣
が
〔
公
務
員
に
〕
付
与
し
て
い
る
と
い
う
含
み
、
ま
た
は
、

|
|
反
証
が
な
い
限
り
l
|
大
臣
の
指
揮
に
基
づ
く
も
の
、
あ
る
い
は
、

大
臣
の
政
策
を
推
進
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
含
み
が
暗
黙
の
う

ち
に
あ
る
。
〔
し
た
が
っ
て
、
活
動
に
関
す
る
公
務
員
の
〕
証
言
に
対
す

る
い
か
な
る
制
約
も
全
く
誤
り
で
あ
り
、
受
け
入
れ
難
い
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
我
々
は
疑
わ
な
い
」
(
宮
『
曲
・
H
A
山
)
と
し
て
、
政
府
を
批
判
し
た
。

(
川
)

こ
の
報
告
書
を
受
け
、
連
絡
委
員
会
も
報
告
書
を
議
院
に
提
出
し
、
公

務
員
の
活
動
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
の
大
蔵
公
務
員
委
員
会
の
批
判
を

支
持
し
た
(
宮

Z
・5
)
。
さ
ら
に
、
連
絡
委
員
会
は
、
公
務
員
の
行
為
に

関
す
る
調
査
に
つ
い
て
、
特
別
委
員
会
が
公
務
員
の
懲
戒
審
判
所

定

Z
2
H
L
E
R
M
L『
F
E
E
-印
)
で
な
い
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
大
臣
の
命
令
な
い
し
政
策
に
反
す
る
公
務
員
を
特
別
委
員
会
が

調
査
す
る
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
な
い
と
し
た
(
℃
即
日

-s。
そ
の
上
で
、
連

絡
委
員
会
は
、
大
臣
責
任
制
を
政
府
が
強
調
す
る
一
方
で
、
そ
れ
に
見
合

う
義
務
を
果
た
し
て
い
な
い
と
批
判
し
た
の
で
あ
る
(
宮
「
白
・

5
)。

(m) 

こ
れ
ら
の
委
員
会
の
批
判
に
対
し
て
、
政
府
は
次
の
よ
う
に
応
答
し
た
。
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ま
ず
、
公
務
員
の
活
動
に
対
す
る
特
別
委
員
会
に
よ
る
調
査
に
つ
き
、
政

府
は
そ
れ
を
制
約
す
る
意
図
は
な
い
と
し
た
(
宮
『
印
固
め
)
。
ま
た
、
特
定
の

公
務
員
の
行
為
が
調
査
に
お
い
て
問
題
に
な
る
な
ら
ば
、
委
員
会
は
関
係

大
臣
に
そ
の
旨
を
告
知
し
、
当
該
大
臣
が
事
実
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果

を
委
員
会
に
知
ら
せ
る
の
が
「
正
し
い
コ

l
ス
」
で
あ
る
と
政
府
は
主
張

し
た
(
冨

Z
・
∞
)
。
そ
こ
で
、
政
府
は
、
委
員
会
へ
の
公
務
員
の
出
頭
に
つ

い
て
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
必
要
で
あ
る
と
の
見
解
を
維
持
し
な
が
ら
も
、

(
山
)

委
員
会
の
批
判
に
応
え
る
た
め
に
、
覚
書
の
補
足
を
公
表
し
た
。
こ
の
補

足
に
お
い
て
、
応
答
の
第
八
節
に
お
け
る
政
府
の
主
張
が
明
文
化
さ
れ
た

(宮
E
ム
)
。
次
い
で
、
公
務
員
の
証
言
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
示

し
た
。
①
委
員
会
か
ら
公
務
員
が
証
言
を
求
め
ら
れ
、
か
っ
、
委
員
会
の

調
査
が
、
公
務
員
個
人
の
行
為
ま
た
は
自
分
以
外
の
公
務
員
に
つ
い
て
の

問
題
に
か
か
わ
る
こ
と
が
予
見
さ
れ
る
場
合
、
当
該
尋
問
は
関
係
大
臣
な

い
し
大
臣
が
指
定
す
る
上
級
公
務
員
に
む
し
ろ
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

②
当
該
尋
問
は
後
に
大
臣
な
い
し
大
臣
が
指
定
す
る
上
級
公
務
員
に
よ
っ

て
回
答
さ
れ
る
。
①
公
務
員
の
行
為
に
つ
い
て
公
務
員
が
予
期
せ
ず
も
尋

問
さ
れ
た
場
合
、
公
務
員
は
大
臣
の
指
示
を
う
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨

を
述
べ
、
そ
の
際
、
委
員
会
は
公
務
員
が
大
臣
の
指
示
を
仰
ぐ
時
間
を
認

め
る

G
R曲。)。

註(
叩
)
別
名
、
オ
ズ
モ
ザ
リ
ィ
・
ル

l
ル
(
O印自

2
Zユ
可
河
口
芯
)
。
以
下
、

一
九
八
八
年
版
に
準
拠
す
る
。

(
瑚
)
戸
。
印
∞
∞
ム

(
H
m
w
寸
寸
'
芝
山
)
・
室
、
言
ロ
o
g
寸
印
・
〉
円
)
同
)
S
E
H・0

(℃℃

ω
∞』印同)・

(
聞
)
議
事
手
続
委
員
会
に
お
い
て
も
、
院
内
総
務
は
こ
の
点
を
強
調

し
た
(
出
・
門

US--[呂
∞
m
v
l

句
。
]
唱
さ
も
さ
ロ

ozg-巳
℃
即
日
-
H
N
ω
)
0

(
問
)
覚
書
が
列
挙
す
る
例
。
①
金
融
市
場
に
影
響
を
与
え
得
る
情
報

(
大
蔵
大
臣
と
の
事
前
協
議
を
要
す
る
)
、
②
国
営
企
業
の
経
営
な

い
し
契
約
に
関
す
る
微
妙
な
情
報
、
③
秘
密
裡
に
政
府
に
も
た
ら

さ
れ
た
商
業
情
報
な
い
し
経
済
情
報
、
な
ど
。

(
問
)
例
え
ば
、
開
発
不
服
審
査
請
求
(
三
自
=
】
口
同
名
立
呂
田

gロ
回
目

E

印円》司司印}印)。

(
捌
)
め
ミ
司
巳
缶
百

2
g「
可
。
O
B
S
Z巴
O
ロ
巾
『
〉
2
H
m
V
A凶
叶
-

(
間
)
固
め

ω
。印
l

-

(

同匂∞印
l

∞
①
)
-
m，H
『
え
河
内
℃
D
ユ
守
口
目
的
己
巾
2
n
o
E
4

ヨ同門丹市市
C
ロ
↓
『
白
色
巾
白
ロ
己
目
口
弘
巳
的
可
〕
デ
司
白
「
白
H

N

・

(
雌
)
国

h
・
2
ψ
(呂
∞
印
t

∞め

)-gミ
白
口
D
円巾

2
・
同
門
℃
即
日
-
N
ω

。

(
即
)
出
・
。
-
m
w
N
(
H
U
∞
印
』
∞
め
)
・

ω虫、巾ロ円
F

H

N

巾
唱
。
ヱ
マ
O
自
門
『
巾
叶
吋

g-∞ロ『可

白ロ円同門
U2--
∞巾『〈
Fn
巾
わ
D
g
S
F
同
庁
巾
巾
の
ぞ
ロ

ω巾
『
〈
田
口
片
凹
白
ロ
品
玄

gzzz-

u
z
Z巾
目
白
ロ
品
河
内
的
司
。
ロ
回
同
σ回一回門ぽ印・

(
m
m
)

の
ヨ
ロ
己
U
m
w
H
A凶

(
H
m
w
∞
め
)
・
。
。
〈
巾
『
口
自
巾
口
同
河
内
回
目
】
D
ロ
山
山
市
件
。
同
町
市
↓

E
E

同
ロ
且
司
C
Z
3
E

河
巾
}
)
。
「
門
的
守
口
百
円
}
戸
巾
り
え
巾
ロ
円
巾
の
O
呂
田
芹
丹
市
角
川
切
巾
目
的
5
ロ

]
戸
市

w
∞印
1

∞⑦
e

唱曲「白品品・
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(
問
)
国
・
。
。
N

(

]

戸市出∞。，∞叶)・明，
q
印仲間山巾℃
0
2
同『。

B
F巾
叶
「
巾
曲
目
E
『可即口己

わ
守
口
印
巾
叶
三
円
巾

n
o
g
E芹宮市噂

(
U
F

〈巳

ω巾『〈
mw
ロ
門
出
血
ロ
己
富
岡
己
凹
丹
市
「
∞
-

(
山
)
出
・
ゎ
H
C
C
(
]
5
∞
。
ー
∞
叶
)
司
司
弓
巳
河
内
℃
。
三
守
口
百
円
『
巾
ピ
回
一
印
。
ロ

n
c
E呂田仲
g
p
〉
nnoEロ
g
σ
E
q
o同
冨
E
Z丹市『田山口己

ci-ω
巾
ミ
白
ロ
Z

S
∞
町
一
巾
円
件
。
。
目
白
存
円
巾
巾
印
。
同
岳
町
出
D
E
印m
o同(リ司自白
C
口印

(山
)

(

U

B

・斗∞

(
H
m
w

∞
斗
)
・
〉
口
向
。
=
ロ
g
u
Eミ
D
町
宮

5
z
z
g
田口門

-ci-

∞巾司〈陪ロ丹凹・

(
山
)
に
・
田
仲
間
】
古
品
l

印

省
庁
か
ら
の
文
書
提
出

前
述
し
た
通
り
(
本
款
一
参
照
)
、
省
庁
別
委
員
会
が
有
す
る
文
書
提

出
要
求
権
は
、
調
査
対
象
と
な
る
ほ
と
ん
ど
の
省
庁
に
及
ば
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
省
庁
別
委
員
会
は
非
公
式
の
文
書
提
出
要
請
に
よ
っ
て
省
庁
か

ら
の
文
書
提
出
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

省
庁
か
ら
の
文
書
提
出
の
範
聞
に
つ
い
て
は
、
私
的
か
っ
機
密
的
性
格

が
な
く
、
公
的
か
つ
公
務
的
性
格
を
有
す
る
文
書
で
あ
る
こ
と
が
原
則
で

(m) 

あ
る
。
ま
た
文
書
提
出
に
つ
い
て
も
、
委
員
会
に
出
頭
す
る
公
務
員
の
た

め
の
指
針
覚
書
に
従
っ
た
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
省
庁
に
よ
る

(
凶
)

文
書
提
出
拒
否
が
し
ば
し
ば
発
生
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ウ
エ
ス
ト
ラ
ン

ド
調
査
に
お
い
て
は
、
国
防
委
員
会
が
ウ
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
に
対
す
る
政
策

を
論
議
し
た
閣
議
資
料
の
提
出
を
要
議
し
た
の
に
対
し
、
政
府
は
当
初
そ

四

の
要
請
を
拒
否
し
た
。
し
か
し
委
員
会
か
ら
の
か
な
り
強
い
圧
力
の
後
、

(
出
)

当
該
資
料
の
要
約
が
提
出
さ
れ
た
。

註(
出
)
北
大
法
学
論
集
四
四
巻
五
号
二
九
九
四
年
)
一
二
五
四
頁
参
照
。

(
山
)
出

-n-Emv(呂
∞
印
I

∞⑦

)
-
S
Y白
E
R
S
-
三
宮
吋
目
的
N
H

ア
N
N
品-

(
出
)
な
お
、
外
交
特
権
が
絡
む
以
下
の
特
殊
事
例
が
あ
る
。
国
際
ブ

リ
キ
協
議
会
の
緩
衝
ス
ト
ッ
ク
管
理
者
(
回
三
后
『

ω
g
n
r
冨
告
白

m
q

。
ご
宮
内

E
Z『
S
E
E
-
↓5
n
o
zロ
2-)

が
ロ
ン
ド
ン
金
属
取
引
所

に
支
払
不
能
を
通
告
し
、
ブ
リ
キ
取
引
が
停
止
し
た
事
件
を
調
査

し
た
通
商
産
業
委
員
会
は
、
協
議
会
に
証
言
の
た
め
の
出
頭
と
資

料
の
提
供
を
要
請
し
た
が
拒
否
さ
れ
た
。
政
府
は
、
主
に
協
議
会

に
は
外
交
特
権
が
あ
る
と
の
理
由
で
、
協
議
会
は
委
員
会
に
情
報

提
供
で
き
な
い
旨
を
決
定
し
た
。
委
員
会
は
抗
議
し
た
け
れ
ど
も
、

政

府

は

当

該

決

定

を

変

更

し

な

か

っ

た

。

-
M
M
h

固
め
ム
印
叶

(]戸。∞印
l

∞め)・、
H

，F
H
「【】∞℃巾円

F

白戸河内向
VO
司円同『
O
B
S
m
叶
「
史
同
月
白
ロ
円
回
目
ロ

ιロ
印
門
『
可
。
。
自
昌
広
丹
市
巾
・

O
C
M
m
『〈
m
H
Z
D
ロ∞

σ可
。
。
〈
巾
「
口
呂
町
口
門

C

口
三
戸
巾

r
g
E
F宮
2
5
2
l
g
(固
め
ム
印
叶
)
そ
の
結
果
、
委
員
会
は

文
書
提
出
を
求
め
る
動
議
を
議
院
に
提
出
し
た
。
し
か
し
、
分
列

表
決
の
結
果
、
議
院
は
政
府
の
立
場
を
支
持
し
た
。
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評
価

議
事
手
続
委
員
会
は
、
省
庁
別
委
員
会
と
執
行
府
と
の
聞
の
関
係
は
寸
概

(m) 

し
て
健
康
な
状
態
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
点
は
、
大
臣
や
上
級
公
務
員

が
省
庁
別
委
員
会
に
出
頭
・
証
言
す
る
数
や
省
庁
が
提
出
す
る
文
書
・
上

(
即
)

申
書
の
数
の
多
さ
か
ら
も
窺
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
執
行
府
が

(
川
)

議
院
の
監
視
に
従
順
に
服
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
。

五

イギリス庶民院における調査委員会制度 (3・完)

註(
出
)
国

-n・同
市
山

lH(同
匂

mgtmw())-SHVS
ロO
丹
市
⑦
印
・
白
仲
間
】
知
「
白
同
印

H・

(
即
)
例
え
ば
、
一
九
八
五

l
八
六
年
会
期
・
八
六
!
八
七
年
会
期
の

二
会
期
中
、
三
五
名
の
閣
内
大
臣
、
五
七
名
の
閣
外
大
臣
、
一
九

O
名
の
上
級
公
務
員
(
局
長
官
ロ
己
2
∞2
2
gミ
]
以
上
)
、
二
七

五
名
の
そ
の
他
の
公
務
員
が
、
一
四
の
省
庁
別
委
員
会
に
出
頭
し

た
(
の
同
弓

E
Z除
?
E
巳
お
こ
。
な
お
、
証
人
、
文
書
提
出
の
傾

向
は
、
委
員
会
が
扱
う
調
査
事
項
の
性
質
に
左
右
さ
れ
が
ち
で
あ
り
、

一
般
的
傾
向
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
(
出
・

(vast-

[
H
Z
m
w
i
g
]
-
Sミ白

E
R
E
-
三
宮
『
8
・3
1話
)
。
例
え
ば
、
大

臣
や
公
務
員
の
証
言
が
さ
ほ
ど
重
視
さ
れ
な
い
委
員
会
が
あ
る
(
雇

用
委
員
会
・
旧
教
育
科
学
芸
術
委
員
会
・
農
業
委
員
会
な
ど
)

0

・
同
町
司
』

C
F
ロ印
D
ロ'
h
H
hも
司
B
E
D
-け
巾
品
∞
-
白
同

H
叶
⑦

t
]
{
寸
寸
・

(
別
)
ド
リ
ュ

l
リ
ィ
は
、
上
級
公
務
員
が
日
常
業
務
の
一
環
と
し
て

省
庁
別
委
員
会
へ
の
出
頭
や
証
言
を
受
け
入
れ
て
い
る
と
す
る

(
ロ
足
当
ミ
・
室
、
さ
ロ
c
g
ω
ω
・巳

50)。
ま
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
大

臣
と
公
務
員
が
省
庁
別
委
員
会
に
献
身
的
な
ほ
ど
協
力
的
で
あ
る

一
方
で
、
委
員
会
の
限
界
(
例
え
ば
、
多
く
の
委
員
の
知
識
不
足
、

公
務
員
に
は
当
然
の
初
歩
的
事
項
に
つ
い
て
調
査
す
る
傾
向
な
ど
)

も
彼
ら
は
十
分
に
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る

CDEgg-

留
守
E
S
Z
孟
-
主
コ
∞
)
。

(
a
)

覚
書
の
運
用

特
別
委
員
会
に
出
頭
す
る
公
務
員
の
た
め
の
指
針
覚
書
の
調
査
活
動
に

対
す
る
影
響
に
つ
い
て
、
議
事
手
続
委
員
会
は
、
覚
書
に
は
寸
議
会
に
お

(
山
)

け
る
地
位
は
何
も
な
」
く
、
覚
書
が
「
監
視
機
能
の
全
範
囲
に
わ
た
り
特

別
委
員
会
に
対
し
て
受
け
入
れ
難
い
制
約
を
課
し
て
い
る
と
い
う
証
拠
は

(
印
)

な
い
」
と
し
て
、
そ
の
影
響
を
深
刻
に
は
受
け
取
っ
て
い
な
い
。
し
か
し

議
事
手
続
委
員
会
の
評
価
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
覚
書
が
調
査
活
動
に
対
す

(
凶
)

る
大
き
な
制
約
で
あ
る
こ
と
は
事
実
な
の
で
あ
る
。

覚
書
の
内
容
に
関
す
る
問
題
は
三
つ
の
局
面
に
分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
①
公
務
員
の
匿
名
性
と
の
関
係
に
お
け
る
公
務
員
の
出
頭
と
証
言
の

限
界
の
問
題
、
②
内
閣
の
連
帯
責
任
を
理
由
と
す
る
証
言
の
限
界
の
問
題
、

③
情
報
提
供
を
拒
否
す
る
各
事
項
の
妥
当
性
の
問
題
で
あ
る
。
な
お
、
②

と
③
の
問
題
は
大
臣
の
証
一
一
百
に
お
い
て
も
同
じ
く
問
題
と
な
る
。
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註(
凹
)
同
・
(
リ
H
m
w
i目

(
H
m
w

∞m
w
l
匂
(
)
)
・
言
、
言
口

D
Z
A山
伊
良
司
印
「
白
同
町
印

(
国
)
迂
・
巳

E
P
E斗
・
同
旨
、

E
Z・5ω
・
報
告
書
は
、
こ
の
点
に

関
し
て
、
委
員
会
よ
り
も
学
者
の
方
が
強
く
批
判
し
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る

(Et--

(
悶
)
』
巴
且
問

p
gマB
E
C
S
2
・
民
主
i
S
ジ
ャ
ッ
ジ
は
、
調
査
に
お

け
る
障
害
の
典
型
的
事
例
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
省
庁
別
委

員
会
か
ら
議
事
手
続
委
員
会
に
報
告
さ
れ
て
い
な
い
事
例
が
あ
る

と
指
摘
し
て
い
る
(
芯
注
)
。

(
イ
)
公
務
員
の
出
頭
と
証
言

公
務
員
の
証
言
と
出
頭
に
関
す
る
執
行
府
の
主
張
は
、
公
務
員
の
匿
名

性
を
理
由
に
、
公
務
員
の
出
頭
と
証
言
を
全
く
認
め
な
い
と
す
る
の
で
は

な
く
、
公
務
員
の
出
頭
と
証
言
に
つ
い
て
大
臣
に
最
終
決
定
権
を
認
め
よ

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
際
の
運
用
に
お
い
て
は
、
省
庁
別
委

員
会
が
執
行
府
の
主
張
を
認
め
、
公
務
員
の
出
頭
と
証
言
と
を
め
ぐ
っ
て

執
行
府
と
委
員
会
と
の
窓
見
が
対
立
す
る
場
合
で
も
、
委
員
会
が
正
規
の

百
喚
権
を
行
使
せ
ず
に
、
双
方
が

|
l結
果
と
し
て
執
行
府
有
利
に

ー

l
妥
協
す
る
と
い
う
運
用
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

委
員
会
と
執
行
府
と
が
妥
協
す
る
の
は
実
際
的
理
由
に
よ
る
。
つ
ま
り
、

妥
協
が
成
立
し
な
い
な
ら
ば
、
出
頭
や
証
言
の
拒
否
の
問
題
は
委
員
会
か

ら
議
院
へ
と
報
告
さ
れ
、
庶
民
院
が
召
喚
を
命
令
す
る
た
め
に
は
議
決
を

要
す
る
か
ら
で
あ
る
。
庶
民
院
に
お
い
て
、
多
数
党
た
る
与
党
が
政
府
を

支
持
す
る
の
は
当
然
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

議
院
に
お
い
て
委
員
会
の
主
張
が
通
る
こ
と
は
倒
閣
を
意
味
し
、
ほ
と
ん

(m) 

ど
あ
り
得
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

北法45(1-2・182)182

学
説
に
お
い
て
は
、
今
日
の
大
臣
と
公
務
員
を
取
り
巻
く
状
況
に
お
い

て
、
公
務
員
の
匿
名
性
が
当
然
に
は
有
効
で
あ
り
得
な
い
旨
が
指
摘
さ
れ

(m) 

て
い
る
。
こ
の
点
は
、
議
会
行
政
監
察
員
や
各
種
の
行
政
審
判
所

(
叶
ユ

E
E
Z回
E
E
S
E
-『

5)と
い
っ
た
特
定
の
公
務
員
を
直
接
対
象
と

(
凶
)

す
る
行
政
監
視
制
度
の
発
達
に
よ
っ
て
も
例
証
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
省
庁

別
委
員
会
に
よ
る
調
査
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
行
政
監
視
の
一
環
と
し
て

(
邸
)

理
解
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
務
員
の
出
頭
と
証
言
に
つ
い
て
の
学
説

の
評
価
の
傾
向
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
公
務
員
の
寸
活
動
」
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
大
臣
責

任
制
が
機
能
す
る
場
面
、
す
な
わ
ち
、
大
臣
の
証
言
に
よ
っ
て
調
査
が
遂

行
で
き
る
場
面
で
は
、
公
務
員
の
出
頭
や
証
言
の
拒
否
を
承
認
す
る
の
が

(
邸
)

学
説
に
お
い
て
は
有
力
で
あ
る
。
他
方
、
公
務
員
の
「
行
為
」
に
関
す
る

調
査
に
つ
い
て
は
、
省
庁
の
行
為
に
不
適
当
な
点
が
あ
る
か
を
委
員
会
が

明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
関
係
す
る
公
務
員
と
大
臣
の
双
方
が

(m) 

調
査
の
正
当
な
対
象
に
な
る
と
す
る
学
説
が
あ
る
。
ま
た
、
ウ
エ
ス
ト
ラ
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ン
ド
事
件
の
よ
う
に
、
公
務
員
自
身
が
議
院
や
委
員
会
に
よ
る
責
任
追
及

に
曝
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
原
因
を
大
臣
が
作
り
出
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、

公
務
員
が
委
員
会
に
出
頭
、
証
言
し
て
自
ら
の
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
機

(
郎
)

会
を
大
臣
は
与
え
る
べ
き
と
さ
れ
る
。

第
二
に
、
委
員
会
と
執
行
府
と
の
妥
協
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て

委
員
会
が
必
要
な
証
言
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
政
府
が
自
ら
の
主

張
の
正
当
性
を
維
持
で
き
る
な
ら
ば
、
「
そ
れ
は
そ
れ
で
結
構
で
あ
る
」

(
悶
)

と
す
る
評
価
が
あ
る
。
し
か
し
、
妥
協
の
事
例
は
「
憲
法
原
則
よ
り
も
過(m) 

去
の
慣
行
を
都
合
よ
く
援
用
す
る
こ
と
に
依
拠
し
て
い
る
」
と
も
言
え
る
。

公
務
員
に
対
す
る
百
喚
権
行
使
は
法
の
上
で
は
無
制
約
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
を
議
事
手
続
委
員
会
を
は
じ
め
と
す
る
特
別
委
員
会
は
事
あ
る
毎
に
強

(m) 

調
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
妥
協
に
失
敗
す
る
な
ら
ば
、
立
法
府

と
執
行
府
と
の
問
の
均
衡
を
回
復
す
る
た
め
に
、
そ
の
疑
う
余
地
の
な
い

(
印
)

権
能
を
行
使
す
べ
き
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

註(盟
)
0
2〈巾『

hw
〉
ロ

a
z
e
言
、
ぎ
ロ

G
Z
ω
4
4
巳

ω印'

(問

)
h
k・
包

ω。
一
室
常
国

E
z
-
Sミ
白

=
O
B
S
-
巳

品

。

印

一

九

六

O
年

代
以
降
、
公
務
員
の
匿
名
性
が
衰
退
し
て
い
る
徴
候
が
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。

~
E
F・〉
-
C
E
P
E
E
S
-
5
S
K
応
、

R
S守
宅
ぎ

g
hお
白
星
雲
固
守
円
四
円
品

ω
可
O
F
C
N印
ω・
え

N印品
lN印
印
(
]
戸
市
出
斗

N)

(山

)
O
E〈巾『

hv
〉
E
2
5・
皇
、
さ
ロ

o
g
m
w叶
・
白
円

ωhH・
。
室
町
出
『
印
『
白

-Y

ミ
ぎ
な
町
内

3
・

cs・
』
む
さ
き

h
p
g
k
o
f
v内芯
C
室
内
喜
苦
言

?
5
n
-国
見

5
宅

(四円同)唱
H
V
口出「
R

F
〉〈〈〉
Z
ロ
M
V
o
r
-
4
【門的∞
0
・
巳
∞
品
l

∞印
(
]
F
m
w

∞め)・

(国

)
O
E
R
h
r
〉
口
氏

5
・
g
h
q白
ロ

O
R
句
、
吋
・
巳

ω品
伺
同
町
白
言
。

E
P

皇
、
吋
白
口

C
Z
H
N
ω
・白門

N印。

N印∞

(
国
)
例
え
ば
、
プ
レ
イ
ジ
ー
は
、
大
臣
へ
の
助
一
言
、
政
策
に
関
す
る

省
庁
聞
の
意
見
交
換
、
政
治
的
対
立
に
属
す
る
事
項
は
証
言
す
べ

き
で
は
な
く
、
「
主
要
な
例
外
」
で
あ
る
と
す
る
(
見
E
R
E
-

n
c
z↓ヨ河
5
Z〉
戸
田
V

同
〉
門
ゴ

2
5
0
口
。
∞
∞
]
)
。
マ
ー
シ
ャ
ル
も
同
旨

(
玄
白
吋
印

E
戸
雲
市
S
ロ
C
Z
⑦山

Y
出斤

hHA山斗)。

(
凹
)
宮
向
島
白
=
喝
さ
可
否
ロ

o
g
α
m
Y
R
K
H
A可

(国

)
2
2巾「

hv
〉

5
t
p
g
H
M
S
ロ
O
R
C
4・
MW門
ω
?
ω
め
一
国
内
ロ
ロ
巾
日
目
日
子

向足、喝、。ロ
ccw
匂
J

ア
白
円
。
。

(
凶
)
回
国
〉
N
日

F
S
Y肩
口

D
Z
H
N
A
Y
出
門
戸
∞
。

(
印
)
宮
〉
周
回
国
〉

F
言
、

s
g
Z
J可
戸
川
島

N
N斗・

(m)
例
え
ば
、
ウ
エ
ス
ト
ラ
ン
ド
事
件
で
は
、
結
局
政
府
と
妥
協
し

た
も
の
の
、
国
防
委
員
会
は
そ
の
立
場
を
貫
い
た
。

(
印
)
回
目
〉
包
男
温
室
、
さ
ロ

D
Z
H
N
m
T
同
門
戸
∞

mwe
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(
ロ
)
連
帯
責
任
を
理
由
と
す
る
証
言
拒
否
、
そ
の
他
の
拒
否
事
項

覚
書
は
、
内
閣
の
連
帯
責
任
の
保
護
を
理
由
と
し
て
、
公
務
員
の
証
言

謝
絶
事
項
を
列
挙
し
て
い
る
(
本
款
三
(

C

)

参
照
)
。
ま
た
大
臣
も
、
連
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帯
責
任
の
維
持
を
理
由
と
し
て
、
覚
書
が
列
挙
す
る
事
項
に
づ
き
、
証
言

を
拒
否
す
る
こ
と
が
あ
る
。
従
来
、
責
任
内
閣
制
の
内
容
の
一
つ
と
し
て
、

内
閣
の
連
帯
責
任
(
一
体
性
)
を
保
持
す
る
た
め
に
閣
内
の
機
密
性
を
維

(
郎
)

持
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
責
任
内
閣
制
が
情
報

公
商
の
方
向
に
お
い
て
理
解
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
質
的
に

(
削
)

維
持
さ
れ
て
い
る
習
律
で
あ
る
。
但
し
、
大
臣
へ
の
公
務
員
の
助
言
に
関

す
る
情
報
が
拒
否
事
由
と
さ
れ
る
の
は
大
臣
責
任
制
が
機
能
す
る
場
合
で

{
ぼ
)

あ
る
か
ら
と
も
言
え
る
。

他
方
、
そ
の
他
の
情
報
提
供
の
拒
否
に
関
す
る
覚
書
の
列
挙
事
由
は
、

抽
象
的
に
は
是
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
学
説
か
ら
は
、
そ
の
具

体
的
運
用
に
お
け
る
執
行
府
の
情
報
提
供
の
拒
否
は
、
執
行
持
が
理
解
す

る
議
会
へ
の
責
任
の
果
た
し
方
の
観
念
に
と
っ
て
脅
威
と
な
る
こ
と
を
理

由
と
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
批
判
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
観
念
が
、
政
策

形
成
に
関
す
る
情
報
源
に
庶
民
院
が
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
と
、
政
策
形
成

過
程
に
独
自
の
情
報
を
も
っ
て
庶
民
院
が
関
与
す
る
こ
と
と
を
妨
げ
て
い

(
悶
)

る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

註(
朗
)
を
〉
口
問
ム
野
町
主
口
門
戸

hsy白
目
司
需
品
川
出

4

山
内
呂
∞

tHS

(
出
)
玄
常
国
E
F
-
-
Eミ
P
E
Z
H
N
h
r
巳
∞
日
目

(悶

)
E
-
m
H同
∞
一
戸

(
悶
)
玄
MW『
加
古
田

}
Y

富
市
還
ロ
門
》
Z
H
N
h
r
M
W
H
∞m
こ
の
観
今
山
は
ホ
ワ
イ
ト

ホ
ー
ル
・
モ
デ
ル
の
下
で
理
解
さ
れ
る
責
任
内
閣
制
綴
に
基
づ
く

も
の
と
言
え
る
。
一
十
ベ
庶
民
院
や
学
説
は
、
よ
り
リ
ベ
ラ
ル
・

モ
デ
ル
的
に
理
解
さ
れ
る
責
任
内
閣
制
観
を
支
持
し
て
い
る
と
恩

わ
れ
る
。
例
え
ば
、
マ
ー
シ
ャ
ル
は
「
庶
民
院
が
今
や
こ
の
よ
う

な
責
任
の
果
た
し
方
を
望
ん
で
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」

と
指
摘
す
る
(
を
三
。

{
b
)
大
臣
に
対
す
る
召
喚
権
の
是
非

省
庁
別
委
員
会
が
有
す
る
現
在
の
召
喚
権
や
文
書
提
出
要
求
権
の
範
闘

を
大
臣
や
省
庁
に
拡
大
す
る
案
は
以
前
か
ら
論
議
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。

一
九
七
八
年
議
事
手
続
委
員
会
第
一
次
報
告
書
に
お
い
て
は
、
出
頭
と
証

言
を
大
臣
に
対
し
て
要
求
す
る
権
限
を
特
別
委
員
会
に
付
与
す
べ
き
こ
と

(
国
)

が
勧
告
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
省
庁
別
委
員
会
に
当
該
権
限
は
付
与
さ

れ
な
か
っ
た
。

一
九
九

O
年
議
事
手
続
委
員
会
第
二
次
報
告
書
に
お
い
て
は
、
『
新
た

な
ま
た
は
さ
ら
な
る
権
能
が
必
要
で
あ
る
と
か
、
〔
そ
れ
ら
の
権
能
に
よ

っ
て
委
員
会
が
〕
よ
り
機
能
的
に
な
る
と
は
考
え
な
い
」
と
し
て
、
消
」
極

(国
)

j

的
立
場
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
理
由
と
し
て
、
①
議
院
の
多
数
派
が
政
府
・

与
党
を
占
め
る
現
状
で
は
、
意
味
あ
る
変
化
が
期
待
で
き
な
い
こ
と
、
②

北法45(1-2-184) 184 
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大
臣
の
拒
否
に
対
し
て
は
議
員
達
か
ら
の
悪
評
に
よ
る
抑
止
効
果
が
期
待

さ
れ
る
こ
と
、
③
議
院
の
命
令
を
求
め
る
と
い
う
究
極
手
段
が
委
員
会
に

(
即
)

残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
但
し
、
こ
の
消
極
意
見
に
は
憲
法

上
の
理
由
が
内
在
し
て
い
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
大
臣
の
召
喚
権
や

官
庁
へ
の
文
書
提
出
要
求
権
を
委
員
会
に
授
権
し
な
い
こ
と
は
、
イ
ギ
リ

ス
に
お
け
る
議
会
と
執
行
府
と
の
聞
の
基
本
習
律
と
し
て
の
権
能
行
使
の

自
制
の
現
れ
と
も
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
法
的
に
は
無
限
定
の

(
川
)

権
能
で
あ
っ
て
も
そ
の
限
界
ま
で
は
行
使
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
自
制
が
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
権
力
分
立
の
出
発
点
で
あ
り
、
執
行
部

(
凶
)

の
独
自
性
確
保
の
顕
現
な
の
で
あ
る
。

註(即
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z
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∞
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Z
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E
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N
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3
R
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則
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玄
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Z
R
r
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ロ

O
R
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N
O
H

(
凶
)
切

N
弓
自
白

r
p
U白
印
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h
w
H
-
一
同
旨
巾
口

gユ
同
門
宮
市

C
口
円
巾
『
印
巳
門
町
ロ
ロ
閥
的
「
町
内
町
門
回
口

H
W
ロ
色
白
ロ
【
同
一
〈
D
「
F
-
-品

2
口
市
『
弘
司
巴
門
的
円
『
回
巾
口
問
巾
『
D
『
ヨ
ア
印
⑦
∞

(
H
m
v
m
w
H
)

・

(

C

)

庶
民
院
と
執
行
府

出
頭
や
証
言
に
つ
い
て
委
員
会
と
執
行
府
と
の
間
に
妥
協
が
図
ら
れ
な

い
場
合
、
そ
の
解
決
は
議
院
に
委
ね
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
「
特
別
委
員

会
へ
の
情
報
提
供
の
拒
否
に
関
し
て
、
議
院
に
お
い
て
広
汎
か
っ
一
般
的

な
関
心
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
」
場
合
に
は
、
当
該
拒
否
に
関
す

る
審
議
を
開
催
す
る
時
間
を
政
府
の
持
ち
時
間
の
中
か
ら
提
供
す
る
旨
の

(ω) 

院
内
総
務
の
確
約
に
し
た
が
っ
て
、
議
院
に
お
け
る
審
議
が
行
わ
れ
、
妥

協
点
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
妥
協
の
た
め
の
努
力
を
尽
く

す
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
執
行
府
は
法
の
上
で
は
国
王
で
あ
り
、
議
会
と
国

王
と
の
間
に
は
、
封
建
的
遺
産
に
基
づ
く
相
互
の
尊
重
と
い
う
歴
史
的
関

係
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
は
、
国
王
が

(

山

由

)

庶
民
院
に
命
令
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
手
続
に
お
い
て
も
妥
協
で
き
な
い
場
合
に
は
、
召
喚
命
令
、
文
書

提
出
命
令
、
文
書
提
出
の
上
奏
を
求
め
る
動
議
を
委
員
会
が
議
院
に
提
出

す
る
こ
と
に
な
る
。
庶
民
院
自
体
は
、
証
人
の
出
頭
や
証
言
、
文
書
提
出

に
関
し
て
無
制
約
の
権
能
を
有
す
る
。
但
し
実
際
に
は
、
多
数
党
で
あ
る

与
党
が
政
府
を
支
持
し
て
い
る
の
で
委
員
会
の
動
議
が
可
決
さ
れ
る
こ
と

は
通
常
あ
り
得
な
い
。
ま
た
、
議
院
が
命
令
な
い
し
上
奏
を
議
決
し
た
場

合
(
す
な
わ
ち
、
政
府
・
与
党
と
野
党
と
の
対
立
が
庶
民
院
と
執
行
府
と

の
対
立
に
移
行
し
た
場
合
)
、
執
行
府
が
そ
の
議
決
を
拒
否
す
る
こ
と
は

北法45(1-2・185)185
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「
憲
法
的
島
」
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
場
合
、
国
王
は
、
大

(
附
)

臣
の
助
言
と
庶
民
院
の
上
奏
と
の
聞
の
対
立
に
直
面
す
る
。
か
く
し
て
、

そ
の
よ
う
な
対
立
を
避
け
る
べ
く
、
執
行
府
は
議
院
の
命
令
や
上
奏
に
従

う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
庶
民
院
と
執
行
府
の
関
係
に
お
い
て
は
、

証
人
の
出
頭
と
証
言
や
文
書
提
出
に
つ
い
て
、
執
行
府
に
対
す
る
庶
民
院

の
優
位
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
省
庁
別
委
員
会
の
調
査
に
お
け
る
大
臣
や
公
務
員
の
責
任
確

保
に
関
す
る
全
体
的
評
価
を
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
憲
法
モ
デ
ル
と
の
関

(
凶
)

係
で
ま
と
め
て
お
く
。
執
行
府
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ホ

l
ル
・
モ
デ
ル
の
下
で

理
解
さ
れ
る
責
任
内
閣
制
を
基
本
と
し
て
、
省
庁
別
委
員
会
の
調
査
活
動

に
お
い
て
そ
の
責
任
を
果
た
そ
う
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
覚
書
に
表
さ

れ
る
、
公
務
員
の
匿
名
性
や
機
密
性
の
維
持
に
対
す
る
執
行
府
の
態
度
に

見
出
さ
れ
る
。
但
し
、
庶
民
院
や
学
説
は
よ
り
リ
ベ
ラ
ル
・
モ
デ
ル
的
な

責
任
内
閣
制
を
基
本
と
す
る
。
例
え
ば
そ
の
こ
と
は
、
公
務
員
の
出
頭
等

に
関
し
て
委
員
会
と
執
行
府
が
妥
協
で
き
な
い
場
合
に
は
、
公
務
員
に
対

す
る
正
規
の
召
喚
権
を
行
使
す
べ
し
と
い
う
主
張
に
表
れ
て
い
る
。
現
在

の
と
こ
ろ
、
委
員
会
と
執
行
府
の
関
係
に
お
い
て
は
、
公
務
員
の
出
頭
や

証
言
に
つ
い
て
は
委
員
会
の
優
位
を
確
保
し
、
大
臣
の
出
頭
・
証
言
や
省

庁
か
ら
の
文
書
提
出
に
つ
い
て
は
、
権
力
分
立
を
理
由
と
す
る
二
疋
の
限

界
を
認
め
る
(
召
喚
権
と
文
書
提
出
要
求
権
を
授
権
し
な
い
)
線
で
両
モ

デ
ル
は
折
衷
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
庶
民
院
と
執
行
府
と
の
関
係
に
お

い
て
は
、
妥
協
(
自
制
)
と
い
う
限
界
が
働
く
と
は
い
え
、
庶
民
院
の
命

令
な
い
し
上
奏
が
最
終
的
に
は
通
る
の
で
、
そ
の
意
味
で
リ
ベ
ラ
ル
・
モ

デ
ル
が
貫
徹
し
て
い
る
と
も
解
さ
れ
る
。
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註(
山
)
句
史
凶
国

-n・0
巾

σ
a
n
o
-
H
ω
H
N
(
H
A
凶
』
田
口

H
m
w
∞

同

)

(
出
)
玄
詩
的

Z
R
r
g』

v
g
g
g
叶
戸
町
民
斗
N
a

(
凶
)
の
問
【
ヨ
コ
国
侍

-
N
4
5
e
h凶
門
品
印
同

(
国
)
去
〉
間
的
司
〉
「

T
S可
否
ロ
O
丹

市

吋

「

mw丹
、
吋

N
・

(
凶
)
リ
ベ
ラ
ル
・
モ
デ
ル
と
ホ
ワ
イ
ト
ホ

l
ル
・
モ
デ
ル
に
関
す
る

説
明
に
つ
き
、
第
二
章
第
一
節
第
二
款
一
(
北
大
法
学
論
集
四
四

巻
五
号
[
一
九
九
四
年
]
一
二
六
三
頁
以
下
)
参
照
。
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー

ル
・
モ
デ
ル
の
下
で
理
解
さ
れ
る
責
任
内
閣
制
に
つ
き
、
第
二
章

第
二
節
第
二
款
三
(
北
大
法
学
論
集
四
四
巻
五
号
[
一
九
九
四
年
]

一
二
七
七
頁
以
下
)
参
照
。
責
任
内
閤
制
に
関
す
る
理
解
の
相
違

と
委
員
会
に
よ
る
調
査
と
の
関
係
に
つ
き
、
第
三
章
第
一
節
第
四

款
ニ
(
北
大
法
学
論
集
四
四
巻
六
号
[
一
九
九
四
年
]
一
七
九
七

頁
以
下
)
参
照
。



第

款

情
報
の
公
開

イギリス庶民院における調査委員会制度 (3・完)

委
員
会
と
報
道
機
関

(
a
)
報
道
機
関
の
関
心
の
増
加

政
府
内
過
程
の
公
開
性
の
増
大
も
ま
た
省
庁
別
委
員
会
の
目
的
と
し
て

挙
げ
ら
れ
日
。
大
臣
と
公
務
員
の
責
任
が
確
保
さ
れ
る
た
め
に
も
、
政
府

(
附
)

の
活
動
や
決
定
に
関
す
る
情
報
の
公
開
は
不
可
欠
で
あ
る
。
特
に
こ
の
こ

と
は
、
単
に
執
行
府
と
庶
民
院
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、
国
民
を
含
め
た
関

係
に
お
い
て
執
行
府
の
責
任
を
確
保
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
了
解
で
き
る
。

そ
し
て
、
省
庁
別
委
員
会
か
ら
国
民
へ
の
情
報
の
流
通
を
考
え
る
場
合
、

(
凶
)

そ
の
重
要
な
媒
介
が
報
道
機
関
な
の
で
あ
る
。

連
絡
委
員
会
や
議
事
手
続
委
員
会
は
、
委
員
会
か
ら
の
報
告
書
数
の
増

加
に
伴
い
、
省
庁
別
委
員
会
に
対
す
る
報
道
機
関
の
注
目
が
増
加
し
た
旨

(
則
)

を
指
摘
す
る
。
例
え
ば
、
委
員
長
が
委
員
会
の
任
務
の
範
囲
内
の
事
項
に

関
し
て
報
道
機
関
に
論
評
を
求
め
ら
れ
る
機
会
が
増
加
し
、
委
員
会
報
告

(
悶
)

書
が
新
聞
等
の
大
き
な
記
事
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

但
し
、
委
員
会
に
よ
る
調
査
が
情
報
公
開
に
資
す
る
か
に
は
、
議
会
と
報

(
即
)

道
機
関
と
の
関
係
と
い
う
要
素
が
絡
む
点
に
注
意
を
要
す
る
。
議
会
自
体

の
国
民
に
対
す
る
広
報
制
度
が
限
定
さ
れ
、
情
報
流
通
を
報
道
機
関
に
依

存
す
る
と
い
う
現
状
を
前
提
に
す
る
な
ら
ば
、
議
会
を
通
じ
た
政
府
情
報

の
公
開
促
進
は
、
①
議
会
に
関
す
る
情
報
を
報
道
機
関
が
利
用
す
る
可
能

(
悶
)

性
や
②
報
道
機
関
自
体
の
関
心
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
議

(
臥
)

会
の
報
道
機
能
を
過
大
視
し
で
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
省
庁
別
委
員
会
に
よ
る
証
人
尋
問
の
テ
レ
ピ
中
継
に
つ
い
て
、

(
邸
)

圧
倒
的
多
数
の
省
庁
別
委
員
会
は
積
極
的
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
連
絡
委

員
会
は
、
テ
レ
ビ
中
継
は
特
別
委
員
会
の
運
用
に
対
す
る
害
と
は
な
ら
な

い
だ
ろ
う
し
、
逆
に
相
当
に
特
別
委
員
会
の
運
用
が
強
化
さ
れ
得
る
と
評

(
邸
)

価
し
て
い
る
。
し
か
し
、
非
協
力
的
な
証
人
の
場
合
、
委
員
会
の
無
力
を

(
即
)

露
呈
す
る
結
果
と
も
な
り
得
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。

註(
叩
)
司
・

2
E百
四
回
-
ザ
司
ぎ
町
民
白
句
慰
霊
ヘ
山
内

psa〉
-
ロ
の

-
P
2
2

(
え
)
・
↓
E

Z開
垣

間

開

5
3
n
c
z
Eコ
図
的

ωS-
白
円

ω吋∞
(
N

己
旦
-

H
m
w

∞∞) 

(
国
)
叶
己
号
室

-
S
3
6
口

D
R
⑦
∞
・
回
片
印
印
ψ
1
印。
0
・

(
凶
)
議
事
手
続
委
員
会
は
、
省
庁
別
委
員
会
と
報
道
機
関
は
共
生

(
出
リ

E
Z
o
t
n
)
関
係
に
あ
る
と
す
る
(
芯
注
)
。

(
問
)
出
わ
ゆ
N
(
H
ψ

∞N
S
∞
ω)
・
室
、
言
ロ
o
z
h
F
P
由
同
古
田

E
∞
何
回
・
。
-
H
匂

同

(
巴
∞
句
。
。

)agマ
白
ロ
O
円

mg-血
門
官
邸
円

8
・N
5

・N
N
O

議
事
手
続
委

員
会
は
、
特
に
定
期
刊
行
の
専
門
誌
か
ら
の
取
材
が
多
く
な
っ
た

と
す
る
(
広
忠
吉
E

N

H
め
)
0
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研究ノート

(
阻
)
国
固
め
・
戸
市
町
円
(
阿
川
w
m
w
m
w
l
ゆ
O
)
・
皇
、
S
ロ。丹市合印・印仲間)白
E
-
N
N
0
・

(
問
)
ま
た
、
省
庁
別
委
員
会
に
対
す
る
報
道
機
関
の
関
心
の
増
大
は

概
括
的
主
張
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
を
支
持
す
る
体
系
的
デ
ー
タ
な
い

し
経
験
的
証
拠
が
少
な
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る

C
E問
少
量
ミ
白

口
C

丹市
G
A
F

伊丹ゆ∞)。

(
問
)
河
・

5
問『
5
p
p
hミ
史
認
』

u
E
S苦
言

E
q
n
s
s言
書
2
・
H
F
司
H
S
せな

円札
h
B
E
芸
品
『

H
E
P
-偽
可
守
室
、
，
E
』
内
問
。
円
骨
肉
切

3
5
r
h
s
h宮
内

F
B

H
J
R
〉
司

-
U
3
1
8
0
(呂
忠
)
'
ま
た
、
議
事
手
続
委
員
会
報
告
書

は
、
次
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
(
国
わ

E
ー二
5
3
l
g
]・
言
、
B

E
g
g
-
白片方白日・

2
3。
①
報
告
書
の
う
ち
、
政
府
批
判
の
部
分

の
み
が
報
道
さ
れ
る
こ
と
で
報
告
書
の
趣
旨
が
誤
解
さ
れ
る
。
②

公
聴
会
に
対
す
る
関
心
が
少
な
い
。
③
大
部
分
の
委
員
会
審
議
が

特
定
の
曜
日
(
水
曜
日
)
に
集
中
す
る
た
め
完
全
な
取
材
を
受
け

な
し
。

(出
)

E

ω

言
語

h
F
F
E
F
言
、
司
自
国
。
R

N

品・同
H
N
ω

。
・
ま
た
、
今
世
紀

に
お
け
る
議
会
と
報
道
機
関
と
の
関
係
の
最
も
重
要
な
特
質
が
緊

張
・
跨
踏
・
懐
疑
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
句
問
問

。・
ω
q
g
O
R
C
2・』
ν
白
忌
白
書
室
町
白

E
ミ白

z
n白書事
S
R
B
R
S師
H
S

H
Fぬ
叫

3
8
向さ
hsngse-
百
∞
・
〉
-t弓〉
F
R
F
E
ロ
(
邑
・
)
・
叶
Z

開
。
o
z
z
o
E

2
4
Z
開
叶
垣
2

4

開
塁
打
開
2
4巴
悶
J

同町一山斗
(
H

句、吋匂)・

(
邸
)
固
め
'
H
m
w
l
H
(
H
m
w
m
w
ゆ
t
m
w
o
y
h
ヌ』マさ口
O

Z

G
印
唱
え
℃
白
E
-
N
H

∞

(
邸
)
出
・
。

-S(呂
∞
ω
l
∞
品
)
・
留
守
白
ロ
D
Z
主
-
巳
宮

Z
・∞斗

(即

)
U
5
4
2予
留
守

a
g
Z
2・
忠
広
ω

(
胤
)

(
b
)
委
員
会
に
関
す
る
情
報
の
漏
洩

報
道
機
関
が
省
庁
別
委
員
会
に
関
心
を
よ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、

委
員
会
報
告
書
の
内
容
の
事
前
漏
洩
と
い
っ
た
問
題
が
生
じ
て
き
た
。
委

員
会
の
審
議
ま
た
は
公
表
前
の
報
告
書
に
関
す
る
内
容
の
漏
洩
は
擬
制
的

(
悶
)

議
会
侮
辱
罪
行
自
己

E
E
Z
の

g
z
E昆
)
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
委

員
会
に
よ
る
調
査
に
対
す
る
報
道
機
関
の
関
心
の
増
加
を
反
映
し
て
、
近

年
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
議
会
侮
辱
罪
に
問
わ
れ
る
事
例
が
増
加
し
て
い

(
削
)

る
の
で
あ
る
。
但
し
、
近
年
の
事
例
に
お
い
て
は
、
報
道
機
関
が
情
報
源

を
秘
匿
す
る
た
め
に
、
議
院
が
漏
洩
者
を
同
定
で
き
な
い
の
が
実
情
で
あ

る
。
そ
し
て
、
元
の
漏
洩
者
が
判
明
し
な
い
場
合
、
議
院
は
公
表
し
た
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
処
罰
す
る
の
に
消
極
的
態
度
を
と
る
の
で
あ
る
。

一
九
八
五
年
、
起
草
中
の
内
務
委
員
会
報
告
書
の
内
容
が
漏
洩
し
、
タ

イ
ム
ズ
紙
上
に
お
い
て
公
表
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
事

件
を
検
討
し
た
特
権
委
員
会
は
、
特
別
委
員
会
報
告
書
の
内
容
の
漏
洩
に

つ
き
、
特
別
委
員
会
の
発
達
と
進
展
に
照
ら
し
て
検
討
を
行
い
、
次
の
よ

(
削
)

う
に
勧
告
し
た
。
①
特
権
を
全
て
の
事
例
に
お
い
て
行
使
す
る
必
要
は
な

い
(
宮
『
P
印
。
)
。
②
漏
洩
が
委
員
会
の
機
能
に
対
す
る
実
質
的
妨
害

(EU凹
g
ロ
江
巳
百
丹
市
江
市
「
g
n
m
)
の
原
因
と
な
る
、
ま
た
は
、
な
り
得
る
と

い
う
現
に
深
刻
な
事
例
を
扱
う
た
め
に
従
来
の
規
則
を
維
持
す
べ
き
で
あ
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る
(
宮

E
・2
)。
③
当
該
漏
洩
に
責
任
の
あ
る
議
員
と
漏
洩
さ
れ
た
情
報

を
公
表
し
た
出
版
者
と
が
と
も
に
等
し
く
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

(宮『白・

2)。
④
出
版
者
を
処
罰
す
る
場
合
は
、
議
事
堂
内
の
活
動
停
止

が
適
当
で
あ
る
(
宮

Z
・
叶
。
)
。
そ
し
て
、
間
報
告
書
は
自
主
投
票
(
マ
2

5
F
党
議
拘
束
の
な
い
投
票
)
に
よ
っ
て
庶
民
院
で
支
持
さ
れ
た
の
で
あ

(
即
)

る。

イギリス庶民院における調査委員会制度 (3・完)

一
九
八
五
年
末
、
酸
性
雨
に
関
す
る
環
境
委
員
会
報
告
書
の
内
容
が
起

草
中
に
漏
洩
し
、
タ
イ
ム
ズ
紙
に
お
い
て
公
表
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
再

び
発
生
し
た
。
こ
の
事
件
は
先
の
特
権
委
員
会
勧
告
に
し
た
が
っ
た
取
り

扱
い
が
な
さ
れ
、
ま
ず
、
環
境
委
員
会
が
漏
洩
に
関
す
る
調
査
を
行
っ
た
。

環
境
委
員
会
は
漏
洩
源
を
特
定
で
き
な
か
っ
た
が
、
当
該
漏
洩
が
委
員
会

(
邸
)

運
営
の
深
刻
な
妨
害
と
な
る
旨
の
特
別
報
告
書
を
議
院
に
提
出
し
た
。
同

特
別
報
告
書
は
自
動
的
に
特
権
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
当
事
者
の
聴
聞
を

(
山
川
)

経
て
以
下
の
結
論
に
達
し
、
議
院
に
勧
告
し
た
。
す
な
わ
ち
、
①
当
該
公

表
は
委
員
会
運
営
へ
の
実
質
的
妨
害
に
あ
た
る
。
②
漏
洩
者
の
某
及
び
出

版
者
は
議
会
侮
辱
罪
を
犯
し
た
。
③
議
会
付
の
記
者
に
つ
い
て
は
六
ヶ
月

(
邸
)

聞
の
議
事
堂
内
の
活
動
停
止
、
タ
イ
ム
ズ
社
に
つ
い
て
は
ロ
ビ

l
通
行
証

一
枚
の
六
ヶ
月
間
の
没
収
と
い
う
処
罰
が
適
当
で
あ
る
。
こ
の
勧
告
は
、

(
胤
)

一
部
に
重
要
な
修
正
を
施
さ
れ
、
庶
民
院
で
支
持
さ
れ
た
。
そ
の
重
要
な

修
正
と
は
、
「
議
院
に
報
告
さ
れ
る
以
前
に
起
草
中
の
特
別
委
員
会
報
告

書
を
暴
露
し
た
議
員
を
処
罰
す
る
の
は
適
当
で
あ
る
が
、
単
に
仕
事
を
し

た
が
故
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
処
罰
す
る
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
」
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
漏
洩
源
が
同
定
さ
れ
な
い
以
上
、
関
係
記
者

と
出
版
者
は
と
も
に
処
罰
し
な
い
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
特
権
委
員
会
の

③
勧
告
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
庶
民
院
は
、
漏
洩
源
が
同
定
で
き
な

い
場
合
に
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
議
会
侮
辱
罪
で
処
罰
す
る
こ
と
に
対

し
て
消
極
的
態
度
を
と
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

但
し
、
こ
の
議
院
の
消
極
的
態
度
に
対
し
て
は
、
議
事
手
続
委
員
会
が

(
閉
山
)

批
判
し
て
い
る
。
ま
ず
、
議
事
手
続
委
員
会
は
、
報
告
書
の
漏
洩
を
、
①

内
容
に
関
す
る
委
員
会
の
同
意
後
か
ら
報
告
書
公
表
ま
で
の
聞
の
漏
洩
と

②
報
告
書
の
起
草
段
階
(
同
意
前
)
に
お
け
る
漏
洩
と
に
区
別
す
る

G
R
8・N
N
ω
t
N
N
S

。
そ
し
て
、
①
は
、
報
告
書
の
政
府
に
対
す
る
イ
ン

パ
ク
ト
を
散
漫
に
す
る
、
報
告
書
の
趣
旨
が
誤
解
さ
れ
る
虞
が
あ
る
点
で

委
員
会
の
運
営
を
害
す
る
と
す
る
(
宮
『
国
N
N
品
)
。
特
に
②
に
つ
き
、
「
特

別
委
員
会
制
度
全
体
の
破
壊
」
と
す
る
(
冨

E
・
お
め
)
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の

よ
う
な
漏
洩
は
、
議
院
と
委
員
会
ス
タ
ッ
フ
と
の
聞
の
信
頼
関
係
を
損
な

う
か
ら
で
あ
り
、
問
題
を
検
討
し
時
に
は
政
府
を
猛
烈
に
批
判
す
る
こ
と

を
超
党
派
の
議
員
が
容
易
に
で
き
る
点
に
省
庁
別
委
員
会
の
実
効
性
が
大

き
く
依
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
官
民
国
-
N
N
g

。
し
た
が
っ
て
、
委
員
会

報
告
書
の
事
前
漏
洩
に
関
し
て
、
報
道
機
関
は
、
公
益
と
公
衆
に
興
味
を

北法45(1-2・189)189
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も
た
せ
る
利
益
と
を
混
同
す
る
危
険
に
陥
っ
て
お
り
(
宮
E
-
N
N
∞
)
、
議
院

の
処
罰
に
対
す
る
消
極
的
態
度
は
、
正
し
く
な
い
立
場
へ
の
黙
従
な
い
し

受
容
と
思
わ
れ
る
と
し
て
い
る
(
宮
E
-
N
N
匂)。

議
事
手
続
委
員
会
が
報
告
書
の
事
前
漏
洩
に
強
硬
な
立
場
を
示
す
の
は
、

省
庁
別
委
員
会
の
第
一
の
目
的
を
庶
民
院
に
対
す
る
執
行
府
の
責
任
確
保

と
理
解
し
て
お
り
、
そ
れ
と
調
和
す
る
限
り
で
の
情
報
公
開
を
目
指
し
て

(
胤
)

い
る
こ
と
の
現
れ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

註(
瑚
)
議
会
特
権
の
観
点
か
ら
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
邦
語
文
献
と
し
て
、

原
因
一
明
「
英
米
流
「
強
い
自
律
権
」
論
の
検
討
|
イ
ギ
リ
ス
「
議

会
特
権
」
の
動
向
(
五
・
完
)
L

都
立
大
法
学
会
雑
誌
三
三
巻

一
号
(
一
九
九
二
年
)
七
一
頁
以
下
参
照
。

(
即
)
庶
民
院
決
議

(2・[広
ω
叶]・
N

∞
N
)

に
基
づ
く
。
め
同
町
宮
〉
ア
巳

]
戸

N
N
l
H
N
品・

(
瑚
)
一
九
七
一
年
以
降
六
件
あ
る
(
一
九
八
九
年
現
在
)
。

(
則
)
国
-
n
印
印
印
(
同
匂
∞
品
t

∞
印
)
・
∞
内
向
。
ロ
品
問
巾
句
。
『
円
四
『
D
百
円
『
巾
n
c
B
B
F
門
丹
市
巾

。同司『』〈広巾明巾印・

(問
)

m

Y
抽
出
(

V

・0
巾
σ
g
z
-
N
。。
tN
。
印
(
同
∞
冨
白
『
同
ゆ
∞
印
)

(
邸
)
出
わ
ぬ
]
己

(
H
m
w
∞印
t

∞め)・

ω

巾
円
。
ロ
込
山
u
m
口
回
目
-
河
巾
U
C
『
骨
骨
O

B

吾巾

何
ロ
〈
旬
。
ロ
自
の
口
同
の
c
g
E芹
Z
P
F
R
w
r
o
問
。
『
田
町
仲
間
耐
の
唱
。
ユ
〉
巳
ι
閉山巳ロ

(
胤
)
町
内
・
め
ω
吋
め

(
H
m
v
∞印
t
∞
。
ァ
ヨ
「
印
円
周
巾
司
。
ユ
『
「
。

s
s
m
n
o自由民門司巾

。][司『同〈己市岡巾凶

(
間
)
ロ
ピ

l
p
s
z
)
と
は
、
庶
民
院
の
議
員
ロ
ビ

l
(冨
S
H
Z
3
.

「D
F
U
吋
)
、
貴
族
院
の
貴
族
ロ
ビ

l

(
司
2
3
.
E
Z可
)
を
指
す
。

ロ
ビ

I
の
中
に
は
、
経
験
を
積
ん
だ
記
者
の
中
か
ら
代
表
と
し
て

選
任
さ
れ
、
議
院
の
許
可
を
受
け
た
記
者
し
か
立
ち
入
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
同
》
「
〉
2
2・
司
馬
「
E
F
E
E
d
-
z
話
相
互
D
口何回
z
t弓
2
5
5
0

(]戸ゆ∞匂)

(
蹴
)
ゆ
∞

z
n
u
z
y
円O
Z
N
@
ω
1
ω
ω
N
(
N
C
F
向白可
H
m
w
∞め)・

(
即
)
国
わ
呂
l
H
(
呂
∞
。
ー
さ

)
-
Sミ
白
目
。
丹
市
2

・
巳
宮
E
M
-
N
N
ω
1
N
2

(
蹴
)
議
事
手
続
委
員
会
は
、
情
報
の
公
開
を
省
庁
別
委
員
会
の
「
有

益
な
、
し
か
し
本
質
的
に
は
偶
然
の
副
産
物
」
と
表
現
し
て
い
る

(R-mw門司白『白・
ω
印、叫)。
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委
員
会
と
圧
力
団
体

省
庁
別
委
員
会
は
、
議
院
外
に
情
報
提
供
を
行
う
だ
け
で
は
な
く
、
議

院
外
か
ら
の
情
報
を
収
集
す
る
と
い
う
機
能
も
有
す
る
。
そ
の
際
、
典
型

{
胤
)

的
関
係
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
省
庁
別
委
員
会
と
圧
力
団
体
と
の
関
係

で
あ
る
。
両
者
が
関
係
を
持
つ
利
点
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
第
一

に
、
委
員
会
の
側
か
ら
の
利
点
と
し
て
、
圧
力
団
体
が
大
臣
や
省
庁
か
ら

だ
け
で
は
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
議
会
外
の
事
実
や
意
見
に
関
す
る
情
報

源
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
省
庁
別
委
員
会
の
う
ち
特
定
の
委
員
会



イギリス庶民院における調査委員会制度 (3・完)

に
お
い
て
は
、
大
臣
や
公
務
員
よ
り
も
圧
力
団
体
の
方
が
多
く
の
証
拠
を

(m) 

提
供
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
委
員
会
は
、
議
会
外
か
ら
の

(m) 

情
報
な
し
に
は
適
切
な
調
査
が
遂
行
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、

圧
力
団
体
の
側
か
ら
の
利
点
と
し
て
、
①
委
員
会
が
圧
力
団
体
の
見
解
を

述
べ
る
「
公
共
の
演
壇

6
5
-呂
田

}
E
F『
ヨ
ご
と
な
る
こ
と
、
②
同
じ
政

策
分
野
で
競
合
す
る
団
体
に
対
し
て
自
ら
の
見
解
を
テ
ス
ト
で
き
る
こ
と
、

(m) 

③
新
た
な
情
報
に
接
近
で
き
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
利
点
は
学
説

(m) 

に
お
い
て
も
承
認
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
よ
り
重
要
な
利
点
と
し
て
、
委
員

会
が
「
公
共
の
演
壇
」
と
な
る
こ
と
で
、
④
圧
力
団
体
の
意
見
が
国
民
に

公
的
意
見
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
、
⑤
圧
力
団
体
の
意
見
が
政
府
に
伝

(
別
)

達
さ
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

但
し
、
省
庁
別
委
員
会
と
圧
力
団
体
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
緊
密
な
関

(
閃
)

係
の
構
築
に
よ
っ
て
委
員
会
が
独
自
性
を
喪
失
す
る
と
い
う
懸
念
が
あ
る
。

議
事
手
続
委
員
会
は
、
両
者
は
互
い
の
能
力
と
機
能
を
現
実
的
に
評
価
し

て
い
る
、
つ
ま
り
、
委
員
会
は
圧
力
団
体
に
圧
倒
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
圧
力
団
体
も
委
員
会
を
「
政
府
の
身
代
わ
り
」
な
い
し
「
政
府
へ

の
直
接
的
導
管
」
と
は
見
て
い
な
い
と
す
る

G
R
g
-
M
E
I
N
H
ω
)
。
そ
の

上
で
、
こ
の
問
題
の
分
析
は
難
し
い
な
が
ら
も
(
宮
『
PNH品
)
、
省
庁
別
委

員
会
の
関
心
が
広
範
囲
に
わ
た
る
こ
と
か
ら
特
定
の
団
体
と
結
び
つ
き
難

(m) 

い
と
い
う
所
見
を
「
説
得
的
な
証
拠
」
と
し
て
い
る
(
宮
「
由
巳
印
)
。
ま
た
、

委
員
会
が
関
係
す
る
団
体
の
多
さ
も
委
員
会
の
独
自
性
を
保
持
す
る
こ
と

(
叩
)

に
資
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
に
特
別
の
関
係
が
生
ず
る
こ
と
を
防

ぐ
最
大
の
要
因
は
、
省
庁
別
委
員
会
が
政
策
形
成
に
お
い
て
大
き
な
影
響

力
が
な
い
た
め
に
、
省
庁
別
委
員
会
を
通
じ
た
、
政
府
に
対
す
る
圧
力
団

体
の
影
響
力
を
行
使
す
る
範
囲
が
、
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い

(m) 

う
指
摘
も
あ
る
。
圧
力
団
体
と
の
関
係
に
お
け
る
省
庁
別
委
員
会
の
意
義

は
、
政
府
内
で
従
来
行
わ
れ
て
い
た
政
策
形
成
に
お
け
る
利
害
調
整
が
議

(
問
)

会
と
い
う
公
開
の
場
で
行
わ
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。

註(
瑚
)
本
稿
に
お
け
る
「
圧
力
団
体
(
胃
市
山
田
口
「

2
3ロ
匂
)
」
な
る
用
語
は
、

-
九
九

O
年

議

事

手

続

委

員

会

の

用

語

法

(

固

め

51H

[呂∞匂
1
8
]
-
S
Y白
目

O
R
E
-
巳
℃
即
日
-NCC)
に
従
い
、
民
間
の

非
政
治
団
体
(
ロ
g
i向
。

2
5
s
g
E
E
ι
gロ
13『
々
司
ozcz-

2
岡田口

Z
E
E
M
)
一
般
を
指
し
、
雇
用
者
団
体
・
労
働
組
合
・
専

門
家
集
団
・
公
共
企
業
・
私
企
業
・
学
会
-
宗
教
団
体
の
他
、
場

合
に
よ
っ
て
は
国
民
の
個
々
人
さ
え
も
含
む
幅
広
い
意
味
で
用
い

て
い
る
。

(m)
特
に
、
農
業
、
教
育
科
学
芸
術
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
社
会
福
祉
の

各
委
員
会
は
、
全
証
拠
の
半
分
以
上
を
圧
力
団
体
か
ら
収
集
し
て

い
る
(
定
・
巳

E
E
-
N
C
N
)
。
例
え
ば
、
一
九
八
五
|
八
六
年
会
期

北法45(1-2・191)191
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に
お
い
て
、
教
育
科
学
芸
術
委
員
会
は
、
二
名
の
大
臣
・
二
四
名

の
公
務
員
・
六
名
の
公
法
人
職
員
の
他
、
八
一
名
の
民
間
の
証
人

か
ら
証
言
を
と
っ
て
い
る
。
農
業
委
員
会
は
、
一
一
名
の
公
務
員
・

一
二
名
の
関
係
公
法
人
職
員
・
一
名
の
貴
族
院
議
員
の
他
、
四
一

名
の
民
間
の
証
人
か
ら
証
言
を
と
っ
て
い
る
(
大
臣
は
招
致
さ
れ

ず

)
o
pこ
D
E
g
g
-
Sミ
B
E
R
ぉ
・
巳
コ
。
・

(
m
)
z
h
H
@
1目

(
H
ω

∞m
w
ω
c
y
h
w
H
h
可
否
ロ
O
R
A山印・古田『白
N
O
A
F
-

(
問
)
ラ
ッ
シ
ュ
(
宮
古
宮
巾
-
m
5
F
)
の
所
見
に
よ
る
o
'
同
町
内
H
a
・
巳

℃
mw吋
m
w
N
C
ω

・

(
問
)
』
邑
同

t
S
3口
ozp白
二
吋
・
匂
同
町
噌
町
、
h
J
ζ
-
E
M
F
-
芝
、
門
町
内
室

若礼

HRa--ロ
丘
町
円
。
(
巾
己
)
・
-yp
田
口
〉
玄
何
三
〉
之
口
苛
富
山
由
巴
回
開
句
。
「
ヨ
門
出
回
ω
斗

同町(同市町市出())一日
-
F
向〉閉山田・司
O
「-
Q
Y由
民
豆
士
宮
〉
]
「
Z
同開何回
V

〉
同
コ
∞
伝
活
Z

N
N
品
(
H
m
w
∞め)一

0
・』巴口口開
-
H
V

〉同ロ〉互開
Z

叶〉
Z

ロ【
Z

ロロ角田吋

(
H
m
w
句。)

(
日
)
』

E
岡
市
-
語
、
白
ロ
D
Z
。。・白片山
W
4

さ
ら
に
、
当
時
の
政
治
的
要
因

と
し
て
、
サ
ッ
チ
ャ

1
政
権
が
圧
力
団
体
と
距
離
を
置
こ
う
と
し

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
。
・
四
円
宮
内
=
'
叫
4
H
間
切

3
h
a
r
n量
的
な
室
町
札
S

H
S
H
M
w
h
w
M
p
a

品
ω

司
〉
戸
・
〉
司
ω

句
、
戸
田
門
品
同
ω
(
]
戸市W
句。)・

(悶)国司ハリ
H
匂
l
円
(
円
。
∞
m
w
l
ψ
C
)
-
S
」
マ
さ
ロ
ロ
門
巾
⑦
印
w
a
-
)
即日
-
N
H
ω

・

(
問
)
ラ
ッ
シ
ュ
の
所
見
。
ノ
ー
ト
ン

(EM--uZRgロ
)
も
こ
の
所
見

に
同
意
し
て
い
る
(
丘
一
三

U
R白・
2
印)。

(
町
)
宮
内
同
開
少
量
、
日
ロ
。
門
巾
め
m
F

但円山
W
u
-
-

ジ
ャ
ッ
ジ
は
、
両
者
の
関
係
を

「
政
策
共
同
体
(
宮
Z
4
2
g
g
E
E
g
)
」
な
い
し
「
顧
客
主
義
的

(円

Z
S
E
E
-
n
)
」
関
係
と
記
述
す
る
の
は
誤
り
と
す
る
。

(問

)
g
E
a
s
y
-
E
R
コ
ム
・
担
片
品
同
ω
詳
細
に
つ
き
、
本
節
第
五
款

参
照
。

(
問
)
な
お
、
政
府
内
の
政
策
形
成
に
つ
き
、
臼
宮
司
〉
・
の
』

o
g
z
h
F

=
-
F
n
E
5
8
z・回目【己的
Z

司C
「弓【門的〉
Z

口
叶
Z

開
可
O
E
Q
3
0
n開問問一〉
Z

〉
回
目
円
沼
〉
〉
耳
目
。
〉
円
国
内
『
印
・
。
∞

(]{mw
∞
斗
)
三
円
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第
四
款

議
院
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト

省
庁
別
委
員
会
と
議
院

庶
民
院
に
お
い
て
は
、
執
行
府
に
対
す
る
統
制
は
全
院
が
行
う
と
い
う

伝
統
が
あ
り
、
質
問

(
C
E
2
5ロ
)
や
延
会
討
議
(
〉
企
O
E『口邑巾
E
U
S
E
Z
)

(
削
)

な
ど
と
い
っ
た
全
院
に
よ
る
執
行
府
統
制
制
度
が
発
達
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
委
員
会
と
議
院
の
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
省
庁
別
委
員
会
を
考

察
す
る
こ
と
は
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

全
院
に
よ
る
執
行
府
統
制
と
い
う
伝
統
を
理
由
と
す
る
、
政
府
監
視
調

査
を
任
務
と
す
る
特
別
委
員
会
に
対
す
る
反
対
論
や
懐
疑
論
は
根
強
く
庶

民
院
議
員
の
聞
に
存
在
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
反
対
と
懐
疑
は
省
庁
別
委

(
削
)

員
会
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
①
委
員
会
の
仕
事
に
追

(
閉
山
)

わ
れ
る
結
果
、
議
員
が
本
会
議
に
関
心
を
持
た
な
く
な
る
、
②
大
臣
は
最

高
度
の
機
密
は
決
し
て
洩
ら
さ
な
い
の
で
、
委
員
会
に
よ
る
政
府
情
報
の
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収
集
は
議
院
に
お
け
る
質
問
権
の
行
使
に
よ
る
情
報
収
集
と
は
大
差
が
な

い
、
③
委
員
で
あ
る
議
員
と
委
員
で
な
い
議
員
と
に
二
極
化
す
る
、
④
議

(
悶
)

院
に
お
け
る
こ
大
政
党
の
対
立
構
造
を
蝕
む
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
省
庁
別
委
員
会
の
活
動
が
庶
民
院
に
お
い
て
定
着
し

(
山
間
)

た
現
在
、
こ
の
反
対
論
や
懐
疑
論
は
少
数
派
で
あ
る
。
連
絡
委
員
会
は
、

省
庁
別
委
員
会
の
活
動
が
「
議
院
の
活
動
の
幅
を
拡
張
し
、
政
府
の
立
場

に
対
す
る
議
院
の
立
場
を
強
化
し
、
そ
し
て
、
議
院
の
討
議
の
質
を
深
化

(
瓜
)

さ
せ
た
」
と
一
般
的
に
評
価
し
て
い
る
。
省
庁
別
委
員
会
は
、
討
議
に
必

要
な
背
景
的
事
実
と
情
報
を
議
院
に
与
え
、
現
在
の
問
題
を
議
院
に
提
示

(
胤
)

す
る
の
で
あ
る
。
学
説
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
反
対
論
や
懐
疑
論
を
「
非

(
即
)

現
実
な
恐
れ
」
と
評
価
す
る
も
の
が
あ
る
。
以
下
、
批
判
に
即
し
て
具
体

的
に
検
討
を
加
え
る
。

(
瑚
)

第
一
の
批
判
の
背
景
に
は
本
会
議
の
出
席
率
低
下
現
象
が
あ
る
。
し
か

し
、
委
員
会
活
動
の
活
発
化
と
本
会
議
の
出
席
率
低
下
と
の
聞
の
因
果
関

(
悶
)

係
を
一
不
す
デ
ー
タ
は
な
い
と
い
う
の
が
学
説
の
一
致
し
た
見
解
で
あ
る
。

第
二
の
批
判
に
関
し
て
は
、
そ
も
そ
も
省
庁
別
委
員
会
の
設
置
に
連
な
る

特
別
委
員
会
改
革
が
唱
え
ら
れ
、
支
持
さ
れ
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
全

院
に
よ
る
執
行
府
統
制
制
度
が
内
閣
統
治
制
に
対
応
で
き
な
い
点
が
指
摘

(
別
)

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
現
在
、
全
院
に

よ
る
執
行
府
統
制
制
度
の
限
界
が
改
め
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

情
報
獲
得
と
い
う
面
で
は
同
じ
側
面
を
有
す
る
質
問
の
場
合
、
当
番
制

(
則
)

(
『

D
S
)
に
よ
る
情
報
収
集
の
限
界
が
あ
る
。
ま
た
、
委
員
会
の
調
査
と
異

な
り
、
質
問
や
延
会
討
議
に
よ
っ
て
は
、
省
庁
の
決
定
を
正
当
化
す
る
傾

(m) 

向
の
あ
る
大
臣
の
答
弁
の
真
偽
を
裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
全
院
に
よ
る
執
行
府
統
制
制
度
よ
り
も
多
く
の
情
報
を
省
庁
別
委

(
問
)

員
会
が
獲
得
で
き
る
と
い
う
見
解
の
方
が
一
般
的
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

制
度
に
代
わ
る
情
報
収
集
手
段
と
し
て
省
庁
別
委
員
会
の
意
義
を
見
出
す

(
則
)

論
者
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
第
三
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
省
庁
別
委
員

会
の
職
務
に
就
く
議
員
の
多
い
現
在
に
お
い
て
は
そ
の
懸
念
は
な
い
と
言

(
防
)

え
る
。
さ
ら
に
、
省
庁
別
委
員
会
の
委
員
は
平
議
員
に
限
ら
れ
て
い
る
。

む
し
ろ
、
平
議
員
に
対
す
る
情
報
提
供
機
能
に
省
庁
別
委
員
会
の
意
義
を

(
郎
)

見
出
す
見
解
が
あ
る
の
で
あ
る
。

第
四
の
批
判
が
最
も
重
要
な
批
判
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の

政
治
構
造
自
体
の
評
価
に
関
わ
る
批
判
だ
か
ら
で
あ
る
。
現
代
イ
ギ
リ
ス

に
お
い
て
は
、
二
大
政
党
制
を
基
調
と
す
る
「
対
決
の
政
治
(
白
雪

q
gミ

(
m
m
)
 

u
c
z
t
g
)
」
が
政
治
構
造
の
基
礎
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
議
院
や
常
設

委
員
会
に
お
け
る
審
議
形
式
は
「
対
決
の
政
治
」
を
反
映
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
規
律
さ
れ
た
平
議
員
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
一
体
と
な
っ
た
政
府
・

与
党
と
反
対
党
と
が
対
峠
す
る
と
い
う
対
決
的
審
議
形
式
が
と
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
省
庁
別
委
員
会
を
は
じ
め
と
す
る
特
別
委
員
会
に
お
い
て
は
、

北法45(1-2・193)193
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(
胤
)

超
党
派
的
な
合
意
形
成
を
中
心
と
す
る
審
議
形
式
が
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
批
判
は
、
対
決
の
政
治
と
い
う
政
治
構
造
を
損
な
う
よ
う

な
省
庁
別
委
員
会
の
超
党
派
的
審
議
形
式
に
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
、
①
報
告
書
を
作
成
す
る
場
合
に
結
論
を
得
た
い
が
故
に
二
大

政
党
の
議
員
が
互
い
に
相
手
方
の
政
党
の
見
解
と
妥
協
し
な
け
れ
ば
な
ら

(
即
)

な
い
こ
と
、
②
そ
の
妥
協
が
執
行
府
に
接
近
し
た
も
の
に
な
り
が
ち
で
あ

{
加
)

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

但
し
、
省
庁
別
委
員
会
の
超
党
派
的
審
議
形
式
が
対
決
の
政
治
を
害
し

得
る
と
批
判
さ
れ
る
一
方
で
、
執
行
府
の
責
任
維
持
の
観
点
か
ら
、
こ
の

よ
う
な
審
議
形
式
に
意
義
を
見
出
す
見
解
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
執
行
府
の
庶
民
院
に
対
す
る
責
任
の
維
持
を
考
え
る

場
合
、
与
党
対
野
党
と
い
う
対
立
軸
の
他
、
大
臣
対
平
議
員
と
い
う
対
立

(
加
)

軸
に
意
義
を
見
出
す
見
解
が
有
力
な
の
で
あ
る
。
従
来
、
政
府
・
与
党
対

野
党
と
い
う
対
立
軸
が
執
行
府
の
責
任
を
維
持
す
る
道
と
考
え
ら
れ
て
き

(m) 
た
。
し
か
し
、
内
閣
統
治
制
が
確
立
し
た
現
代
イ
ギ
リ
ス
議
会
の
状
況
に

(
加
)

お
い
て
は
、
「
責
任
追
及
は
野
党
の
独
占
的
機
能
で
は
な
い
」
。
つ
ま
り
、

従
来
の
二
大
政
党
制
の
枠
を
超
え
た
行
動
が
執
行
府
の
責
任
を
確
保
す
る

(
捌
)

手
段
と
し
て
重
要
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
二
大
政

党
制
の
枠
を
超
え
る
制
度
の
一
っ
と
し
て
、
与
野
党
の
平
議
員
が
委
員
を

構
成
し
、
超
党
派
的
審
議
形
式
を
採
用
し
、
時
に
は
委
員
が
一
致
し
て
政

府
に
批
判
的
な
報
告
書
を
作
成
す
る
省
庁
別
委
員
会
の
意
義
が
認
め
ら
れ

(
加
)

る
の
で
あ
る
。
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註(
削
)
北
大
法
学
論
集
四
四
巻
五
号
(
一
九
九
四
年
)
一
二
七
九
頁
参
照
。

(
則
)
パ
ウ
エ
ル
(
何

g
n
r
E垣
内
-
-
)
議
員
が
そ
の
代
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で
あ
る
。

(
即
)
伊
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Eマ円相ロ
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Z
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鵬
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四
十
年
間
で
特
に
減
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い
る
。
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事
手
続
委
員
会
報
告
書
に
お
い
て
、
庶
民
院
事
務
総
長
で
あ
る
ブ

ル
ト
ン

(ω
可

わ

E
F
E
F己
g
ロ
)
は
本
会
議
の
出
席
率
の
低
下

は
今
世
紀
だ
け
で
は
な
く
、
実
に
長
い
間
の
問
題
で
あ
っ
た
と
指

摘
し
、
こ
の
批
判
に
懐
疑
的
姿
勢
を
と
る
(
同
門
U
S
-
-
[
呂
∞

mγ
き]-

g
v
s
E
g
g
-
山
門
官
E
H
∞∞)。

(
即
)
第
三
章
第
一
節
第
二
款
一
(
北
大
法
学
論
集
四
四
巻
六
号
[
一

九
九
四
年
]
一
七
八
九
頁
以
下
)
参
照
。

(
則
)
具
体
的
に
は
、
大
臣
が
当
番
制
で
出
席
す
る
(
約
二
週
間
に
一
度
)

場
合
、
①
事
前
に
質
問
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
②
通
知

の
効
力
に
は
期
限
が
あ
る
(
十
日
)
、
③
質
問
希
望
者
が
多
い
の
に

も
か
か
わ
ら
ず
質
問
時
間
に
は
限
界
が
あ
る
(
一
九
八
七
l
八
八

年
会
期
に
お
い
て
、
回
答
を
得
た
質
問
は
七
二
、
六
六
六
件
で
あ
り
、

そ
の
う
ち
口
頭
の
答
弁
を
得
た
質
問
は
二
四
、
九
四
O
件
だ
っ
た
。

同
定
〉
・
〉
ロ
O
E
T
匂〉同「
Z
Z
E
4
、吋口口
E
H
ω
N
[
N円山巾巴戸市
wmwω])
と
い

う
現
状
を
併
せ
て
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
然
る
べ
き
大
臣
に
然
る
べ

き
質
問
を
議
員
が
行
う
の
は
事
実
上
困
難
で
あ
る
と
い
う
限
界
で

去
の
ヴ
心
0
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N
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HN。-
m

弘
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叶
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特
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に
論
ず
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
両
者
の
機
能
の
相
違
を
指
摘
す
る
論
者
が
い
る
。
め
2

0.2.(UZ巳
2
・
。
意
的
立
主
的
言
、
自
立
H

白
書
室
?
5
ω
〉
.t
〈〉「
R
F
Eロ
hr

F--
河

J「「開(巾且印・
)-nGEEDZ山
吋
Oロ〉
J円
同
叶
印
・
田
門
]
[
む
∞
tH
。。(「巾戸、・
m円四・

3
∞
同
)
・
質
問
と
委
員
会
に
よ
る
調
査
機
の
関
係
は
改
め
て
論
じ
た

い
。
な
お
、
質
問
と
国
政
調
査
権
と
の
関
係
に
関
す
る
邦
語
文
献

と
し
て
、
前
田
英
昭
「
質
問
権
と
答
弁
義
務
」
イ
ギ
リ
ス
議
会
政

治
の
研
究
(
渓
林
出
版
社
・
一
九
九

O
年
)
二
二
頁
以
下
所
収
、

大
石
異
・
議
院
法
制
定
史
の
研
究
(
成
文
堂
・
一
九
九

O
年)一一一

一
O
頁
以
下
参
照
。

(
問
)
、
『
口
電
-
F
S司司、白ロ
CHmo∞・回同士山

h
F

・

(蹴

)
E
h
φ
N
(
呂
∞
ωl
∞
ム
)
・
室
、
S
E
R
K
?
?
白仲間)即
E
H
0・』句・豆〉円同!

豆叶
O巴
ナ
∞
z
x
U
〉「【印叶

(UDZZEJ「何何回

-z
↓
Z何回口巴印開

O司

nozzozm一回〉〈開

↓
z
z
p
E己
・
国
片

N
N
t
N
ω
(
d〈
国
〈
巾
ユ
ミ

Q
E
g
o
s
-
F胃『

ロ
O
H
H
・
]-mw∞。)・

(
問
)
第
三
章
第
二
節
第
二
款
ニ
(
北
大
法
学
論
集
四
四
巻
六
号
[
一

九
九
四
年
]
一
八

O
七
頁
以
下
)
参
照
。

(
朋
)
北
大
法
学
論
集
四
四
巻
五
号
(
一
九
九
四
年
)
一
二
四
六
頁
以

下
参
照
。
め
町
内
ミ
窓
口
『
巾
さ
・
予
言
、
埼
B
E
R
g
-
巳

H
A
Z
E
品

(問
)
ω
E
-
S
3・白ロ
ogω
印咽回片

NN@

(捌)冨巾口島市-印。ロ・旬酬も司、白ロ
O
R
H
∞
ω・白押

HHH』
HHN

(
加
)
句
戸
内
-h-

吋ロ『司
5
・
室
、
日

E
R
S
-
担
門
叶
。
斗
N一
の
宮
司
E
h
w

F
5・
広

広

l
E
u
g
E
E
h
v
F
R
5・
g
T司一世

g
Z
2
.
国
斤

N山W
N
N
匂
ω
な
お
、
樋
口
陽
一
寸
責
任
・
均
衡
・
二
大
政
党
制
・

多
数
派
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
ー
議
院
内
閣
制
を
め
ぐ
る
四
つ
の
神
話
?
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
八
八
四
号
(
一
九
八
七
年
)
一
二
四
頁
以
下
参
照
。
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(

加

)

句

E
-
F
h
-

∞
克
己
22-z口出
-
n〉
密
百
叶
の
D〈

E
Z
Z何
百
品
、
吋

N
(
ω

己邑ー・

H
m
w
印
ゆ
)

a

(
加
)
↓
=
召
5
・

shq白

口

。

zg-
巳コ

(
加
)
グ
リ
フ
ィ
ス
と
ラ
イ
ル
は
、
大
臣
対
そ
の
他
の
議
員
と
い
う
対

立
は
「
(
人
民
に
応
え
得
る
)
議
会
と
国
王
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
執

行
府
と
の
聞
の
歴
史
的
・
憲
法
的
対
立
で
あ
る
」
と
述
べ
る

(の
2
3
-↓
国
保
H
N
J『

5
・田仲]{品)。

(
加
)
タ
ー
バ
ン
は
、
対
決
す
る
政
党
政
治
は
委
員
会
か
ら
完
全
に
排

除
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
主
要
な
政
策
上
の
相
違
を
留
保
し

つ
つ
も
、
情
報
提
供
を
受
け
る
権
利
と
執
行
府
を
批
判
す
る
権
利

を
行
使
す
る
こ
と
で
、
委
員
が
議
会
人
と
し
て
共
に
働
く
こ
と
は

注
目
に
値
す
る
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る

3
5玄

p=ミ白

E
g
g
-
巳
己
)
。
M
引
町
内
白
目
的
。
∞

-
F
S
Y日
E
R
E
-
巳
N
ω

。・

委
員
会
報
告
書
に
関
す
る
議
院
に
お
け
る
審
議

省
庁
別
委
員
会
と
庶
民
院
と
の
関
係
に
関
す
る
重
要
な
問
題
と
し
て
、

委
員
会
報
告
書
に
関
す
る
議
院
に
お
け
る
審
議
を
め
ぐ
る
問
題
が
挙
げ
ら

れ
る
。
付
託
命
令
に
よ
っ
て
、
省
庁
別
委
員
会
は
そ
の
任
務
と
権
限
を
議

院
か
ら
授
権
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
の
場
合
、
本
会
議

中
心
主
義
を
採
用
す
る
の
で
、
と
り
わ
け
議
院
と
の
密
接
な
関
係
が
委
員

会
に
要
求
さ
れ
る
。
連
絡
委
員
会
は
「
委
員
会
の
本
質
は
委
員
会
が
議
院

(
揃
)

を
代
表
し
て
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
委
員
会
の
報
告
書
を
審
議
す
る
こ
と
、
そ
し
て
必
要
な
ら

ば
、
報
告
書
に
基
づ
き
行
動
す
る
こ
と
は
、
議
院
の
責
任
と
さ
れ
る
の
で

(
加
)

あ
る
。

北法45(1-2・196)196 

庶
民
院
が
こ
の
責
任
を
果
た
す
方
策
と
し
て
、
委
員
会
報
告
書
に
関
す

る
審
議
を
目
的
と
す
る
定
例
日
を
議
事
日
程
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
一
九
七
八
年
の
議
事
手
続
委
員
会
は
こ
の
間
題
を
検
討
し
、

委
員
会
報
告
書
を
審
議
す
る
た
め
の
定
例
日
を
各
会
期
に
つ
き
八
日
間
配

(
捌
)

分
す
べ
き
で
あ
る
と
勧
告
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
勧
告
は
実
現
さ
れ
な
か

っ
た
。
現
在
、
委
員
会
報
告
書
を
審
議
す
る
制
度
と
し
て
、
連
絡
委
員
会

に
発
議
権
を
割
り
当
て
ら
れ
た
三
日
間
の
歳
出
予
算
定
例
日
(
何
回
立
自
己

g

ca)が
あ
る
(
戸
(
い
・
ω・o
z
c
m
N
)
。
こ
の
歳
出
予
算
定
例
日
は
、
一
九
八

(

加

)

'

O
年
議
事
手
続
(
予
算
)
委
員
会
報
告
書
の
勧
告
に
基
づ
き
、
一
九
八
二

年
七
月
一
九
日
の
庶
民
院
規
則
の
改
正
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
。
歳
出
予

算
定
例
日
に
お
け
る
審
議
対
象
は
歳
出
予
算
見
積
書
(
何
回
片
岡
自
己
巾
乙
で
あ

る
が
、
審
議
対
象
と
な
る
歳
出
予
算
見
積
書
に
関
連
す
る
特
別
委
員
会
報

告
書
に
関
す
る
審
議
を
連
絡
委
員
会
が
発
議
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
事

実
上
、
歳
出
予
算
定
例
日
に
お
い
て
議
院
は
委
員
会
報
告
書
を
審
議
で
き

(
加
)

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
省
庁
別
委
員
会
か
ら
庶
民
院
に
提
出
さ
れ
た
報
告
書



イギリス庶民院における調査委員会制度(3・完)

数
(
一
九
九

O
年
七
月
ま
で
に
五
九
一
の
報
告
書
と
一
一
一
一
一
一
の
特
別
報
告

書
が
公
表
さ
れ
て
い
る
)
に
比
し
て
、
議
院
に
お
い
て
報
告
書
を
審
議
す

(m) 

る
機
会
は
少
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
一
九
七
九
八

O
年
会
期
か
ら
一

九
八
七
l
八
八
年
会
期
ま
で
の
問
、
審
議
の
対
象
と
な
っ
た
報
告
書
は
一

一
六
で
あ
る
(
全
報
告
書
の
約
三
五
%
)
。
そ
の
う
ち
、
独
立
の
動
議

(
ω
5
M
gロ
C
Z
冨
c
c
o
ロ
)
や
延
会
動
議
(
〉
丘

S
E
E
S円
玄
o
t
o
ロ
)
に
基
づ

(
幻
)

き
審
議
さ
れ
た
報
告
書
数
は
合
わ
せ
て
一
一
一
一
に
過
ぎ
ず
、
残
り
の
一

O
三

は
歳
出
予
算
定
例
日
な
ど
の
審
議
に
関
連
す
る
報
告
書
と
し
て
庶
民
院
の

議
事
日
程
表
に
記
載
さ
れ
た

(Z開
尚
昆
)
報
告
書
で
あ
る
。

学
説
に
お
い
て
は
、
省
庁
別
委
員
会
の
活
動
が
「
議
院
の
活
動
範
囲
を

拡
張
し
、
政
府
と
の
関
係
に
お
け
る
議
院
の
地
位
を
強
化
し
、
議
院
の
審

(
加
)

議
の
質
を
高
め
た
し
と
い
う
評
価
に
基
づ
き
、
報
告
書
審
議
の
機
会
が
不

(
出
)

足
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
が
強
い
。
一
九
九

O
年
の
議
事
手
続
委

(
出
)

員
会
報
告
書
の
中
で
は
、
審
議
の
機
会
が
少
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
省
庁

別
委
員
会
か
ら
の
不
満
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
宮

E-ZN)
。
ま
た
、
庶
民

院
事
務
総
長
は
「
独
立
の
動
議
に
基
づ
き
必
要
に
応
じ
て
な
さ
れ
る
特
定

の
審
議
は
委
員
会
が
報
件
一
目
し
た
重
要
な
事
項
を
議
院
が
進
ん
で
取
り
上
げ

る
の
を
助
け
得
る
」
と
述
べ
、
定
例
日
の
増
加
を
示
唆
し
て
い
る

(官
2
5
ω
)
。
し
か
し
、
こ
の
議
事
手
続
委
員
会
は
、
一
九
七
八
年
の
議

事
手
続
委
員
会
と
異
な
り
、
現
行
の
歳
出
予
算
定
例
日
以
上
の
審
議
日
を

割
り
当
て
る
必
要
は
な
い
と
結
論
し
て
い
る
(
宮
『
白

se。
そ
の
理
由
と

し
て
、
議
事
手
続
委
員
会
は
次
の
二
点
を
挙
げ
る

GRts)。
第
一
に
、

委
員
会
の
報
告
書
の
有
効
性
は
議
院
の
審
議
に
依
存
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
委
員
会
報
告
書
の
審
議
に
は
議
員
全
員
が
出
席
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
当
該
報
告
書
を
提
出
し
た
委
員
で
あ
る
議
員
が
議
院
で
の
審

議
に
お
い
て
も
中
心
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
の
理
由
は
報
告
書
の
有

効
性
の
評
価
に
関
わ
る
。
議
事
手
続
委
員
会
は
、
委
員
会
報
告
書
の
価
値

は
報
告
書
が
関
連
す
る
事
項
に
対
す
る
一
般
的
な
審
議
へ
の
貢
献
に
存
す

る
と
見
る
(
宮

E
・

5
5
0
し
か
し
他
方
で
は
、
「
情
報
を
収
集
す
る
こ
と

は
重
要
な
権
限
の
行
使
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
〔
収
集
さ
れ
た
〕

情
報
と
:
:
:
結
論
と
を
審
議
す
る
時
間
を
議
院
が
見
つ
け
な
い
限
り
、
特

別
委
員
会
の
報
告
書
が
図
書
館
の
本
棚
の
場
所
を
単
に
占
め
る
だ
け
に
な

(
加
)

る
と
い
う
明
白
な
危
険
が
あ
る
」
旨
の
学
説
か
ら
の
指
摘
が
あ
る
。
第
二

の
理
由
に
対
し
て
は
、
報
告
書
の
審
議
は
委
員
会
委
員
が
委
員
会
の
結
論

に
関
す
る
自
ら
の
見
解
を
表
明
、
敷
桁
す
る
機
会
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る

旨
の
一
九
七
八
年
議
事
手
続
委
員
会
報
告
書
の
見
解
が
反
論
と
し
て
一
不
さ

(
加
)

れ
得
る
の
で
あ
る
。
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註(
揃
)
国
わ
ゆ
N

(

呂
∞
N
t
∞
ω)-gミ
白
ロ
D

足
立
-
巳

E
E・8

(
加
)
国
・
【

V-E--(早
∞

@
1
8
)
-
Sミ白

E
g
g
-
包
宮

E
E印・

(
捌
)
国
・
。
・
日
∞
∞
l

日
(
呂
ゴ

4
5
・
S
マ
白
口
O

丹
市
口
、
円
巳
宮
『
由
。
H
0
・

(
捌
)
戸
ゎ
・
]
ニ
∞
l
-
(
H
m
w
m
W
C
』
∞
同
)
・
ヨ
『
印
門
河
町
句
。
『
同
町
『
c
g
丹
町
内
∞
冊
一
時
三

(
U
C
自呂田円宮内
C
ロ司『

D
n
E
R巾
(ω=3-1・宮『白・印印

(
加
)
の
回
目
司
ヨ
↓
国
保
H
N
J『

F
F
M
W
片品。匂・

(
担
)
以
下
の
デ

l
タ
に
つ
き
、
認
内
出

-n・
5
ム
(
呂
∞
匂

1
8
)
・
室
、
-

ロD
R
M

め印・白門司印『白]戸市
W
O

(m)
し
か
も
、
独
立
の
動
議
に
基
づ
き
審
議
さ
れ
た
報
告
書
数
は
、

一
九
七
九
年
の
設
置
時
か
ら
一
九
八
九
年
二
一
月
ま
で
で
七
に
過

ぎ
な
い

(EA
固
め
り
与
・

2
ぽ
-
N
2
1
N
N
G
[
巧
三
宮
口
〉
ロ

2
戸

N
C
U
2
・5
∞
匂
]
)
。
な
お
「
独
立
の
動
議
に
基
づ
く
審
議
」
と
は
、

他
の
議
事
に
付
随
し
て
提
出
さ
れ
た
動
議
で
は
な
く
、
報
告
書
を

審
議
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
動
議
が
提
出
さ
れ
、
可
決
さ
れ
た

結
果
、
当
該
報
告
書
に
関
す
る
審
議
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
言
う
。

め
町
内
宮
ミ
・
と
ω
N
H
ω
N
N
.

(
加
)
出
。

-
S
(
5∞N
t
∞
ω)
・富市叫
B
g
g
主
-
区
宮

Z-AV

(
加
)
~
町
内
向
・
町
内

-
F
S
F
留
守
色
口
D

R

E

G

-

己

5
7
4
5
2
色町

F
B

F

開ベ

-
S
Y品
目

D
Z
S
-
え
N
C
ゅ
・

(
出
)
国
-
n
-
H
m
w
l
円(]戸市
w
∞mw
，m
v
o
y
h
酬も

S
ロ
cz
。印
-

m

弘
司
自
白
川
訪
山
川
V
N
l
H
m
w
m
w

(加

)
F
R
-
g
-
S守
白
口
。
丹
市
足
。
・
巳

S
H

(
却
)
出
-
n

日
∞
∞
ム

(
H
ω
叶
叶

l
吋∞

)
-
S可
否
口
R
m
H
ω
J
ア
包
℃
山
凶
2
・。・。・な

ぉ
、
省
庁
別
委
員
会
の
委
員
が
報
告
書
に
関
す
る
審
議
の
中
心
に

な
る
と
い
う
恐
れ
は
事
実
に
基
づ
い
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
七
九
年
か
ら
一
九
八
九
年
の
問
、
委

員
会
報
告
書
に
関
す
る
審
議
に
発
言
し
た
平
議
員
の
う
ち
委
員
で

あ
っ
た
者
は
一
一
一
分
の
一
に
満
た
な
い
。
め
町
。
』
2
何回

F
s
v
s
g
z

h
F
N
-
m
w
門叶白
F
-
巾
匂
斗
(
白
押
H
m
E
]
戸)・]戸川山
ω
・
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第
五
款

政
府
の
活
動
に
対
す
る
影
響

政
府
の
活
動
に
対
す
る
間
接
的
影
響
と
そ
の
評
価

省
庁
別
委
員
会
の
実
効
性
を
評
価
す
る
最
後
の
基
準
が
政
府
の
活
動
に

対
す
る
影
響
で
あ
る
。
但
し
、
寸
政
府
の
活
動
に
対
す
る
影
響
」
と
言
え

ど
も
、
そ
れ
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
か
に
よ
り
評
価
は
異
な
っ
て
く

る。
ま
ず
、
直
接
的
影
響
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
政
府
の
政
策
形
成
に

対
す
る
省
庁
別
委
員
会
報
告
書
の
影
響
で
あ
る
。
政
府
は
、
書
面
回
答

(
耳
ユ
芹

ggz-m『
)
に
お
い
て
、
一
九
八
五
年
三
月
か
ら
一
九
八
六
年
三

月
ま
で
の
聞
に
政
府
が
受
け
入
れ
た
主
な
勧
告
と
し
て
、
一
五

O
に
も
わ

(
別
)

た
る
事
項
を
列
挙
し
て
い
る
。
但
し
、
政
府
が
勧
告
を
「
受
け
入
れ
た
」

と
い
う
意
味
は
個
々
の
事
例
に
お
い
て
注
意
深
く
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
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(
加
)

る
。
こ
こ
で
は
特
に
、
政
府
の
政
策
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
し

て
援
用
さ
れ
る
事
例
を
検
討
す
る
。

(m) 

そ
の
よ
う
な
検
討
に
最
適
の
事
例
が
、
い
わ
ゆ
る
「
容
疑
者
L

法

2
5
.

Z
耳
)
の
廃
止
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
、
犯
意
(
円
四

J
E
E
-
-
2
2円
)
を
持
っ

て
放
浪
ま
た
は
浮
浪
し
て
い
る
こ
と
が
疑
わ
れ
る
者
を
逮
捕
で
き
る
旨
を

規
定
し
て
い
る
(
第
四
条
)
。
従
来
か
ら
、
こ
の
法
律
に
対
し
て
は
人
種

差
別
的
に
適
用
さ
れ
て
い
る
と
の
批
判
が
強
か
っ
た
。
一
九
八
一
年
、
内

務
委
員
会
は
「
容
疑
者
」
法
の
適
用
と
そ
れ
が
人
種
関
係
に
与
え
る
効
果

に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。
そ
し
て
調
査
の
結
果
、
寸
容
疑
者
」
法
は
原

則
と
し
て
根
本
的
に
不
十
分
な
法
で
あ
る
と
す
る
旨
の
政
府
に
批
判
的
な

(m) 

報
告
書
を
公
表
し
た
。
そ
の
後
庶
民
院
に
お
い
て
、
同
報
告
書
に
関
す
る

審
議
が
行
わ
れ
た
。
審
議
に
お
い
て
、
内
務
大
臣
は
、
刑
事
未
遂
法
に
関

す
る
法
改
革
委
員
会
(
戸
曲
者

n
c
E巳
Z
5ロ
)
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
る
ま

で
改
正
に
つ
い
て
直
接
の
行
動
は
と
ら
な
い
旨
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か

し
、
当
時
の
内
務
委
員
会
委
員
長
だ
っ
た
ペ
イ
ジ
(
の

Z
E
B
F間
巾
)
は
改

革
の
必
要
性
を
訴
え
、
採
決
に
お
い
て
、
自
ら
所
属
す
る
保
守
党
の
方
針

(
初
)

に
反
し
て
野
党
と
行
動
を
と
も
に
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
審
議
後
、
内
務

委
員
会
は
、
も
し
政
府
が
「
容
疑
者
」
法
の
改
正
を
拒
否
す
る
な
ら
ば
、

議
員
提
出
法
案
の
形
で
委
員
会
が
改
正
案
を
議
院
に
提
出
す
る
旨
の
報
告

(m) 

書
を
公
表
し
た
。
次
会
期
、
「
容
疑
者
」
法
を
廃
止
し
て
「
容
疑
者
」
法

よ
り
も
特
定
し
た
犯
罪

(CS良
市
)
を
導
入
し
た
刑
事
未
遂
法
案

(
劉
)

(
C
F
E
E
-
-
p
z
g日
VZE--)
を
政
府
は
議
会
に
上
程
し
た
。
当
該
法
案
の

第
二
読
会
に
お
い
て
、
政
府
は
内
務
委
員
会
の
批
判
的
報
告
書
の
影
響
を

(m) 

認
め
た
。

(
溺
)

し
か
し
、
省
庁
別
委
員
会
の
「
サ
ク
セ
ス
・
ス
ト
ー
リ
ー
」
と
言
わ
れ

る
こ
の
事
例
に
お
い
て
で
さ
え
、
省
庁
別
委
員
会
の
勧
告
が
政
府
の
政
策

形
成
に
影
響
し
た
か
と
い
う
点
に
つ
き
、
疑
問
を
呈
す
る
学
説
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
容
疑
者
」
法
の
事
例
で
は
、
①
委
員
会
の
主
張
が
説
得
的

だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
問
題
の
性
質
上
、
政
府
が
改
正
に
異
議

(
初
)

を
唱
え
る
の
が
困
難
だ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
、
②
「
容
疑
者
」
法
の
廃

(m) 

止
を
唱
え
る
議
会
外
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
相
当
に
あ
っ
た
こ
と
と
い
う
事
情

の
存
在
は
看
過
で
き
ず
、
内
務
委
員
会
の
勧
告
が
な
く
と
も
い
ず
れ
法
は

(m) 

改
正
さ
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
省
庁
別
委
員
会
は
政
府
の
政
策
形
成
に
対
し
て

実
質
的
影
響
を
与
え
て
い
な
い
と
い
う
の
が
学
説
の
ほ
ぼ
一
致
し
た
評
価

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
省
庁
別
委
員
会
が
存
在
す
る
が
故
に
、
政
府
省
庁
内

に
お
け
る
政
策
形
成
の
様
式
が
設
置
以
前
に
比
し
て
明
確
に
変
化
し
た
と

(
湖
)

は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
①
省
庁
別
委
員
会
は
政
策
を
形

成
せ
ず
、
政
策
を
最
終
的
に
変
更
し
な
い
こ
と
、
②
そ
の
調
査
が
大
臣
の

(
却
)

辞
任
及
び
公
務
員
の
懲
戒
の
原
因
と
な
ら
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
確

北法45(1-2・199)199
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か
に
、
い
く
つ
か
の
政
策
に
つ
い
て
は
、
政
策
形
成
に
お
け
る
委
員
会
の

(m) 

役
割
が
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
省
庁
別
委
員
会
は
、
ス
テ
ィ
ヴ
ア
ス

が
述
べ
た
よ
う
な
立
法
府
と
執
行
府
間
の
「
権
力
の
均
衡
を
回
復
し
よ
う

(
加
)

と
す
る
」
ほ
ど
に
は
、
執
行
府
内
部
に
お
け
る
政
策
形
成
に
日
常
的
か
っ

実
質
的
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
省
庁
別
委
員
会
が
政
策
形
成
に
実
質
的
影
響
を
及
ぼ

さ
な
い
か
ら
と
言
っ
て
、
委
員
会
が
政
府
の
活
動
に
全
く
影
響
し
な
い
と

は
言
え
な
い
。
議
事
手
続
委
員
会
は
、
政
府
の
政
策
形
成
に
対
す
る
直
接

的
影
響
に
つ
い
て
「
不
当
に
控
え
目
に
感
ず
る
必
要
は
な
い
」
と
し
な
が

(
捌
)

ら
も
、
省
庁
別
委
員
会
の
調
査
に
よ
る
政
府
の
活
動
に
対
す
る
影
響
は
「
よ

(
溺
)

り
静
的
及
び
間
接
的
な
徴
候
」
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
と
す
る
。
具
体
的
に

は
、
政
府
に
対
す
る
影
響
と
し
て
①
長
期
に
わ
た
る
弱
い
な
が
ら
も
継
続

し
た
(
巳
コ
マ
母
国
司
)
影
響
、
②
委
員
会
の
存
在
に
よ
る
無
形
の
イ
ン
パ
ク
ト
、

③
委
員
会
の
勧
告
が
省
庁
間
の
交
渉
及
び
議
論
の
過
程
に
お
い
て
果
た
す

役
割
、
④
議
院
に
お
け
る
や
り
と
り
の
質
に
対
す
る
助
成
的
効
果
を
挙
げ

(
加
)

て
い
る
。

省
庁
別
委
員
会
の
政
府
に
対
す
る
影
響
が
間
接
的
影
響
に
留
ま
る
点
に

(
加
)

つ
い
て
、
学
説
に
お
い
て
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン

(Z2-こ
c
F
ロ
gロ
)
の
よ
う
に
、

省
庁
別
委
員
会
が
政
府
の
政
策
形
成
に
対
す
る
実
質
的
影
響
が
な
い
こ
と

を
批
判
す
る
論
者
が
い
る
。
彼
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
間
接
的
影
響
し
か

持
た
な
い
省
庁
別
委
員
会
の
調
査
を
「
説
明
的
対
話
(
巾
与
U
E
Zミ

(
湖
)

ιED同
巴
巾
印
)
」
の
営
み
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
政
府
監
視
調
査
を
任
務

と
す
る
従
前
の
特
別
委
員
会
と
同
様
に
、
省
庁
別
委
員
会
が
本
質
的
に
主

(
却
)

張
と
説
得
と
い
う
権
能
だ
け
に
依
拠
す
る
批
判
機
関
に
過
ぎ
ず
、
統
治
機

(
加
)

構
に
お
い
て
「
傍
観
者
の
ま
ま
で
い
る
(
え
ミ

B
§
巾
己
号

-sg)」
こ
と

が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
多
く
の
論
者
は
説

明
的
対
話
で
満
足
す
る
姿
勢
を
一
不
す
。
二
大
政
党
制
を
と
る
議
院
の
党
派

勢
力
を
事
実
上
反
映
し
て
い
る
委
員
会
が
政
府
の
政
策
を
変
更
す
る
こ
と

は
期
待
で
き
ず
、
期
待
さ
れ
得
る
こ
と
は
委
員
会
が
批
判
者
た
り
う
る
と

(
加
)

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
学
説
に
お
い
て
も
、
議
事
手
続

委
員
会
が
述
べ
た
、
よ
り
静
的
か
つ
間
接
的
な
影
響
に
意
義
を
見
出
す
見

(
泌
)

解
が
多
数
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
委
員
会
の
評
価
基
準
と
し
て
、

政
府
の
政
策
形
成
に
対
す
る
直
接
的
影
響
を
含
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
の

(
加
)

見
解
も
存
す
る
の
で
あ
る
。

省
庁
別
委
員
会
の
実
効
性
を
評
価
す
る
場
合
、
議
事
手
続
委
員
会
は
、

政
府
の
政
策
形
成
に
対
す
る
影
響
よ
り
も
む
し
ろ
、
大
臣
と
公
務
員
の
説

(
加
)

明
責
任
の
確
保
に
力
点
を
置
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
省
庁
別
委
員
会
が
説

明
責
任
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
以
て
、
そ
れ
が
「
立
派
な
か
っ
成
功
し

(
加
)

た
」
制
度
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。
学
説
も
同
様
の
傾
向
を
示
す
。
し

た
が
っ
て
、
省
庁
別
委
員
会
制
度
の
第
一
の
意
義
は
庶
民
院
に
対
す
る
執

北法45(1-2・200)200
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ロ
ロ
閉
山
5
5
E
S
S
E
-

。。
z
z
o
z凹

ω
開「開
n
・Ha
の
D
Z
Z
弓、吋何
mME
。〉↓〉
F

吋己的司口問司問。口問閉山出回
JY

白件。。・

同円。品(]戸川町∞品)・

(加
)
U
O
F
弓何回
-
C
O
〈何回
Z
玄開
Z
↓
-Z
叶回開

C
z
-
↓
何
口
問
]Z
口口
D
R
叶
Z
何的問〉開門出

司O
同
〉
円
n
o
c
z
吋〉国』ロコ
-Hw-4間三』〈空間的印〉沼田
n
E
N
E
M
Z
弔
品
印
(
】
句
。
同
)
町

仰
向
司
白
目
的
。
手
口
開
除
回
目
〉
ロ

5
・

S
B
ロ
D
Z

主
主
N
O
∞
な
お
、
委

員
会
の
批
判
が
超
党
派
的
批
判
に
な
る
点
に
意
義
を
見
出
す
見
解

が
あ
る
(
口
開
∞
宣
言

hvF〉N
E
-
室
、
白
ロ

O
R
E
-
巳

Ng)。

(
加
)
ど
の
徴
候
を
重
視
す
る
か
は
論
者
に
よ
り
異
な
る
。
例
え
ば
、

①
大
臣
や
公
務
員
の
説
明
義
務
の
充
足
に
力
点
を
置
く
見
解
(
口
開

ω
z
-
4
z
h
v
∞同〉
N
E
F
M
gも
司
自
ロ
O
丹市

N
A
T
同庁

Nmw
印
1
N
句。一月吋-巾
-

h

豆、-AH

E
R
N
ω
ω
-
m
w円
品
斗
印
間
百
円
目
)
、
②
委
員
会
の
心
理
的
イ
ン
パ
ク
ト
を

強
調
す
る
見
解
(
匂
『
2
ミ
予
言
守
白

g
g
ω
ω
・
巳
∞
N
)

な
ど
が
あ
る
。

(
加
)
古
島
問

p
gミ白

E
g
g
-
巳
富
田

(
加
)
連
絡
委
員
会
に
よ
る
省
庁
別
委
員
会
の
評
価
も
同
じ
傾
向
を
見

せ
る
。
同
委
員
会
の
一
九
八
三
年
報
告
書
は
「
大
臣
が
委
員
会
に

長
期
間
に
わ
た
り
、
そ
し
て
、
継
続
的
に
出
頭
す
る
こ
と
は
、
議

会
生
活
の
有
益
な
特
徴
に
な
っ
た
」
と
す
る
(
固
め
b

N

[

呂
∞
N

ー∞
ω]-
袋、

3
5丹
市
主
・
白
片
言

E
E
)
0
但
し
、
議
事
手
続
委
員
会

が
自
ら
の
評
価
を
「
政
治
的
判
断
」
(
出

-
n
Eム
[
呂
∞
匂
l

句
。
]
-

ghq日ロ
o
g
め
印
・
三
回
)
即
日
・
ω
。
∞
)
と
す
る
点
に
は
留
意
さ
れ
る
。

(
加
)
固
め
・

5
ム
(
呂
∞
。
ー
さ

)-gミ
B
E
R
g唱曲門官『曲目・
ω
印印

1
2斗・

(
揃
)
但
し
、
庶
民
院
議
員
の
多
く
は
、
政
策
形
成
に
対
す
る
影
響
を

省
庁
別
委
員
会
の
評
価
基
準
と
考
え
て
お
り
(
全
体
の
七
五
%
、

』。己目的ア

S
ミ
ロ
ロ
。
円
巾

C
・
2
σ
Z
E
-
-
[巳

Noh-、
委
員
会
に
よ

り
多
く
の
権
能
を
付
与
し
、
独
立
性
を
高
め
る
べ
き
と
考
え
て
い

る
(
全
体
の
四
九
%
、
注
目
広
叶
与
ぽ
。
・

5
[白押同市町、吋])。
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第
五
節

特
別
常
設
委
員
会

特
別
常
設
委
員
会
導
入
に
至
る
背
景

(

a

)

委
員
会
の
法
案
審
査
手
続
へ
の
関
与

省
庁
別
委
員
会
は
、
あ
く
ま
で
調
査
を
任
務
と
す
る
調
査
委
員
会
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
法
案
審
査
手
続
な
ど
の
庶
民
院
の
意
思
決
定
過
程
に

は
関
与
し
な
い
。
一
方
、
委
員
会
が
議
院
の
意
思
決
定
過
程
に
関
与
す
る

こ
と
を
認
め
た
上
で
執
行
府
を
統
制
(
影
響
)
さ
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
考

え
が
あ
る
。
執
行
府
の
統
制
を
考
え
る
場
合
、
こ
の
考
え
の
方
が
む
し
ろ

自
然
と
も
言
え
る
。
か
く
し
て
、
実
現
さ
れ
た
制
度
が
特
別
常
設
委
員
会



(∞克己申戸

ω
g
z
g開
門
U
O
呂
田
正
主
で
あ
る
。
特
別
常
設
委
員
会
成
立
の
基

礎
に
は
、
省
庁
別
委
員
会
の
発
展
と
同
じ
く
、
立
法
府
と
執
行
府
と
の
問

(
初
)

の
権
力
の
均
衡
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
。
但
し
、
特
別
常
設

委
員
会
は
法
案
に
関
す
る
調
査
だ
け
で
は
な
く
法
案
審
査
も
行
う
こ
と
で

(
加
)

法
案
審
査
手
続
に
関
与
す
る
点
が
特
徴
な
の
で
あ
る
。

イギリス庶民院における調査委員会制度 (3・完)

註(却

)
E
-
F百
ロ
ロ
・
吋
志
向
量
定

-hnq遺
書
室
臼

.
P
R
3書
室
ご
ミ
P
F
M
V同

S目

的

円

R
E
s
h
p望
書
H
百
円
由
時
・

[
H
g
N
]
Z
L
5・

(
拙
)
こ
の
点
で
、
特
別
委
員
会
が
「
調
査
の
た
め
の
委
員
会
」
、
常
設

委
員
会
が
「
審
査
の
た
め
の
委
員
会
」
と
峻
別
し
て
き
た
庶
民
院

に
お
け
る
委
員
会
制
の
特
徴
を
侵
食
す
る
も
の
と
も
一
言
守
え
る
。
第

一
章
第
一
節
第
一
款
二
(
北
大
法
学
論
集
四
四
巻
五
号
[
一
九
九

四
年
]
一
二
三
九
頁
以
下
)
参
照
。

(
b
)
導
入
の
背
景

な
ぜ
特
別
常
設
委
員
会
が
導
入
さ
れ
た
の
か
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
常

設
委
員
会

(
ω
g
E
E聞
の
O

呂田
5
2
)
に
よ
る
法
案
審
査
の
機
能
の
不
明
確

さ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
般
法
律
案

(
E
E円
豆
一
-
)
の
場
合
、
第
二
読
会

(
ω
2
0
E
F包
旨
問
)
の
後
、
法
案
は
原
則
と
し
て
常
設
委
員
会
に
付
託
さ

れ
る
(
国
わ
∞
・
0
・
Z
0
・2
5
)
。
通
常
、
常
設
委
員
会
に
お
い
て
は
逐
条
審

査
が
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
法
案
審
査
に
お
け
る
そ
の
実
質
的
機
能
は
明

(
加
)

確
で
な
い
。
ま
ず
、
第
二
読
会
で
承
認
さ
れ
た
原
則
に
即
し
て
法
案
の
詳

細
に
つ
き
技
術
的
修
正
を
施
す
と
い
う
機
能
が
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
常

設
委
員
会
は
「
第
二
読
会
で
は
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
〔
法
案
に
対
す
る
〕

(
初
)

政
治
的
な
支
持
な
い
し
反
対
を
法
案
の
詳
細
に
盛
り
込
む
」
機
会
を
議
員

に
与
え
る
と
い
う
積
極
的
機
能
を
有
す
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
常
設

委
員
会
の
機
能
に
対
す
る
こ
う
し
た
二
つ
の
相
異
な
る
見
方
は
、
法
案
成

立
や
議
事
日
程
に
影
響
を
及
ぽ
す
よ
う
な
障
害
を
許
し
た
く
な
い
と
い
う

政
府
側
の
欲
求
と
政
府
法
案
を
通
し
た
く
な
い
と
い
う
野
党
側
の
欲
求
の

(
加
)

対
立
と
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
機
能
が
明
確
で
な
い
常
設
委
員
会
に
お
い
て
は
、
さ
ま
ざ

(m) 

ま
な
目
的
で
修
正
動
議
が
提
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
政
府
法
案
に
対
す
る

修
正
動
議
の
成
立
を
指
標
に
用
い
る
な
ら
ば
、
常
設
委
員
会
の
イ
ン
パ
ク

(
お
)

ト
は
大
き
い
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
、
一
九
六
七
l
六
八
年
会
期
、
一

九
六
八
年
l
六
九
年
会
期
、
一
九
七

O
|
七
一
年
会
期
の
三
会
期
中
に
お

い
て
、
可
決
し
た
政
府
法
案
に
対
す
る
修
正
動
議
の
う
ち
九
三
・
七
%
は

大
臣
か
ら
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
野
党
が
提
出
し
た
政
府
法
案
に
対

(
制
)

す
る
修
正
動
議
は
四
・
三
%
し
か
可
決
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
同
じ
会

期
中
、
常
設
委
員
会
段
階
に
お
い
て
、
政
府
提
出
動
議
の
実
際
の
否
決
な

い
し
百
決
を
示
唆
す
る
圧
力
に
よ
っ
て
、
政
府
が
政
府
法
案
の
原
則
的
規

北法45(1-2・203)203 



研究ノート

へ
部
)

定
の
変
更
を
迫
ら
れ
た
の
は
一
六
の
法
案
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

常
設
委
員
会
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
欠
如
し
て
い
る
理
由
は
、
二
大
政
党
制

の
下
で
委
員
が
党
派
勢
力
比
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら

(
筋
)

れ
る
。
し
か
し
、
常
設
委
員
会
に
対
す
る
議
員
の
欲
求
不
満
は
、
議
員
の

政
府
情
報
に
対
す
る
希
求
と
結
び
つ
き
、
常
設
委
員
会
に
お
い
て
費
や
さ

(
却
)

れ
る
時
間
を
よ
り
有
効
に
使
用
で
き
な
い
か
と
い
う
問
題
を
生
ぜ
し
め
る
。

(
別
)

つ
ま
り
、
既
存
の
立
法
手
続
の
根
本
が
変
更
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
議
員

は
よ
り
情
報
を
持
っ
た
上
で
法
案
審
査
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
に

達
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
案
審
査
の
委
員
会
段
階
に
証
拠
収

集
に
関
す
る
特
別
委
員
会
の
技
術
を
導
入
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
き
た

(
創
)

の
で
あ
る
。

一
九
七
八
年
、
議
事
手
続
委
員
会
は
こ
の
問
題
を
調
査
し
、
次
の
よ
う

(
澗
)

に
勧
告
し
た
。
ま
ず
、
委
員
会
段
階
の
法
案
審
査
を
よ
り
活
性
化
す
る
た

め
、
従
来
の
常
設
委
員
会
の
よ
う
な
逐
条
審
査
以
前
に
、
「
い
ず
れ
法
案

を
詳
細
に
審
査
す
べ
き
委
員
に
、
法
案
の
事
実
的
及
び
技
術
的
な
背
景
を

調
査
、
確
定
す
る
機
会
を
与
え
る
何
ら
か
の
方
法
を
見
出
す
こ
と
が
好
ま

し
い
」
と
し
た
。
続
け
て
、
「
こ
の
こ
と
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
法
案

起
草
者
や
法
案
の
目
的
に
従
い
そ
れ
を
実
行
す
る
者
に
、
法
案
の
基
礎
と

な
る
資
料
、
外
部
の
利
害
団
体
と
の
事
前
協
議
の
程
度
と
内
容
、
法
案
が

産
み
出
す
と
予
想
さ
れ
る
効
果
、
及
ぴ
、
そ
の
実
行
に
か
か
わ
り
得
る
問

題
を
委
員
は
直
接
に
尋
問
で
き
る
べ
き
で
あ
る
」
旨
の
立
場
を
と
っ
た

G
R
P
N
E
)
。
そ
こ
で
、
議
事
手
続
委
員
会
は
常
設
委
員
会
と
特
別
委

員
会
と
を
折
衷
し
た
委
員
会
制
度
を
勧
告
し
た
。
す
な
わ
ち
、
常
設
委
員

会
の
形
式
の
逐
条
審
議
に
入
る
以
前
に
、
特
別
委
員
会
形
式
の
会
議
を
開

催
で
き
、
そ
の
聞
は
召
喚
権
と
文
書
提
出
要
求
権
を
有
す
る
と
い
う
「
一

般
法
律
案
委
員
会

9
5
2円

E
-
P
E
5
5
)」
の
設
置
を
勧
告
し
た
の

で
あ
る
(
℃

R
白

N

山。)。

一
九
八

O
年
、
一
般
法
律
案
委
員
会
設
置
と
い
う
議
事
手
続
委
員
会
勧

告
は
、
特
別
常
設
委
員
会

(ω
胃
己
白

Z
E
E
-
z
n
c自
由
芹
宮
市
)
と
し
て
次
会

期
終
了
時
ま
で
の
時
限
議
院
規
則
に
よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
、
庶
民
院
に
お

(
加
)

い
て
実
験
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
八

O
|
八
一
年
会
期
中
、
三
法

案
が
特
別
常
設
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
(
法
案
名
は
後
述
)
。
そ
し
て
一

九
八
六
年
、
特
別
常
設
委
員
会
は
恒
久
的
制
度
と
し
て
議
院
規
則
に
規
定

(
加
)

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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註(加

)ω
・〉
't
罫
「

R
E
5・
、
H
，

E
「
明
日
間
「
〉
ヨ
ヨ
司
同

O
B
a
-
z
の
同
何
百
回
回
目
立

-z

寸

N
l
斗

ω
(同
句
。
∞
)

(
却
)
に
・
白
丹
、
吋

ω・

(担
)

0
・
m・
宮
呂
田
凹
除
〉

(U--J口
?
円
、
開
口
百
「
〉
ゴ
D
Z
∞
同

(
N
ι
E
H
@匂
{

)

)



イギリス庶民院における調査委員会制度(3・完)

(m)
迂
・
巳
∞
N

(加

)
E
K
L・〉・。
-p-EYEstsh
向
。
著
書
た
な
と
ご
と
む
き

S
3・

戸口

ω
〉
dhp
「同「〉
Zロ
除
去
岡
山
J
2
h
(
巾品目・)・ゎ
D
E
Z
D
Z
m

↓c
目、三]「
ω
。

(
『

2
J巾品・同市

W

∞H
)

・

(却)』・〉・。・の回目司
2
4
F

同》〉田口〉
Z
E
↓〉問ペ∞円同己、コ
Z
4
0
司
。
。
〈
開
閉
Z民
間

Z
↓

∞-
F

「凹叶白
σ
一巾⑦

ω
(白門回。∞)(]戸市
W

斗
品
)

(府
)

h

t

・巳

NCω
・
但
し
、
一
九
七
四
年
と
一
九
七
六
年
か
ら
七
六
年

の
少
数
派
政
権
下
で
は
、
常
設
委
員
会
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
増
大
し
、

そ
れ
は
党
議
拘
束
の
弛
緩
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
沼
恒
回
目
h
r

H

》〉日開・的忠司、白口。円巾

N
m
]「
釦
丹
∞
ω
ロ・

k
F
A

山・

(
獅
)
関
わ
・
者
自
詰
?
の
o
g
2
5
2
z
n
o
Z
Z
5
E
・
〉
Z
何回凹
Z
0
2
4
Z伺

回
目
弓
田
固
め
o
z
m
d
↓巴
2
0
2
H
印品(](匂印印)・

(
却
)
宮
呂
田
印

h
F
H
J
5
p
s
v
E
ロ
D
Z
N日
y
白押∞
ω

(
畑
山
)
の
宮
司
2
3
・~
E
V
S
口。丹市

N
m
品唱町民

N
ω
P

(
加
)
の
回
目
司
ヨ
↓
z
h昨
日

NJ「
E
-
m巳

ω]{
∞一一周三
p
h
E
3
6
口。
Z
N
ω
ω
・
巳
品
叶
N

(
捌
)
出
-
n
m
∞
∞
ム
(
同
句
、
吋
寸
志
W
)

・
言
、
合
匝
ロ
ロ
窓
口
六
白
仲
間
)
白
「
白
山

N
-
H
H
j
N
.
N
0
.
 

(加
)
ψ
m
w
H
固
め
U
Z
)
円D
Z
E
叶
H
め
l'
∞印
ω
(
ω
C
0
2
]石∞
C)
・

(加
)
ψ
N
戸
(
u
b
m
F
'
g
g
'
H
O
∞
ω
l
H
H
ω
め
(N
叶司巾
σ'
戸市
W

∞め)'

制
度

付
託
に
関
し
て
特
別
規
定
の
あ
る
法
案
以
外
の
一
般
法
律
案
は
、
第
二

読
会
の
後
、
議
員
の
動
議
に
基
づ
き
特
別
常
設
委
員
会
に
付
託
す
る
こ
と

が
で
き
る

E-naω
。

z
c
E
Q
)
)
。
特
別
常
設
委
員
会
の
特
徴
は
、
常
設

委
員
会
と
特
別
委
員
会
を
複
合
し
た
制
度
構
造
を
も
っ
点
に
あ
る
。
原
則

(
加
)

と
し
て
常
設
委
員
会
に
関
す
る
議
院
規
則
が
適
用
さ
れ
る
。
委
員
は
委
員

選
任
委
員
会
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
(
戸
ゎ
・
ω
0
・
zc
ま
(
同
)
)
。
議
事
手
続

は
、
制
度
構
造
を
反
映
し
て
、
二
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
法
案
に

関
し
て
調
査
す
る
部
分
と
調
査
後
に
法
案
審
査
を
行
う
部
分
で
あ
る
。
委

員
長
も
各
部
ご
と
一
名
が
任
命
さ
れ
る
。
前
者
の
委
員
長
は
議
長
が
大
臣

以
外
の
議
員
(
平
議
員
)
の
中
か
ら
任
命
す
る
(
国
-n
・ω
O
Z
D
・2
(
N
)
)
。

実
際
に
は
、
付
託
さ
れ
た
法
案
に
関
連
す
る
省
庁
別
委
員
会
の
委
員
長
が

任
命
さ
れ
る
。
後
者
の
委
員
長
は
委
員
長
候
補
団

(
n
E
5
5
5
司
自
己
)

(
矧
)

か
ら
議
長
が
任
命
す
る
。
権
限
と
し
て
は
、
常
設
委
員
会
が
有
す
る
権
限

の
他
、
①
召
喚
権
、
②
文
書
提
出
要
求
権
、
③
調
査
を
目
的
と
す
る
各
日

三
時
間
以
内
の
午
前
中
の
会
議

S
O
B
-口
四
回
目
口
百
四
)
を
四
回
開
催
す
る
権

限
が
あ
る
。
但
し
、
①
1
③
の
権
限
は
法
案
が
当
該
委
員
会
に
付
託
後
二

八
日
を
超
え
な
い
期
間
内
(
但
し
、
二
日
間
以
上
の
休
会
日
は
算
入
し
な

い
)
で
の
み
有
効
で
あ
る
(
固
め
-m・o-zc・2
2
)
)
。
こ
の
期
間
の
延
長
の

動
議
を
大
臣
が
提
出
す
る
場
合
、
当
該
動
議
に
係
る
議
題
は
動
議
に
対
す

る
反
対
手
続
の
終
決
後
に
採
決
さ
れ
る
(
出
ゎ
・
ω
0
2
0
目
白
(
品
)

)

0

調
査
を

目
的
と
す
る
午
前
中
の
会
議
の
う
ち
三
回
を
限
度
に
証
人
尋
問
が
公
開
で

北法45(1-2・205)205



研究ノート

行
わ
れ
る
。
残
り
の
一
回
は
非
公
開
で
調
査
遂
行
に
関
す
る
会
議
が
行
わ

(
焔
)

れ
る
。
委
員
会
に
よ
っ
て
尋
問
さ
れ
た
証
言
は
、
委
員
会
が
印
刷
に
付
す

こ
と
を
命
令
し
た
調
査
書
類
と
と
も
に
、
委
員
会
審
査
の
公
式
報
告
書
の

中
に
印
刷
さ
れ
る
(
出
わ
∞
・
0
・
Z
0
・E
2
)
)
。
こ
れ
ら
の
調
査
の
後
、
委

(
獅
)

員
会
は
、
常
設
委
員
会
と
同
様
に
当
該
法
案
の
逐
条
審
査
を
行
う
。

註(
加
)
さ
ら
に
以
下
の
特
別
委
員
会
に
関
す
る
規
定
が
準
用
さ
れ
る

(
同
門
戸
。

z
o
E
Q
)
)
。
①
第
一

O
九
条
(
特
別
委
員
会
へ
の
文

書
の
撤
回
)
、
②
第
二
三
条
(
尋
問
者
の
氏
名
の
証
拠
録
へ
の
記

載
)
、
③
第
一
一
七
条
(
証
人
の
氏
名
の
公
表
な
ど
て
④
第
二

八
条
(
証
拠
の
公
表
)
。

(
加
)
冨
ミ
・
白
丹
印
匂
介
。
回
目
司

E
z
b
F
5・山門
N

討
委
員
長
候
補
団
は
、

臨
時
委
員
長
(
斗
巾
呂
志

E
ミ

P
E
-
-
Eロ
)
ま
た
は
常
設
委
員
会
委

員
長
に
就
く
委
員
長
候
補
者
た
る
議
員
で
構
成
さ
れ
る
団
体
。
十

名
を
超
え
な
い
範
囲
で
議
長
が
会
期
当
初
に
任
命
す
る
(
出
わ

ω・。

Z
D
品
(
同
)
)
。

(
姉
)
の
回
目
司
ヨ
↓
z
h
v
m
J
P
F
町民

N

叶。

(
揃
)
富
〉
J
?
釦
昨
日
市

Y
H

運
用
と
評
価

特
別
常
設
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
最
初
の
三
法
案
の
第
一
二
読
会
に
お
い

(
加
)

て
、
特
別
常
設
委
員
会
に
対
す
る
称
賛
が
議
員
か
ら
相
次
い
だ
。
ま
た
、

(
鳩
)

委
員
会
を
「
非
常
に
有
用
」
と
評
価
す
る
学
説
が
あ
る
。
特
別
常
設
委
員

会
は
、
議
会
外
の
利
益
団
体
と
政
府
・
省
庁
と
の
問
の
協
議
を
法
案
起
草

段
階
の
み
な
ら
ず
議
会
段
階
に
ま
で
拡
張
し
、
そ
れ
が
広
く
公
開
の
場
で

(
m
m
)
 

行
わ
れ
る
点
に
意
義
が
あ
る
。
そ
し
て
、
専
門
家
や
圧
力
団
体
に
委
員
が

尋
問
ま
た
は
意
見
聴
取
を
行
う
こ
と
は
、
議
員
や
公
務
員
等
の
法
案
起
草

に
関
わ
る
者
に
よ
り
多
く
の
情
報
を
与
え
、
最
終
的
に
は
法
案
の
質
を
高

(
別
)

め
る
の
に
貢
献
す
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

(m) 

も
っ
と
も
、
特
別
常
設
委
員
会
の
効
果
を
誇
張
す
べ
き
で
は
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
既
存
の
立
法
手
続
や
政
府
を
中
心
と
す
る
立
法
過
程
に
は
格
段

の
変
化
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
別
常
設
委
員
会
を
め

ぐ
る
そ
れ
以
上
の
|
|
そ
し
て
最
大
の
|
|
問
題
は
使
用
頻
度
が
極
め

て
低
い
こ
と
で
あ
る
。
一
九
九

O
年
ま
で
に
付
託
さ
れ
た
法
案
は
、
刑
事

未
遂
法
案

(
C
5
5釦て
Z
S匂
ZE-)、
深
海
鉱
業
(
時
限
規
定
)
法

案
(
宮
弓
∞

Z
E
E
-口
問
可

2
6
0
Zミ
P
Z
E
S
]
巴
-
-
)
、
教
育
法
案

(
E
E
E
C
Oロ
E
]
)
(以
上
一
九
八

O
l
八
一
年
会
期
)
、
精
神
保
健
(
改

正
)
法
案
(
宮
内
ロ
豆
国
内
包

S
F
B
S
E
H
S円
]
巴
ロ
)
(
一
九
八
一

l
八
三

年
会
期
)
、
婚
姻
及
び
家
族
関
係
訴
訟
法
案
亘
書

E
S
E
自
己

E
E々

-
2
2
E口
四
回
=
)
(
一
九
八
三
|
八
四
年
会
期
)
の
五
法
案
に
過
ぎ
な
い
。
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イギリス庶民院における調査委員会制度(3・完)

こ
の
理
由
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
第
一
に
、
付
託
さ
れ
る
法
案

(m) 

が
政
党
問
の
争
い
の
な
い
技
術
的
法
案
に
限
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
よ
り
重
要
な
理
由
と
し
て
、
政
府
が
議
事
日
程
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
立
法
手
続
に
お
い
て
は
、
法
案
可
決
の
迅
速
化
と
い
う
政
府
側
の
要
求

が
法
案
審
査
の
徹
底
化
と
い
う
議
員
側
の
要
求
に
優
越
し
て
い
る
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
以
下
の
院
内
総
務
の
一
言
葉
に
現
れ
る
o

「
思

う
に
、
法
案
の
委
員
会
段
階
に
お
い
て
優
先
さ
れ
る
目
的
は
、
法
案
の
詳

細
な
規
定
を
精
査
し
明
確
に
す
る
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
目
的
は
、
例
え
ば
議
事
日
程
を
考
慮
に
入
れ
た
、
よ
り

(
羽
)

広
い
枠
組
み
の
範
囲
内
で
達
成
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
」
。

使
用
頻
度
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
に
対
し
て
は
批
判
が
強
い
。
一
九
八

五
年
、
議
事
手
続
委
員
会
は
特
別
常
設
委
員
会
の
活
用
を
支
持
し
、
付
託

さ
れ
る
法
案
が
技
術
的
法
案
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
容
認
し
な
が
ら
も
、
よ

り
広
い
範
囲
の
法
案
が
特
別
常
設
委
員
会
に
付
託
さ
れ
る
べ
き
と
の
希
望

(
別
)

を
表
明
し
た
。
一
九
九

O
年
に
は
、
議
事
手
続
委
員
会
が
、
委
員
会
へ
の

法
案
付
託
の
実
行
に
不
足
し
て
い
る
の
は
「
政
府
の
意
志
の
み
で
あ
る
」

と
し
て
、
「
合
理
的
割
合
の
立
法
プ
ロ
グ
ラ
ム
(
及
び
、
特
に
政
党
政
治

に
よ
る
争
い
の
な
い
法
案
)
が
特
別
常
設
委
員
会
に
付
託
さ
れ
る
こ
と
を

確
実
に
す
る
た
め
に
政
府
が
真
剣
に
努
力
す
べ
き
こ
と
」
を
勧
告
し
て
い

(
抗
)

(

m

)

る
。
学
説
も
同
様
に
批
判
す
る
。
但
し
、
議
事
日
程
が
大
臣
の
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
下
に
あ
る
状
況
に
お
い
て
は
、
特
別
常
設
委
員
会
の
活
用
の
拡
大
は

(m) 

楽
観
で
き
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

註(
加
)
(
い
コ
田
一
口
白
}
〉
2
巾
ヨ
司
昨
日
切
戸
一
-
(
ω
-
N
)
-
H
Z
-
n
・0
巾
σ・
2
一
NKH
ゆ

(ωH

富山
W

『
'Hω
∞同)'目山門凶
E
n
E
t
oロ
∞
ニ
一

(ω
閉
山
)
'
日
ロ
・
。
-
u
m
F
n
c
-
h
S
H
(
H
C

]ロロ・]戸市
w
∞
]
{
)
一
口
市
市
司
印
巾
mw

冨

5
5悶
(

↓

2
ロ
唱
。
『
印
『
可
司
「
。
〈
5
5ロ
)
切
三

(ω
河
)
・
∞
出
・
わ
り
巾
『
・

2
一∞
ω
め
(
同

ω
』
E
F
H
匂
∞
同
)
'

(
澗
)
∞
同
雲
〉
EN巴四何男悶
F.
的言又し

(
加
)
∞
ぬ
ミ
可
口
。
ロ
P
噂=』可3リ￥司、
Q

ロ。片斥伶

Nh品Hコ、斗吋ア.釦巳門

H
山ωw
印
lH
山匂叉wX市。山

(
別
)
〉

F
E
m
u
-
智
S
H
e凶

昨
日

S
弘
幸
h
n
3
3
3
3
向。
-

E

ω

↓〉↓

F
・

同州虫、・
N
C
∞・白押

N
H
O
(
]
{
ゆ∞
m
v
)

(m)
同

色

白

門

NCω
・

(m)
議
事
手
続
に
は
何
ら
制
限
が
な
い
が
、
庶
民
院
と
政
府
は
と
も

に
制
度
発
足
当
初
か
ら
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。

e
p
h
h・

3
H
出
-
n
u与
円
。
一
寸
N
印

(ω
。
。
2
・
5
∞
。
)
な
お
、
議
員
自
身
に

法
案
起
草
能
力
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
特
別
常

設
委
員
会
の
よ
う
な
形
式
の
委
員
会
は
議
員
提
出
法
案
に
お
い
て

使
用
す
る
の
に
適
す
る
と
指
摘
す
る
学
説
が
あ
る
。
切
ミ
ロ

o
p
s
v

s
g
Z
2
4・
即

H

E
⑦
一

ω回
目
5
z
-
gミ
白
ロ
o
Z
N
4
C
-
巳

N

S
但

し
制
度
上
、
特
別
常
設
委
員
会
の
使
用
は
政
府
提
出
法
案
に
限
ら

れ
る
(
イ
ギ
リ
ス
議
会
に
お
い
て
は
、
政
府
提
出
法
案
と
議
員
提

北法45(1-2・207)207 
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出
法
案
と
は
立
法
手
続
が
異
な
る
)
。

(m)
固
め
・
品
。
ム
円
(
]
戸
市
山
由
工
1

∞印)・

ω
吊円
D
ロ
【
同
月
巾
℃
巴
『
円
同
Z
S
F巾
ω
巳巾円円

(
U
C
自国酌仲門巾町
C
ロ司『
O
門市門日ロ吋巾〈
O
己
戸
冨
E

Z

Z

C

『間山〈戸内同市ロ門司・同】

ω
同

(
別
)
国

-n・品匂ム
(
H
m
w

∞k
H

∞
印
)
・
∞
市
内
O

ロ
門
回
目
出
巾
唱
。
之
内
『
o
g
門『巾∞町一巾円円

【のリ白同同自同回戸目

H=丹門ぢ巾巾c口司3同『.。門巾門古吋巾〈。

円2巾巾旦
ι百伺怒凹P-
司宮白
R『即
g帥.=』ム
Hzω
議
事
手
続
委
員
会
は
こ
の
希
望
を
繰
り

返
し
表
明
し
て
い
る
。
句
同
時
国

-n・ω
印
。
(
冨
∞
め
l

∞
吋
)
・
巳

E
E
E

(
抗
)
回
目
。

]51目(]戸市山
M
3
1
1
m
w
O
)

・
帥
ミ
司
自
ロ
O
Z
A凶
印
・
巳
℃
即

E-ω
同印

(m)
匂
河
'
宮
内
-

F

M
ー

と

匂
3
H
H
h
r
n
ミ
皇
宮
町
H
S
H
2
』

U
M
W

。
・
己
主

同
》
〉
岡
戸
〉
ヨ

-
N⑦
少

伊

丹

N
4

∞
(
]
F
m
u
m
w
H
)

(
加
)
の
国
弓

ZEhrFE-
同
庁
巴
∞
・
現
状
で
は
、
特
別
常
設
委
員
会
が

委
員
会
に
お
け
る
法
案
審
査
の
方
法
と
し
て
受
容
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
と
い
う
希
望
が
具
体
化
す
る
徴
候
は
示
さ
れ
な
い
(
宮
呂
田
凹
h
F

F
2・
皇
、

S
E
R
N
E
-
巳
∞
印
)
。
ま
た
、
特
別
常
設
委
員
会
が
常

設
委
員
会
と
特
別
委
員
会
の
折
衷
と
い
う
従
来
の
委
員
会
制
の
枠

を
超
え
た
委
員
会
で
あ
る
こ
と
も
使
用
頻
度
の
低
い
原
因
か
と
思

わ
れ
る
。
-
同
同
町
三
8
0
2
4弓ミ
-
Sミ
白
口
。
門
巾

ωω-m巴
工
品
・

キ冬

章

ま
と
め

第
一
章
か
ら
第
四
章
に
わ
た
り
、
イ
ギ
リ
ス
庶
民
院
に
お
け
る
調
査
委

員
会
の
構
造
と
歴
史
的
展
開
に
関
す
る
議
論
を
概
観
し
て
き
た
。
以
下
、

我
が
国
と
の
制
度
比
較
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ま

と
め
て
お
く
。
と
こ
ろ
で
、
国
政
調
査
権
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
①
制
度
的

，

(1) 

本
質
の
問
題
と
②
調
査
手
続
上
の
問
題
と
に
分
類
で
き
る
。
本
稿
に
お
い

て
も
、
こ
の
よ
う
な
問
題
の
分
類
に
従
い
、
イ
ギ
リ
ス
庶
民
院
に
お
け
る

調
査
委
員
会
の
特
徴
を
ま
と
め
る
こ
と
に
す
る
。
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註(1)
な
お
、
和
田
英
夫
「
議
院
の
国
政
調
査
権
」
宮
沢
俊
義
先
生
還

暦
記
念
・
日
本
国
憲
法
体
系
第
四
巻
統
治
の
機
構

I
(有
斐
閣
・

一
九
六
二
年
)
=
二
頁
以
下
、
四
三
頁
参
照
。

委
員
会
に
よ
る
調
査

国
政
調
査
権
の
制
度
的
本
質
の
問
題
を
考
え
る
場
合
、
①
調
査
権
を
行

使
す
る
主
体
は
何
か
と
い
う
問
題
(
主
体
の
問
題
)
と
②
調
査
権
の
範
囲

や
限
界
の
問
題
(
権
能
の
問
題
)
と
に
区
別
で
き
る
。
①
の
問
題
に
つ
き
、

本
稿
で
は
、
国
政
調
査
権
の
典
型
的
な
行
使
主
体
を
委
員
会
と
し
て
、

「
委
員
会
に
よ
る
調
査
」
を
考
察
の
対
象
と
し
た
。
そ
し
て
、
本
会
議
中

心
主
義
を
採
用
す
る
イ
ギ
リ
ス
庶
民
院
に
お
い
て
も
、
国
政
調
査
権
行
使

の
主
体
が
少
数
の
議
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
特
別
委
員
会

(ω
巾
Z
2



(
U
D
E
B
-
門
丹
市
内
)
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
②
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
議
会

侮
辱
罪
行

g
z
Eと
を
背
景
と
し
た
強
制
力
を
伴
う
証
人
召
喚
権
及
び

文
書
提
出
要
求
権
が
特
別
委
員
会
に
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ

る
(
但
し
、
現
在
、
委
員
会
に
よ
っ
て
正
規
の
権
限
が
行
使
さ
れ
る
機
会

の
減
少
傾
向
が
あ
る
こ
と
も
併
せ
て
指
摘
し
た
)
。

イギリス庶民院における調査委員会制度 (3・完)

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
特
別
委
員
会
制
度
史
の
特
徴

(
a
)

国
政
調
査
の
類
型
と
二
つ
の
憲
法
モ
デ
ル

そ
こ
で
、
特
別
委
員
会
に
よ
る
調
査
活
動
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
歴
史

を
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
特
別
委
員
会
の
制
度
史

か
ら
委
員
会
に
よ
る
調
査
の
制
度
的
意
義
の
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、

二
つ
の
準
備
作
業
を
行
っ
た
。

第
一
に
、
議
院
の
機
能

2
5
2
5ロ
)
に
応
じ
て
委
員
会
に
よ
る
調
査

を
類
型
化
し
た
。
庶
民
院
の
機
能
は
、
①
立
法
、
②
財
政
、
③
執
行
府
の

統
制
(
③
(

a

)

政
府
監
視
、
③
(
b
)
苦
情
の
救
済
)
に
類
型
化
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
機
能
に
応
じ
て
、
庶
民
院
に
お
け
る
特
別
委
員
会
に
よ
る
調
査

も
、
①
立
法
調
査
、
②
財
政
調
査
、
③
政
府
監
視
調
査
、
④
政
治
調
査
に

分
類
で
き
る
。
第
二
に
、
パ

l
チ
(
〉
同
盟
三
宮
)
に
従
い
、
①
リ
ベ
ラ
ル
・

モ
デ
ル

(
F
F
q包
窓
口
弘
冊
目
)
、
②
ホ
ワ
イ
ト
ホ

l
ル
・
モ
デ
ル

(
g
z
z
z
E

冨
D

再
生
と
い
う
二
つ
の
憲
法
モ
デ
ル
を
設
定
し
た
。
委
員
会
に
よ
る
調

査
を
考
察
す
る
文
脈
に
お
い
て
は
、
①
は
民
主
政
的
モ
デ
ル
、
②
は
権
力

分
立
的
モ
デ
ル
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

(
b
)
古
典
的
国
政
調
査
と
現
代
的
国
政
調
査

以
上
の
準
備
作
業
を
通
し
て
得
ら
れ
た
視
点
に
照
ら
し
て
特
別
委
員
会

に
よ
る
調
査
活
動
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
特
別
委
員
会
に
よ
る
調
査
活
動
は
、

①
古
典
的
国
政
調
査
及
び
②
現
代
的
国
政
調
査
と
し
て
対
比
で
き
る
。

古
典
的
国
政
調
査
は
、
近
代
的
主
権
的
議
会
へ
の
移
行
期
(
一
六
世
紀

末
)
か
ら
古
典
的
議
会
政
(
一
八
八

0
年
代
ま
で
)
の
時
代
に
お
け
る
調

査
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ホ

1
ル
・
モ
デ
ル
が
憲

法
モ
デ
ル
と
し
て
前
提
に
さ
れ
る
。
中
心
と
な
る
調
査
は
立
法
調
査
と
政

治
調
査
で
あ
る
。
古
典
的
国
政
調
査
の
形
成
は
、
庶
民
院
と
国
王
の
対
立

と
い
う
政
治
構
造
を
背
景
と
し
て
、
庶
民
院
の
権
能
拡
大
過
程
と
軌
を
一

に
す
る
。
そ
し
て
、
調
査
を
有
効
に
遂
行
す
る
た
め
に
、
議
会
特
権
侵
害

罪
の
性
質
を
有
す
る
議
会
侮
辱
罪
を
背
景
的
強
制
力
と
し
て
用
い
た
の
で

あ
る
。
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一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
、
国
王
対
庶
民
院
と
い
う
対
立
構

造
は
、
議
院
内
閣
制
(
司

R
E
B
g
gミ
の

C
2
5
B
E門
)
の
発
展
に
よ
っ

て
、
政
府
・
与
党
対
野
党
と
い
う
庶
民
院
内
部
に
お
け
る
対
立
の
政
治
構

造
に
転
換
し
た
。
こ
の
結
果
、
執
行
府
の
統
制
を
目
的
と
す
る
調
査
は
消
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極
的
に
捉
え
ら
れ
、
調
査
委
員
会
の
設
置
は
内
閣
に
対
す
る
不
信
任
を
意

味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

(a)
責
任
内
閣
制

(河内岳
D
a
g
-巾
の
D〈
巾
吋
ロ
宮
市
口
同
)
の
内
容
と
し
て
、
庶
民
院
の
信
任
を
得
て

い
る
限
り
で
の
大
臣
の
裁
量
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
、

(
b
)
執
行
府
統
制
は

全
院
が
行
う
と
い
う
伝
統
が
庶
民
院
に
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
。今

世
紀
に
入
り
、
政
党
制
と
官
僚
制
の
発
達
の
結
果
、
古
典
的
国
政
調

査
は
衰
退
し
た
。
第
一
に
、
政
治
調
査
は
調
査
審
問
所
(
↓
『

F
E巳
え

F
O
E
-
3、
)
が
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
議
院
の
活
動
が
党
派

に
な
る
こ
と
で
、
政
治
調
査
の
中
立
性
が
阻
害
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
第

二
に
、
立
法
調
査
は
、
行
政
の
専
門
化
(
特
に
そ
れ
に
応
じ
た
法
案
起
草

の
技
術
的
高
度
化
)
に
特
別
委
員
会
が
対
応
で
き
な
く
な
り
、
王
立
委
員

会
(
河
ミ
巳

P
呂
田
呂
田
5
ロ
)
と
省
庁
委
員
会

(
0
3
R
E
g
g
-
P呂
田
富
市
巾
)

が
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
調
査
を
任
務
と
す
る
特
別
委
員
会

の
設
置
数
は
減
少
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
現
代
的
国
政
調
査
は
、
二
十
世
紀
に
至
っ
て
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
調
査
で
あ
る
。
今
世
紀
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
憲
法
構
造
は
、

制
度
全
体
と
し
て
見
て
み
た
場
合
、
リ
ベ
ラ
ル
・
モ
デ
ル
と
ホ
ワ
イ
ト

ホ
l
ル
・
モ
デ
ル
が
折
衷
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
憲
法
構
造
の
下
、
政
党
制
と
官
僚
制
の
発
展
に
よ
っ
て
内
閣

統
治
制
(
の
ち
5
2
の
0
5
5
E
S円
)
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
内
閣
統
治

制
の
下
に
お
い
て
も
、
リ
ベ
ラ
ル
・
モ
デ
ル
を
前
提
に
す
る
論
者
か
ら
は
、

執
行
府
統
制
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
庶
民
院
に
期
待
さ
れ
た
。
そ
の
際
、

執
行
府
統
制
機
能
強
化
の
手
段
と
さ
れ
た
の
が
、
委
員
会
に
よ
る
調
査
だ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
執
行
府
優
位
の
統
治
構
造
に
お
い
て
議
会
の
復
権

の
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
調
査
が
現
代
的
国
政
調
査
で
あ
る
。
現

代
的
国
政
調
査
の
中
心
は
政
府
監
視
調
査
で
あ
る
。
政
府
監
視
を
任
務
と

す
る
特
別
委
員
会
は
、
一
九
五

0
年
代
ま
で
は
庶
民
院
に
お
い
て
消
極
的

に
捉
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
当
初
は
、
財
政
調
査
と
政
府
監
視
調
査
を
折
衷

し
た
任
務
を
有
す
る
歳
出
予
算
委
員
会
(
何
回
2
5
巳

g
p自
口
己
宮
市
)
が
設
置

さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
六

0
年
代
の
制
度
改
革
の
風
潮
、
一
九
七

0

年
代
の
二
大
政
党
制
の
動
揺
と
平
議
員
の
台
頭
と
い
っ
た
政
治
的
要
因
に

よ
っ
て
、
政
府
監
視
調
査
委
員
会
の
発
展
が
加
速
化
さ
れ
、
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一
九
七
九
年

に
省
庁
別
委
員
会
(
∞
巾
Z
2
n
o
E
5
5巾
印
『
己
主
邑
門
0
0
2
2ロヨ
2
門

口
召
R
5
2
3
)
の
設
置
に
至
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
立
法
調
査
に
つ
い
て

も
、
庶
民
院
の
立
法
能
力
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
案
審
査
段
階
に
お

い
て
執
行
府
を
統
制
す
る
と
い
う
目
的
か
ら
、
常
設
委
員
会
の
法
案
審
査

手
続
と
特
別
委
員
会
の
調
査
手
続
を
複
合
さ
せ
た
特
別
常
設
委
員
会

(ω
官
三
巴
盟
国
ロ
去
ロ
聞
の
O
B
E
2巾
巾
)
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る。



イギリス庶民院における調査委員会制度 (3・完)

(

C

)

制
度
史
の
特
徴

以
上
の
制
度
史
か
ら
、
庶
民
院
に
お
け
る
現
行
の
調
査
委
員
会
に
つ
き
、

次
の
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
。
①
議
会
活
動
が
党
派
的
性
格
を
帯
び
る
に
し

た
が
っ
て
調
査
が
中
立
性
を
維
持
で
き
な
く
な
り
、
特
別
委
員
会
に
よ
る

政
治
調
査
が
衰
退
し
た
。
②
行
政
活
動
の
拡
大
と
専
門
化
に
応
じ
た
、
立

法
過
程
に
お
け
る
議
会
の
役
割
の
低
下
に
伴
い
、
特
別
委
員
会
に
よ
る
法

案
起
草
段
階
の
立
法
調
査
が
衰
退
し
た
。
③
内
閣
統
治
制
の
下
、
執
行
府

の
政
策
と
活
動
に
対
す
る
監
視
と
い
う
庶
民
院
の
機
能
の
強
化
が
主
張
さ

れ
、
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
特
別
委
員
会
改
革
が
主
張
さ
れ
た
。
そ
の

改
革
に
よ
っ
て
、
政
府
監
視
調
査
を
任
務
と
す
る
特
別
委
員
会
が
発
展
し

た
。
④
立
法
能
力
の
向
上
に
よ
る
政
府
監
視
強
化
と
い
う
観
点
か
ら
、
法

案
審
査
に
伴
う
立
法
調
査
を
任
務
と
す
る
特
別
常
設
委
員
会
が
設
置
さ
れ

た。
要
す
る
に
、
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
委
員
会
に
よ
る
調
査
に
つ
い

て
、
政
府
監
視
調
査
を
遂
行
す
る
点
に
主
に
そ
の
制
度
的
意
義
が
認
め
ら

れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
こ
で
以
下
、
本
稿
に
お
け
る
国
政
調
査
の
類
型

毎
に
、
我
が
国
の
議
論
状
況
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る

特
徴
を
敷
街
す
る
。

(
イ
)
立
法
調
査

イ
ギ
リ
ス
庶
民
院
に
お
け
る
立
法
調
査
の
盛
衰
は
、
立
法
過
程
に
お
け

る
議
会
の
位
置
づ
け
の
変
化
に
対
応
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
一
七
世

紀
を
通
じ
た
立
法
調
査
の
確
立
は
議
会
の
立
法
権
の
確
立
と
軌
を
一
に
し

て
い
る
。
一
八
三
一

0
年
代
の
立
法
調
査
の
発
展
は
、
①
立
法
に
よ
る
社
会

改
革
の
必
要
性
や
②
一
般
法
律
の
制
定
の
増
加
に
起
因
す
る
。
ま
た
、
二

十
世
紀
に
入
っ
て
特
別
委
員
会
に
よ
る
立
法
調
査
が
衰
退
し
た
の
は
、
政

府
中
心
の
立
法
過
程
へ
の
移
行
が
大
き
な
原
因
で
あ
る
。
政
府
中
心
の
立

法
過
程
へ
の
移
行
は
イ
ギ
リ
ス
議
会
特
有
の
現
象
で
は
な
く
、
我
が
国
や

西
欧
諸
国
の
議
会
に
共
通
す
る
現
象
で
あ
る
。
但
し
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い

て
は
、
立
法
審
査
手
続
に
特
別
委
員
会
が
関
与
し
な
い
こ
と
が
立
法
調
査

が
よ
り
衰
退
し
た
要
因
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
、
法
案
審
査
に
お

け
る
立
法
府
と
執
行
府
と
の
問
の
均
衡
の
回
復
を
目
的
と
し
て
特
別
常
設

委
員
会
を
庶
民
院
が
議
院
規
則
に
規
定
し
た
こ
と
は
、
こ
の
委
員
会
が
現

在
ほ
と
ん
ど
活
用
さ
れ
て
い
な
い
と
は
い
え
、
積
極
的
に
評
価
さ
れ
て
し

(
2
}
 

か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
議
院
の
委
員
会
に
よ
る
立
法
調
査
の
問
題

(
3
)
 

は
、
立
法
過
程
の
あ
り
方
自
体
に
関
わ
る
問
題
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

註(
2
)
イ
ギ
リ
ス
議
会
に
お
い
て
は
、
特
別
常
設
委
員
会
制
度
の
導
入

の
他
に
も
、
立
法
府
と
し
て
の
議
会
の
機
能
を
強
化
す
る
た
め
の
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措
置
を
講
じ
よ
う
と
い
う
提
案
が
存
在
し
た
。
代
表
的
な
も
の
は

一
九
七
一
年
の
議
事
手
続
委
員
会
に
よ
る
、
①
立
法
前
委
員
会

(
宇
中
町
間

E
S
S
P呂
田
再
定
内
)
と
②
立
法
後
委
員
会

qgza

E
E
S
E
B
B
-
5巾
)
の
設
置
に
係
る
提
案
で
あ
る
。
①
は
政
府
の

法
案
準
備
作
業
に
関
す
る
事
項
を
審
査
し
、
②
は
立
法
後
の
法
律

の
適
用
、
解
釈
等
の
問
題
を
調
査
す
る
。
品
川
同
町
田
わ
印
ω
∞

(呂、吋〔

)12)
・
∞
巾
円
。
ロ
己
目
山
岳
。
『
仲
『
『
O
B
円
『
巾
∞
巾
Z
2
(
U
O
B
B
宮
内
内
。
口

問

J
R
a
R
P
寸『何回》
2
2
8
0町
宮
間
一
回

ztg-
成
田
憲
彦
「
〈
主
要
国

に
お
け
る
議
会
改
革
の
動
き
〉
イ
ギ
リ
ス
議
会
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス

四
四

O
号
(
一
九
八
七
年
)
二
五
頁
以
下
、
二
八
頁
参
照
。

(
3
)
我
が
国
や
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
し
た
、
立
法
機
能
や
立
法
過

程
に
関
す
る
比
較
研
究
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
な
お
、
イ
ギ

リ
ス
議
会
に
お
け
る
立
法
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
中
村
泰

男
「
イ
ギ
リ
ス
議
会
に
お
け
る
立
法
手
続
の
概
要
L

レ
フ
7

レ
ン

ス
三
三
四
号
(
一
九
七
八
年
)
一
六
頁
以
下
、
吉
田
善
明
「
イ
ギ

リ
ス
」
比
較
立
法
過
程
研
究
会
(
代
表
・
深
瀬
忠
ニ
(
編
)
・
議

会
に
お
け
る
立
法
過
程
の
比
較
法
的
研
究
(
勤
草
書
房
・
一
九
八

O
年
)
一
二
五
頁
以
下
所
収
等
参
照
。

(
ロ
)
政
治
調
査

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
委
員
会
活
動
の
党
派
的
性
格
の
強
ま
り
に
よ

っ
て
調
査
の
中
立
性
が
維
持
で
き
な
く
な
っ
た
が
故
に
、
特
別
委
員
会
に

よ
る
政
治
調
査
は
衰
退
し
た
。
そ
の
結
果
、
議
会
制
定
法
に
基
づ
く
準
司

法
機
関
(
調
査
審
問
所
)
が
政
治
調
査
の
任
に
あ
た
る
。
他
方
、
我
が
国

に
お
い
て
は
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
委
員
会
の
調
査
に
対
す
る
期
待
は
依

(
4
)
 

然
大
き
い
と
言
え
る
。
但
し
「
委
員
会
に
よ
る
調
査
」
を
考
え
る
場
合
、

そ
れ
が
政
治
調
査
に
適
す
る
か
は
問
題
で
あ
る
。
政
治
調
査
の
機
能
は
、

国
民
の
関
心
事
と
な
る
重
要
な
国
政
事
項
に
つ
い
て
真
相
を
究
明
す
る
こ

と
で
、
政
府
ひ
い
て
は
国
家
に
対
す
る
国
民
の
信
任
の
危
機
を
避
け
る
点

(
5
)
 

に
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
委
員
会
に
よ
る
調
査
が
こ
の
機
能
を
果

た
せ
る
か
に
つ
き
疑
問
が
生
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
委
員
会
に

よ
る
調
査
は
政
治
的
思
惑
に
左
右
さ
れ
が
ち
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

①
委
員
で
あ
る
議
員
の
専
門
知
識
の
不
足
、
②
調
査
に
時
間
が
か
か
る
こ

と
、
③
議
員
に
は
他
の
職
務
が
あ
る
こ
と
も
、
徹
底
的
な
政
治
調
査
を
妨

(
6
)
 

げ
る
原
因
と
な
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
制
度
史
は
こ
の
こ
と
を
ま
さ
に

示
し
て
お
り
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
こ
の
こ
と
は
、
多
く
の
政
治
調
査

に
関
す
る
事
例
か
ら
了
解
で
き
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
委
員
会
に
よ
る
政
治
調
査
の
有
効
性
は
疑
問

視
さ
れ
る
。
も
と
よ
り
、
「
国
政
調
査
権
」
の
行
使
に
お
い
て
、
政
治
調

査
が
全
く
意
義
を
も
た
な
い
と
解
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
政
治
調

査
に
議
院
の
委
員
会
を
用
い
る
の
は
、
憲
法
の
枠
内
で
許
容
さ
れ
る
制
度

選
択
で
は
あ
る
が
、
不
適
切
な
制
度
選
択
で
あ
り
得
る
こ
と
は
指
摘
で
き

北法45(1-2・212)212 



ょ
う
。
要
す
る
に
、
政
治
調
査
を
目
的
に
議
院
が
国
政
調
査
機
を
行
使
す

る
制
度
と
し
て
、
委
員
会
に
よ
る
調
査
の
他
に
、
議
会
制
定
法
に
法
的
根

拠
を
も
っ
調
査
機
関
が
政
治
調
査
を
行
う
と
い
う
型
も
制
度
の
選
択
肢
と

(
7
)
 

し
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。

イギリス庶民院における調査委員会制度 (3・完)

註(
4
)
最
近
で
は
、
法
律
時
報
六
五
巻
十
号
(
一
九
九
三
一
年
)
が
「
構

造
的
汚
職
と
国
政
調
査
権
」
と
題
す
る
特
集
を
組
ん
で
い
る
。

(
5
)
N
-
r明
白
?
吋
宮
、
言
句
、
円
。

3
q
e
S
H
q
ミ
ミ
H
G
a
ミ
=
芝
、
三
寄

L

『きもミ
H
B
S
門
戸
印
∞
↓
己

F
F
見
開
〈
ゆ
品
回
(
]
石
∞
品
)

(
6
)
に
・
由
件
。
寸
日

(
7
)
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
、
調
査
審
問
所
が
活
用
さ
れ
て
い
な
い

点
は
考
慮
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
証
人
の
人
権

保
護
の
問
題
に
主
に
起
因
し
、
政
治
的
に
中
立
の
機
関
が
政
治
調

査
を
遂
行
す
る
と
い
う
制
度
趣
旨
自
体
を
消
極
的
に
は
評
価
で
き

な
し
。

(
ハ
)
政
府
監
視
調
査

現
在
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
委
員
会
に
よ
る
調
査
は
、
政
府
の
政
策
と

活
動
の
監
視
を
目
的
と
す
る
政
府
監
視
調
査
を
行
う
点
に
主
に
制
度
的
意

義
が
認
め
ら
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
政
府
監
視
調
査
を
任
務
と
す
る

特
別
委
員
会
は
、
第
二
次
大
戦
後
、
特
に
一
九
六

0
年
代
以
降
に
発
達
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
契
機
は
、
議
院
内
閣
制
の
下
、
政
党
の
組
織
化
と

行
政
権
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
内
閣
が
統
治
の
中
心
と
な
り
、
庶
民
院
の
多

数
派
を
通
じ
て
庶
民
院
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
内
閣
統
治
制
の
出
現
で
あ

る
。
政
府
監
視
調
査
を
任
務
と
す
る
特
別
委
員
会
の
設
置
は
、
庶
民
院
の

執
行
府
統
制
機
能
を
強
化
す
る
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
委
員
会
に
よ
る
調
査
を
「
議
会
の
復
権
」
の
手
段
と
す
る

(
8
)
 

考
え
方
は
我
が
国
の
憲
法
学
説
に
お
い
て
も
有
力
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
は

そ
れ
を
実
践
し
た
と
一
舌
=

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
政
府
監
視
調
査
が
発
展
し
た
要
因
は
次
の
二
点
に

ま
と
め
ら
れ
る
。
第
一
に
、
庶
民
院
に
お
い
て
リ
ベ
ラ
ル
・
モ
デ
ル
の
下

で
理
解
さ
れ
る
責
任
内
閣
制
が
主
流
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、

責
任
内
閣
制
と
委
員
会
に
よ
る
調
査
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
に
表
れ
る
。

ホ
ワ
イ
ト
ホ

l
ル
・
モ
デ
ル
の
下
で
理
解
さ
れ
る
責
任
内
閣
制
に
お
い
て

は
、
庶
民
院
の
信
任
が
政
権
維
持
及
び
大
臣
の
在
職
の
要
件
で
あ
る
こ
と

が
強
調
さ
れ
、
庶
民
院
の
信
任
を
得
て
い
る
限
り
、
省
庁
の
政
策
と
活
動

に
つ
い
て
大
臣
が
裁
量
を
有
す
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
省
庁
の
政
策
と
活

動
を
説
明
、
正
当
化
す
る
責
任
(
説
明
責
任
)
は
全
院
に
対
し
て
果
た
せ

ば
よ
い
と
考
え
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
責
任
内
閣
制
と
の
関
係
に
お
い

て
政
府
監
視
調
査
は
消
極
的
に
解
さ
れ
た
。
他
方
、
リ
ベ
ラ
ル
・
モ
デ
ル
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に
お
い
て
は
、
政
府
監
視
調
査
は
、
庶
民
院
の
執
行
府
統
制
機
能
を
強
化

し
、
執
行
府
の
説
明
責
任
確
保
に
資
す
る
も
の
と
し
て
積
極
的
に
捉
え
ら

れ
た
。
一
九
五

0
年
代
ま
で
は
、
政
府
監
視
調
査
に
関
し
て
、
庶
民
院
は

前
者
の
態
度
を
表
明
し
て
い
た
。
し
か
し
一
九
六

0
年
代
以
降
、
庶
民
院

は
、
こ
の
態
度
を
転
換
し
、
リ
ベ
ラ
ル
・
モ
デ
ル
に
沿
う
形
で
特
別
委
員

(9) 

会
改
革
を
推
進
す
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
政
治
的
要
因
と
し
て
、
執
行
府
統
制
機
能
の
手
段
と
し
て
委

員
会
に
よ
る
調
査
を
考
え
る
場
合
、
そ
れ
が
平
議
員

E
R
r
-
Z
D
n
Z『)の

政
府
情
報
の
希
求
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
平
議
員
が
特
別
委
員
会
発
展
の

推
進
力
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
特
別
委
員
会
改
革
が
加
速
化

し
た
要
因
は
一
九
七

0
年
代
の
平
議
員
の
台
頭
で
あ
っ
た
。
換
言
す
る
と
、

イ
ギ
リ
ス
庶
民
院
に
お
け
る
政
府
監
視
調
査
は
、
政
府
・
与
党
対
野
党
と

い
う
対
立
軸
で
は
な
く
、
大
臣
対
平
議
員
と
い
う
対
立
軸
に
お
い
て
発
展

し
て
き
た
も
の
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
①
調
査
を
任
務
と
す
る
特
別

委
員
会
の
委
員
が
平
議
員
に
限
定
さ
れ
、
②
超
党
派
的
・
合
意
的
な
審
議

形
式
を
採
用
し
、
③
全
会
一
致
に
よ
っ
て
政
府
を
批
判
す
る
と
い
う
特
別

委
員
会
の
制
度
構
造
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
省
庁
別
委
員
会

の
意
義
と
し
て
、
執
行
府
に
対
す
る
超
党
派
的
批
判
が
積
極
的
に
評
価
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

調
査
に
よ
る
執
行
府
の
統
制
を
考
え
る
際
、
大
臣
対
平
議
員
と
い
う
超

党
派
的
対
立
軸
を
設
定
す
る
こ
と
は
、
我
が
国
に
も
示
唆
を
与
え
る
も
の

と
言
え
る
。
我
が
国
に
お
い
て
は
、
政
府
統
制
が
有
効
に
機
能
す
る
方
策

(
凶
)

と
し
て
、
議
院
少
数
派
の
強
化
が
主
に
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
調

査
権
行
使
の
例
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
(
切

E
E
g
g同
)
の
少
数
者

(
日
)

調
査
権
が
注
目
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
政
府
統
制
の
実
効
化
に
と
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
議
院
少
数
派
の
強
化
が
大
き
な
意
義
を
も
つ
こ
と
は
疑
い
な

い
。
た
だ
一
方
で
、
大
臣
対
平
議
員
と
い
う
対
立
軸
を
設
定
す
る
こ
と
は
、

調
査
権
の
行
使
を
め
ぐ
る
対
立
が
、
「
与
党
」
対
「
野
党
」
と
い
う
党
派

的
対
立
に
解
消
せ
ず
、
「
議
会
」
対
「
政
府
」
と
い
う
対
立
に
お
い
て
取

(ロ)

り
扱
わ
れ
る
と
い
う
点
で
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
庶
民
院
に
お
け
る
政
府
監
視
調
査
の
範
聞
と
限

界
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
現
行
制
度
で
あ
る
省
庁
別
委

員
会
に
よ
る
調
査
は
、
主
要
省
庁
と
関
連
公
法
人
の
政
策
や
行
政
、
歳
出

の
全
般
に
及
ぶ
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
政
策
や
行
政
、
支
出
に
関
係
す
る

限
り
、
委
員
会
は
自
由
に
調
査
事
項
を
定
め
得
る
。
但
し
、
大
法
官
府
と

法
務
官
府
に
つ
い
て
は
、
司
法
権
の
独
立
を
理
由
と
し
て
調
査
の
範
囲
が

画
定
さ
れ
て
い
る
。
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調
査
の
限
界
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
に
は
①
大
臣
に
対
す
る
召
喚
権
と

②
省
庁
に
対
す
る
文
書
提
出
要
求
権
が
授
権
さ
れ
て
い
な
い
。
委
員
会
に

こ
れ
ら
の
権
限
を
付
与
し
な
い
こ
と
は
権
力
分
立
か
ら
の
限
界
と
理
解
さ



イギリス庶民院における調査委員会制度 (3・完)

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
委
員
会
の
法
的
権
限
が
及
ば
な
く
と
も
、
大
臣
の

委
員
会
へ
の
出
頭
と
省
庁
か
ら
の
文
書
提
出
は
習
律
上
の
責
任
の
問
題
と

し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
責
任
内
閣
制
の
理
解
か
ら
生
ず
る
限

界
を
別
と
し
て
、
大
臣
は
委
員
会
に
出
頭
し
、
省
庁
は
文
書
を
提
出
し
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
最
も
問
題
と
な
る
の
は
、

公
務
員
の
委
員
会
へ
の
出
頭
と
証
言
の
範
囲
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
大

臣
責
任
制
か
ら
導
か
れ
る
公
務
員
の
匿
名
性
と
の
調
整
の
問
題
で
あ
る
。

執
行
府
は
、
公
務
員
の
匿
名
性
を
理
由
に
、
公
務
員
の
出
頭
と
証
言
に
つ

い
て
消
極
的
で
あ
る
。
ま
た
、
委
員
会
も
通
常
、
執
行
府
の
主
張
を
受
け

入
れ
る
。
さ
ら
に
、
公
務
員
の
出
頭
と
証
言
を
め
ぐ
り
執
行
府
と
委
員
会

が
対
立
す
る
場
合
で
も
、
委
員
会
は
公
務
員
に
対
す
る
召
喚
権
を
行
使
せ

ず
、
両
者
の
妥
協
が
図
ら
れ
る
。
但
し
、
法
の
上
で
は
公
務
員
に
対
す
る

委
員
会
の
召
喚
権
は
無
制
限
な
の
で
、
調
査
の
有
効
な
遂
行
の
た
め
に
は

委
員
会
が
正
規
の
権
限
を
行
使
す
べ
き
と
い
う
の
が
庶
民
院
と
学
説
の
立

場
で
あ
る
。
他
方
、
委
員
会
と
異
な
り
、
議
院
自
体
に
は
召
喚
権
と
文
書

提
出
要
求
権
に
つ
い
て
の
限
界
は
な
い
。
確
か
に
、
こ
の
場
合
も
正
規
の

権
限
を
実
際
に
行
使
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
し
か
し
、
正
規
の
権
限
が

行
使
さ
れ
た
場
合
に
は
庶
民
院
の
命
令
に
執
行
府
が
従
う
こ
と
に
な
る
の

で
、
究
極
的
に
は
、
執
行
府
に
対
し
て
庶
民
院
が
優
位
に
立
つ
と
言
え
る

の
で
あ
る
。

省
庁
別
委
員
会
は
、
自
ら
の
政
策
と
活
動
に
つ
い
て
説
明
、
正
当
化
す

る
、
執
行
府
の
説
明
責
任
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
る
点
に
そ
の
第
一
の
意

義
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、
政
策
形
成
に
対
す
る
省
庁
別
委
員
会
の

直
接
の
影
響
は
少
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
批
判
の
的
で
も
あ
る
が
、

委
員
会
に
よ
る
調
査
は
よ
り
間
接
的
な
影
響
を
以
て
-
評
価
す
べ
し
と
い
う

論
者
が
主
流
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
①
執
行
府
の
政
策
を
超
党
派
的
に

批
判
す
る
こ
と
、
②
議
院
に
お
け
る
討
議
の
質
の
向
上
、
③
平
議
員
の
資

質
の
向
上
と
い
っ
た
点
な
ど
が
評
価
さ
れ
て
い
る
。
国
民
と
の
関
係
で
は
、

国
民
に
対
す
る
政
府
情
報
の
提
供
も
省
庁
別
委
員
会
の
目
的
の
一
つ
で
あ

る
。
但
し
、
そ
の
情
報
提
供
機
能
を
過
信
す
べ
き
で
な
い
こ
と
が
指
摘
さ

(
日
)

れ
る
の
で
あ
る
。

註(
8
)
序
章
(
北
大
法
学
論
集
四
四
巻
五
号
[
一
九
九
四
年
]

二
頁
)
参
照
。

(
9
)
パ

l
チ
は
、
省
庁
別
委
員
会
の
設
置
が
ホ
ワ
イ
ト
ホ

l
ル
・
モ

デ
ル
か
ら
離
れ
リ
ベ
ラ
ル
・
モ
デ
ル
へ
進
む
一
歩
で
あ
る
と
評
価

し
て
い
る
。
ぃ
ミ
〉
-
E
呂
田
門
戸
叶
国
何
∞
ヨ
ゴ
包
∞
訟
叶
開
Z
C
H
りの口〈何回
Z
Z
開Z
↓

H

∞

ω
(∞
円
古
巾
巳
e

H
匂
句
。
)

(
叩
)
士
口
田
栄
司
「
西
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
に
お
け
る
反
対
派
の
政
府
統

制
機
能
(
一

)
l
(
一
一
了
完
)
」
法
学
論
叢
一
一
三
巻
三
号
五
六
頁
以 一一
北法45(1-2・215)215 
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下
二
一
四
巻
二
号
三
十
頁
以
下
二
一
四
巻
四
号
二
三
頁
以
下
(
一

九
八
三
!
八
四
年
)
、
同
「
議
会
内
反
対
派
に
よ
る
政
府
統
制
(
一
)

l
(
三
・
完
)
」
自
治
研
究
六
十
巻
九
号
一

O
二
頁
以
下
、
六
十
巻

十
号
一
一
九
頁
以
下
、
六
十
巻
一
一
号
九
八
頁
以
下
(
一
九
八
四
年
)
、

苗
村
辰
弥
「
議
会
内
『
少
数
派
』
の
地
位
と
権
利
|
『
少
数
派
』

の
自
立
性
と
統
合
性
を
焦
点
と
し
て
|
」
九
大
法
学
六
二
号
(
一

九
九
一
年
)
一
八
七
頁
以
下
等
参
照
。

(
日
)
孝
忠
延
夫
・
国
政
調
査
権
の
研
究
(
法
律
文
化
社
・
一
九
九
O

年
)
等
参
照
。

(
ロ
)
な
お
、
樋
口
陽
一
「
責
任
・
均
衡
・
二
大
政
党
制
・
多
数
派
デ

モ
ク
ラ
シ

l
l
議
院
内
閣
制
を
め
ぐ
る
四
つ
の
神
話

l
」
ジ
ユ

リ
ス
ト
八
八
四
号
(
一
九
八
七
年
)
一
二
四
頁
以
下
参
照
。

(
日
)
な
お
、
①
専
ら
調
査
を
任
務
と
す
る
、
②
主
要
な
国
政
事
項
に

っ
き
長
期
的
調
査
を
行
い
、
報
告
書
を
提
出
す
る
と
い
っ
た
点
で
は
、

省
庁
別
委
員
会
は
我
が
国
の
参
議
院
の
「
調
査
会
」
(
国
会
法
第
五

章
の
二
、
参
議
院
規
則
第
七
章
の
一
一
)
に
近
い
も
の
と
も
言
え
る

で
あ
ろ
う
。
な
お
、
調
査
会
に
つ
き
、
前
田
英
昭
「
参
議
院
調
査

会
の
創
設
を
め
ぐ
っ
て
|
国
会
法
第
十
五
次
改
正
の
経
過
と
問
題

点
」
法
学
論
集
(
駒
沢
大
学
)
四
O
号
二
二
頁
以
下
、
駒
沢

大
学
法
学
部
研
究
紀
要
因
八
号
二
二
七
頁
以
下
、
法
学
論
集
(
駒

沢
大
学
)
四
一
号
六
七
頁
以
下
(
一
九
九
O
年
)
〔
後
に
、
中
村
陸

男
(
編
)
・
議
員
立
法
の
研
究
(
信
山
社
・
一
九
九
三
年
)
一
一
一
八

頁
以
下
所
収
〕
等
参
照
。

(
ニ
)
財
政
調
査

イ
ギ
リ
ス
庶
民
院
の
場
合
、
財
政
調
査
の
中
心
は
公
会
計
委
員
会

(
n
D
E
B
-
宮
市
三

E
Z
F円
〉

円

2
5
3
)
に
よ
る
決
算
調
査
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
予
算
手
続
な
ど
で
の
財
政
統
制
に
お
い
て
は
、
全
院
に
よ
る
統
制
を

基
本
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
イ
ギ
リ
ス
固
有
の
も
の
で

あ
り
、
直
接
に
は
我
が
国
と
比
較
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
省
庁
別

委
員
会
に
は
官
庁
の
支
出
を
調
査
す
る
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
財
政
の
内
容
が
技
術
的
性
格
を
有
す
る
こ
と
、
議
会
の
議
事
周
期
と

会
計
年
度
の
周
期
が
一
致
し
な
い
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
財
政
調
査
は
積

極
的
に
は
遂
行
さ
れ
て
い
な
い
。

北法45(1-2・216)216

調
査
手
続
に
お
け
る
特
徴

イ
ギ
リ
ス
庶
民
院
に
お
け
る
調
査
手
続
か
ら
は
、
我
が
国
に
も
参
考
と

な
る
手
続
が
い
く
つ
か
見
出
さ
れ
る
。

第
一
に
、
委
員
が
平
議
員
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
理
由
は
こ
で
既
に
述
べ

た
。
こ
の
結
果
、
調
査
に
お
い
て
、
非
党
派
的
・
合
意
的
審
議
形
式
を
と

る
こ
と
が
容
易
に
な
り
、
政
府
監
視
調
査
の
実
効
性
も
増
大
す
る
の
で
あ

る
。
但
し
、
議
員
数
や
委
員
会
制
の
あ
り
方
な
ど
の
遠
い
を
考
慮
す
る
と
、

こ
の
制
度
を
我
が
国
に
導
入
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
検
討
を
要

す
る
。



イギリス庶民院における調査委員会制度(3・完)

第
二
に
、
「
調
査
」
概
念
が
調
査
手
続
に
反
映
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

「
調
査
」
概
念
に
、
単
に
事
実
認
定
の
み
な
ら
ず
、
認
定
の
内
容
と
そ
れ

に
関
す
る
所
見
に
つ
い
て
の
報
告
書
を
議
院
に
提
出
す
る
こ
と
ま
で
が
含

ま
れ
る
。
ま
た
調
査
活
動
と
し
て
、
証
人
尋
問
よ
り
も
報
告
書
の
提
出
に

重
点
が
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
報
告
書
の
内
容
の
事
前
漏
洩
が

大
き
な
問
題
と
な
る
。
さ
ら
に
、
議
会
文
書
を
国
民
に
公
開
す
る
制
度
も

整
っ
て
い
る
。
我
が
固
に
お
い
て
も
報
告
書
提
出
の
義
務
づ
け
が
主
張
さ

れ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
報
告
書
の
提
出
を
「
調
査
」
概
念
に
含
め

て
い
く
制
度
論
が
必
要
と
言
え
よ
う
。

第
三
に
、
尋
問
手
続
に
お
い
て
、
我
が
国
で
言
う
正
規
の
手
続
を
経
た

「
証
人
」
と
そ
う
で
は
な
い
「
参
考
人
」
と
の
区
別
が
な
い
。
我
が
国
に

(M) 

お
い
て
は
、
証
人
的
参
考
人
の
増
加
に
よ
っ
て
、
「
証
人
」
と
「
参
考
人
」

(
お
)

と
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
問
題
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
こ

の
点
は
一
考
を
要
す
る
。

第
四
に
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
は
本
会
議
中
心
主
義
を
採
用
す
る
の
で
、
委

員
会
の
議
院
へ
の
従
属
性
が
我
が
国
に
比
べ
て
極
め
て
強
い
。
例
え
ば
、

報
告
書
や
収
集
し
た
調
査
資
料
を
議
院
に
提
出
す
る
義
務
は
委
員
会
の
従

属
性
か
ら
当
然
導
か
れ
る
。
ま
た
調
査
結
果
は
、
調
査
を
行
っ
た
委
員
が

独
占
す
べ
き
で
な
く
、
全
議
員
が
共
有
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ

う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
委
員
会
報
告
書
に
関
し
て
事
後
に
庶
民
院
が
討
議

を
行
う
こ
と
が
大
き
な
問
題
と
な
り
、
日
数
が
少
な
い
と
は
い
え
、
歳
出

予
算
定
例
日
(
E
E
E
巳
2
0ミ
)
の
中
で
委
員
会
報
告
書
に
関
す
る
議
院

に
お
け
る
討
議
の
機
会
が
保
障
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
我
が
国
に
お
い
て
は
、

委
員
会
に
よ
る
調
査
結
果
を
議
院
が
フ
ォ
ロ
ー
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
考

え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
国
政
調
査
権
が
「
議
院
」
の
権
能
で
あ
る

以
上
、
何
ら
か
の
措
置
が
必
要
と
一
吉

註(
M
)

一
九
七

0
年
代
以
降
、
本
来
証
人
と
な
る
べ
き
者
が
参
考
人
と

し
て
出
頭
す
る
、
「
証
人
的
参
考
人
」
の
事
例
が
増
加
し
て
い
る
。

志
賀
稲
穂
「
衆
議
院
・
証
人
及
び
参
考
人
制
度
の
運
用
」
議
会
政

治
研
究
二
三
号
(
一
九
九
二
年
)
二
九
頁
以
下
、
三
五
l
三
六
頁

参
照
。

(
日
)
我
が
国
に
お
け
る
「
証
人
」
と
「
参
考
人
」
と
の
違
い
は
、
機

能
面
と
し
て
、
証
人
が
自
己
の
経
験
し
た
事
実
の
陳
述
を
求
め
ら

れ
る
の
に
対
し
、
参
考
人
は
そ
の
意
見
を
聴
く
こ
と
を
目
的
と
す

る
点
に
あ
る
と
さ
れ
る
(
浅
野
一
郎
[
編
著
]
・
国
会
事
典
〔
新
版
〕

[
有
斐
閣
・
一
九
九

O
年
]
二
九
五
頁
参
照
)
。
議
院
証
言
法
に
お

い
て
は
、
証
人
に
つ
い
て
、
出
頭
や
証
言
、
文
書
提
出
を
強
制
さ

れ
(
第
一
条
て
そ
れ
ら
の
拒
否
に
対
す
る
罰
則
を
設
け
る
(
第
七

条
)
こ
と
の
他
、
補
佐
人
選
任
権
の
付
与
(
第
一
条
の
四
)
、
尋
問

中
の
撮
影
の
不
許
可
(
第
五
条
の
三
)
等
の
参
考
人
と
の
違
い
が

北法45(1-2・217)217
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あ
る
。
し
か
し
、
証
人
的
参
考
人
の
増
加
の
結
果
、
①
調
査
対
象

と
な
る
者
の
取
扱
に
つ
き
、
「
証
人
尋
問
」
と
「
参
考
人
質
疑
」
の

何
れ
に
す
る
か
を
め
ぐ
り
、
議
院
内
が
紛
糾
し
て
他
の
議
事
手
続

の
進
行
に
支
障
を
来
す
、
②
「
-
証
人
」
に
は
静
止
画
像
に
よ
る
テ

レ
ピ
中
継
し
か
認
め
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、
「
参
考
人
」
に
は
完
全

な
テ
レ
ビ
中
継
が
認
め
ら
れ
る
等
、
議
院
の
権
能
の
実
効
的
行
使

の
た
め
に
調
査
機
が
存
在
す
る
と
い
う
調
査
権
の
法
的
性
格
に
照

ら
し
て
も
、
ま
た
、
国
民
へ
の
情
報
提
供
、
証
人
や
参
考
人
の
人

権
の
保
護
の
面
に
お
い
て
も
、
不
十
分
な
事
態
が
生
じ
て
い
る
。

* 

* 

* 

本
研
究
は
、
結
果
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
議
会
政
ひ
い
て
は
憲

法
構
造
を
垣
間
見
る
こ
と
に
な
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
議
会
政
や
憲

法
構
造
を
よ
り
精
密
か
っ
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
筆
者
の
課
題
で
あ
る
。

本
研
究
は
そ
の
た
め
の
準
備
作
業
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
方
向
と
し
て
は
、

本
研
究
を
踏
ま
え
て
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
を
主
な
比
較
対
象
と
し
な
が
ら
、

執
行
府
統
制
機
関
と
し
て
の
議
会
を
め
ぐ
る
憲
法
原
則
の
理
論
化
と
制
度

論
の
展
開
と
を
今
後
の
課
題
に
し
た
い
。

(
{
元
)

[
付
記
]
本
稿
は
、
平
成
五
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
(
特
別
研
究
員

奨
励
費
)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

〈
正
誤
表
〉

本
稿
(
一
)
(
四
四
巻
五
号
[
一
九
九
四
年
]
一
二
二
九
頁
以
下
)
に
誤
記
・

誤
植
が
あ
り
ま
し
た
。
お
詫
び
の
上
、
次
の
よ
う
に
訂
正
致
し
ま
す
(
筆
者
)

0

.
ロ
頁
上
段
四
行
目
註
(
1
)
×
統
治
の
機
構
H
↓
O
統
治
の
機
構

I

-n頁
下
段
2
行
目
註
(
1
)
×一

O
八
頁
所
収
↓
O
一
O
入
賞
以
下
所
収

-
U
頁
上
段
9
行
目
註
(
1
)
×
憲
法
講
義
下
↓

O
憲
法
講
義
下
(
新
版
)

.
お
頁
下
段
1
行
自
註
(6)
×
憲
法
↓

O
憲
法

E

-
M
頁
下
段
お
行
目
註
(
9
)
×
E
ユ
巴

=
g
E∞
B
g↓
0
3『
UBmE呂
田
口
出
回
目

・
お
頁
上
段
初
行
日
×
考
察
す
こ
と
↓
O
考
察
す
る
こ
と

-

M
叫
頁
下
段
7
行
自
註
(
日
)
×
平
常
ミ

Eh」
O
E
0
2吾
苦
九

-m頁
上
段
初
行
日
註
(4)
×
E
2・E円

FOE-E『
E
B
g
gミ
C
E
S

↓

O
E
2
3ユ
呂
田

g
gミ
C
ロ
5
ロ

・
ω頁
下
段
ロ
行
日
×
見
出
だ
さ
れ
る
↓

O
見
出
さ
れ
る

-
n
u
頁
上
段
1
行

自

×

枢

密

院

顧

問

官

↓

O
枢
密
顧
問
官

-
M
M

頁
上
段
5
行
日
註
(
8
)
×
h
t苦
》
Z
E
E
S↓
o
h
tさ
き
た
司
令
寄
芯

.
M
M

頁
下
段
別
行
自
註
(
幻
)
×
ゎ
2
2
4
2
2
4
0
P
Z
3
2
2
2

・
羽
頁
下
段
目
行
自
註
(
部
)
×
H
，h

S↓
O
↓
〉
戸
D
司

-

M

叫
頁
上
段
ロ
行
日
註
(
幻
)
×
守
重
善
之
町
内
的
↓

onsaさ
き
g

-
M
頁
下
段
8
行
自
註
(
但
)
×
向
。
2
5
B
S
E
-
-
-
O問
。
耳
『
ロ
自

g円

-m頁
下
段
7
行
自
註
(
貯
)
×
寸
∞
)
・
同
8
0ユ
↓

O
叶∞)司

2
2円

FHVOユ
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-
臼
頁
下
段
幻
行
目
註
(
臼
)
×
芝
(
以
内
兵
↓

O
S
S巾
C
2・r

・
日
頁
下
段
3
行

目

×

異

義

4
0異
議

-
m
抑
頁
上
段
凶
行
目
×
見
出
だ
す
↓

O
見
出
す

.
臼
頁
上
段
2
行
目
設
(9)
×
ミ
ミ
さ
↓

O
Z
5
3

・
日
頁
下
段
5
行

目

×

専

門

家

委

員

会

↓

O
専
門
委
員
会

・
日
頁
下
段
9
行

目

×

陥

い

る

↓

O
陥
る

・

ω頁
上
段
ロ
行
目
×
め
さ
ず
↓
O
目
指
す

-n頁
上
段
ロ
行
目
註
(
初
)
×
国
学
学
会
↓
O
国
家
尚
子
会

-
九
頁
下
段
M
H
行
目
註
(
犯
)
×
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
戦
↓

O
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
戦
争

・
η
頁
上
段
6
行

目

×

見

出

だ

さ

れ

る

↓

O
見
出
さ
れ
る

・
η
頁
上
段
6
行
自
註
(
扮
)
×
(
U
S
4
↓
o
n
o
g↓

・
η
頁
上
段
目
行
目
註
(
ぬ
)
×
ミ
-
↓

OmR-

・
内
頁
上
段
四
行
目
×
見
出
だ
さ
れ
る
↓
O
見
出
さ
れ
る

-m頁
上

段

目

行

目

×

一

O
代
後
半
↓

O
十
台
後
半

-m頁
上
段
7
行
目
註
(
引
け
)
×
財
務
会
計
省
法
↓

O
財
務
検
査
省
法

.
∞
叫
頁
下
段
目
行
自
註
(
創
)
×
ミ
・
↓

O
号
-

-
倒
頁
下
段
凶
行
目
×
軍
事
行
動
及
び
「
そ
の

↓
O
軍
事
行
動
並
び
に
「
そ
の

・
お
頁
下
段
刊
行
目
×
岡
山
E
C
1
2↓
O何
Z
E江

市
日

-m頁
上
段
口
行
目
註
(
町
四
)
×
〉
皇
室
詰
〉
三
百
↓

O
〉
E
Z句
宮
司

2

.
回
頁
下
段
2
行
目
註

(m)
×
d
Eロ曲目的↓
O
叶ユ
E
E一目

・
回
頁
下
段

η
行
目
註
(
山
)
×
の
き
偽
善
害
時
l
e
O
C
号
尚
喜
善
幸
町

・
卯
頁
上
段
4
行

目

×

0
8同庁
E
S
E
-
O
F
3
2
s
g
E

-
卯
頁
下
段
目
行
目

-
一
四
O
八
頁
凶
行
日

.
一
四

O
八
頁
幻
行
自

注
①
空
白
行
は
行
数
の
計
算
に
含
め
ず
。
②
M
M
頁
は
二
三
二
頁
の
意
味
。

x x x 
弓::1見
SJ E 出
~円~『マ.
~】

白血.~

33: 
竺:;'
J 印 戸 、
cr .， u 
雪量。見
回}山

'" せ
な
し、
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